
中央社会保険医療協議会 総会（第 431 回） 議事次第

令和元年11月8日(金) 薬価専門部会終了後～

於 厚生労働省講堂（低層棟２階）

議 題

○個別事項（その７）について

○横断的事項（その２）について



中
医
協
関
係
者

松本

島

中央社会保険医療協議会 総会座席表

日時：令和元年11月8日（金） 薬価専門部会終了後
会場：中央合同庁舎第5号館 講堂（低層棟2階）

松原 田辺会長秋山 荒井関中村

中
医
協
関
係
者

今村 幸野

城守

濵谷局長
横幕

審議官
八神

審議官

佐保

猪口 間宮

吉森

宮近

林

有澤

吉川田村 半田

日比谷クラブ

一般傍聴席

一般傍聴席・厚生労働記者会

厚生労働省

厚生労働省

総
務
課
長

調
査
課
長

医
政
局
医
事
課
長

医
療
指
導
監
査
室
長

保
険
医
療
企
画
調
査
室
長

医
療
課
長

関係者席

関係者席

関係者席・日比谷クラブ

歯
科
医
療
管
理
官

医
療
技
術
評
価
推
進
室
長

薬
剤
管
理
官

医
療
介
護
連
携
政
策
課
長

調
査
課
数
理
企
画
官

医
政
局
看
護
課

看
護
職
員
確
保
対
策
官

速記速記



個別事項（その７）
（医療従事者の働き⽅③）

中 医 協 総 － １

元 ． 1 1 ． 8
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個別事項（その７）

医療従事者の働き⽅③

○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

○ ⼈員配置の合理化の推進

○ 会議の合理化の推進
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医療従事者の働き⽅③
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院内の労務管理・労
働環境改善のための
マネジメントの実践

タスク・シフティング、
チーム医療の推進

勤務環境に特に配慮
を要する領域への対応

多様な勤務形態
の推進

その他（外来医療の機
能分化）

医師事務作業
補助者の配置

H18年度

H20年度

H22年度

H24年度

H26年度

H28年度

H30年度

＜医師の勤務環境改善・働き方改革に資する主な診療報酬改定項目＞

勤務環境改善に関連する診療報酬の対応（主なもの）

病院勤務医の負担軽
減等の体制整備を評
価（３つの診療報酬項
目）

評
価
対
象
と
な
る
項
目
を
拡
大

・効果のある負担軽
減策を計画に含むこ
とを要件化

・評価の対象となる項
目を整理

・栄養サポートチーム
加算等を新設

・看護補助者の配置
の評価を新設

医師事務作業
補助体制加算
の新設

評
価
対
象
と
な
る
チ
ー
ム
医
療
の
拡
大

タ
ス
ク
・
シ
フ
テ
ィ
ン
グ
に
係
る
評
価
の
充
実
・
拡
大

評
価
の
充
実
、
対
象
病
棟
の
拡
大

・ハイリスク分娩管理加
算等の新設

・産休・育休等に係る
常勤要件の緩和

・脳卒中ケアユニット
等の夜間の医師の勤
務体制の緩和

産
科
・
小
児
科
・
救
急
医
療
等
の
重
点
的
な
対
応
が

求
め
ら
れ
る
領
域
に
つ
い
て
評
価
の
充
実
・
拡
大

常
勤
要
件

の
緩
和
の

拡
大
等

・小児入院医療管理料の小児科医の常勤要件を
緩和

診療所における夜間、
早朝等における診療の
評価を新設

二次救急医療機関の
救急外来の評価の新
設、院内トリアージの評
価の新設

紹介状なし
で大病院を
受診する場
合の定額負
担の導入

対
象
病
院

の
拡
大

評
価
の

拡
大
・充
実4



勤務環境改善に資する取組として診療報酬での評価が考えられる事項

（これまで議論）

○ 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践
に資する取組の推進

○ 届出・報告の簡素化、書類作成・研修要件の合理化

（今回議論）

○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

○ 人員配置の合理化の推進

（今後議論）

○ 業務の効率化に資するICTの利活用の推進（総－２）

○ 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の評価

※ 社会保障審議会医療部会（令和元年10月21日）資料２を参考に記載 5



○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組
ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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タスク・シェアリング/タスク・シフティングの実施状況

○ 医師の負担軽減策として、医師事務作業補助者の外来への配置や医師業務の看護師や薬剤師との分担
が実施されていた。

○ また、医師事務作業補助体制加算を届出ていない医療機関においても、46.1％が多職種からなる役割分担
の推進のための委員会を開催していた。

51.0%

50.3%

46.9%

45.7%

40.5%

39.6%

38.8%

34.5%

32.0%

28.8%

28.7%

23.0%

20.2%

19.1%

18.8%

16.8%

16.6%

11.3%

9.6%

9.0%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師事務作業補助者の外来への配置

医師の増員

院内保育所の設置

医師業務の薬剤師との分担

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含む）

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担が集中しないような体

制の整備

医師業務の看護師（「11）」に示す看護師を除く）との分担

医師が出席する会議の所定就業時間内での開催（開始時刻

の前倒し等）

複数主治医制の導入

医師事務作業補助者の病棟への配置

患者・家族への病状説明を診療時間内に限定（緊急時を除く）

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・啓発

ICTを活用した業務の見直し・省力化

外来提供体制の縮小

医師が出席する会議の開催回数の削減

予定手術前日の当直の免除

医師業務の助産師との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分担

勤務間インターバルの導入

無回答
n=565

実施している医師の負担軽減策（複数回答）（施設票）

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

多職種からなる役割分担の推進のための委員会又は会議の開催状況

（医師事務作業補助体制加算の届出の有無別）（施設票）

72.6%

46.1%

91.9%

21.8%

45.2%

5.3%

5.7%

8.7%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=565)

届出無し(n=230)

届出有り(n=321)

開催している 開催していない 無回答
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組
ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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医師事務作業補助体制加算２（平成25年以前の医師事務作業補助体制加算） 医師事務作業補助体制加算１

 勤務医負担軽減計画を策定し、医師の事務作業を補助する専従職員（医師事務作業補助者）を
配置している等、病院勤務医の事務作業を軽減する取組を評価。
 病院勤務医等の負担軽減策として効果があるものについて、複数項目の取組を計画に盛り込む
（※）ことが要件となっている。

※ ①（必須）及び②～⑦のうち少なくとも２項目以上

① 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容 （必須）
② 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
③ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保（勤務間インターバル）
④ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 ⑤ 当直翌日の業務内容に対する配慮
⑥ 交替勤務制・複数主治医制の実施 ⑦ 短時間正規雇用医師の活用

医師事務作業補助体制加算の概要①

（医療機関数）

医師事務作業補助体制加算の届出医療機関数の推移

15対1, 20対1の新設

精神科救急医療に特化した病棟に対象を拡大
30対1, 40対1の新設

加算１を新設
療養病棟・精神病棟・
特定機能病院に対象を拡大

（年）

医師事務作業補助体制加算

新設

令和元年５月29日
中医協総会資料（改）

出典︓保険局医療課調べ（各年７⽉１日時点）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

H20 H22 H24 H26 H28 H30

医師事務作業補助体制加算の

点数の推移

15対１ 20対１ 25対１ 30対１

40対１ 50対１ 75対１ 100対１

（点）
評価の引き上げ
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配置区分 算定医療機関数 点数
（加算１/加算２）

施設基準の概要（抜粋）

15対１ 453 920点／860点 （１）次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は
総合周産期母子医療センターを設置していること。

イ 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する
病院であること。

20対１
25対１
30対１
40対１

569
416
257
339

708点／660点
580点／540点
495点／460点
405点／380点

（２）次のいずれかの要件を満たしていること。
ア (１) を満たしていること。
イ 災害拠点病院、へき地医療拠点病院又は地域医療
支援病院の指定を受けていること。

ウ 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔
による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院
であること。

50対１
75対１
100対１

432
283
91

325点／305点
245点／230点
198点／188点

（３）次のいずれかの要件を満たしていること。
ア (１) 又は(２)を満たしていること。
イ 年間の緊急入院患者数が100名以上（75対１及び100
対１補助体制加算については50名以上）の実績を有す
る病院であること。

医師事務作業補助体制加算の概要②

出典（算定医療機関）︓NDBデータ（平成30年11⽉診療分）

※ 緊急⼊院患者数とは、救急搬送により緊急⼊院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、 医師
が診察等の結果、緊急入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。

＜次に掲げる状態＞
ア 吐⾎、喀⾎⼜は重篤な脱⽔で全⾝状態不良の状態 カ 重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）
イ 意識障害⼜は昏睡 キ 広範囲熱傷
ウ 呼吸不全⼜は⼼不全で重篤な状態 ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
エ 急性薬物中毒 ケ 緊急⼿術、緊急カテーテル治療・検査⼜はt-PA 療法を必要とする状態
オ ショック コ その他、「ア」から「ケ」までに準ずるような重篤な状態 10



算定できる入院料 算定できない入院料

A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料（注12に掲げる入院料を除く。）（50

対１、75対１、100対１に限る。）
A103 精神病棟入院基本料（50対１、75対１、100対１に限る。）
A104 特定機能病院入院基本料（加算１に限る。）
A105 専門病院入院基本料
A106 障害者施設等入院基本料
A300 救命救急入院料（特定機能病院については、加算２を

除く。）
A301 特定集中治療室管理料
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
A301-4 小児特定集中治療室管理料
A302 新生児特定集中治療室管理料
A303 総合周産期特定集中治療室管理料
A303-2 新生児回復室入院医療管理料
A305 一類感染症患者入院医療管理料
A306 特殊疾患入院医療管理料
A307 小児入院医療管理料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料（一般）
A308-3 地域包括ケア病棟入院料/入院医療管理料（一般）
A310 緩和ケア病棟入院料
A311 精神科救急入院料
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料１
A311-3 精神科救急･合併症入院料
A317 特定一般病棟入院料

A101 療養病棟入院基本料 注12に掲げる入院料
A102 結核病棟入院基本料
A108 有床診療所入院基本料
A109 有床診療所療養病床入院基本料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料（療養）
A308-3 地域包括ケア病棟入院料/入院医療管理料（療養）
A309 特殊疾患病棟入院料
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料２
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料
A312 精神療養病棟入院料
A314 認知症治療病棟入院料
A318 地域移行機能強化病棟入院料
A400 短期滞在手術基本料
特別入院基本料等

医師事務作業補助体制加算の概要③
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医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理由

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

53.5%

52.6%

36.5%

7.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加算の要件に沿った医師

事務作業補助者の配置

のメリットが少ないため

施設基準を満たすことが

難しいため

医師事務作業補助者の

確保が難しいため

その他

無回答

全体

n=230

54.5%

60.4%

38.6%

5.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99床以下

n=101

48.6%

50.0%

36.5%

8.1%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100～199床

n=74

62.5%

40.0%

37.5%

7.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加算の要件に沿った医師

事務作業補助者の配置

のメリットが少ないため

施設基準を満たすことが

難しいため

医師事務作業補助者の

確保が難しいため

その他

無回答

200～399床

n=40

55.6%

33.3%

11.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

400床以上

n=9

医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理由（複数回答）

（病床規模別）

56.2%

56.2%

52.1%

38.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年間の緊急入院患者数

に関する基準（例：15対1

の場合は年間800名以上

であること等）

全身麻酔による手術件数

に関する基準

病院機能に関する基準

無回答

全体

n=121

60.7%

57.4%

52.5%

36.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99床以下

n=61

54.1%

56.8%

54.1%

35.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100～199床

n=37

43.8%

43.8%

43.8%

56.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年間の緊急入院患者数

に関する基準（例：15対1

の場合は年間800名以上

であること等）

全身麻酔による手術件数

に関する基準

病院機能に関する基準

無回答

200～399床

n=16

66.7%

66.7%

66.7%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

400床以上

n=3

医師事務作業補助体制加算の満たすことが難しい施設基準の内訳

（複数回答）（病床規模別）

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理由として、「加算の要件に沿った医師事務作業補助者の
配置のメリットが少ないため」が最も多く、次いで、「施設基準を満たすことが難しいため」が多かった。

○ 医師事務作業補助体制加算の施設基準のうち、満たすことが難しい施設基準として、「年間の緊急入院患
者数に関する基準」と「全身麻酔による手術件数に関する基準」がともに、多かった。

12



医師事務作業補助者体制加算の届出状況と外来及び入院患者数

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

令和元年６月の状況

医師事務作業補助体制加算届出あり

n = 292

医師事務作業補助体制加算届出なし

n = 168

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

①外来延べ患者数 11617.3 9853.4 8595 2330.8 3823.0 1717

②緊急自動車等により搬送された延べ
患者数

141.1 189.9 73 7.6 20.9 0

③時間外・休日・深夜加算の算定件数 329.6 430.4 180 28.9 118.1 3

１か月間の外来患者数

令和元年６月の状況

医師事務作業補助体制加算届出あり

n = 285

医師事務作業補助体制加算届出なし

n = 169

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

①入院延べ患者数 7397.8 5447.8 5959 3686.3 3408.9 2878

②（うち）一般病棟における入院延べ患
者数

5698.9 4888.2 4123 1369.3 2300.9 1061

③時間外・休日・深夜に入院した延べ
患者数

244.6 558.0 80 6.7 20.1 1

④救急搬送により緊急入院した延べ患
者数

212.0 484.7 63 4.6 13.8 0

１か月間の入院患者数
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医師事務作業補助体制加算の届出あり 医師事務作業補助体制加算の届出なし

常勤 非常勤 常勤 非常勤

400床未満
n = 224(届出あり)
n = 213(届出なし)

６．３ ２．８ ０．３ ０．１

400床以上
n = 84(届出あり)
n = 9(届出なし)

１３．０ １３．６ ３．７ ０．１

全体
n = 309(届出あり)
n = 228(届出なし)

８．１ ５．２ ０．４ ０．１

医師事務作業補助者の配置状況

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

（単位：人）

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしていない医療機関においても、400床以上の病院においては、複数
名の医師事務作業補助者を配置していた。
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各業務の負担感（医師の回答）

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

各業務の負担感（医師票）18.4%

15.8%

10.3%

8.7%

11.0%

8.1%

5.2%

4.7%

3.7%

3.0%

3.2%

3.2%

3.7%

3.1%

2.7%

2.3%

2.8%

2.1%

1.3%

2.2%

2.4%

2.3%

2.4%

1.5%

1.0%

37.3%

39.6%

35.9%

34.8%

32.2%

20.8%

22.9%

22.9%

18.1%

18.5%

16.4%

15.3%

12.0%

12.5%

11.2%

11.6%

10.7%

11.0%

11.0%

10.0%

9.8%

9.8%

8.8%

6.8%

5.3%

24.1%

28.2%

36.1%

38.0%

31.8%

27.8%

37.6%

48.9%

41.5%

27.2%

31.5%

35.4%

32.2%

19.0%

30.9%

14.7%

14.5%

30.9%

45.9%

31.3%

17.9%

10.7%

12.7%

31.2%

22.6%

13.0%

11.3%

12.9%

13.0%

10.7%

19.4%

14.6%

18.5%

24.2%

20.6%

18.2%

25.7%

12.7%

16.2%

15.0%

15.0%

19.4%

16.5%

24.7%

18.3%

15.9%

12.3%

13.6%

31.9%

15.6%

3.7%

4.2%

3.2%

3.7%

2.9%

10.2%

4.8%

3.3%

7.5%

13.9%

11.0%

10.2%

5.2%

21.4%

5.2%

30.2%

27.2%

5.4%

8.2%

7.6%

26.8%

34.0%

32.7%

9.5%

4.8%

3.5%

0.9%

1.5%

1.9%

11.4%

13.8%

14.9%

1.7%

5.0%

16.8%

19.6%

10.1%

34.2%

27.7%

35.1%

26.3%

25.4%

34.1%

8.8%

30.6%

27.2%

30.9%

29.7%

19.1%

50.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主治医意見書の記載(n=790)

診断書、診療記録及び処方せんの記載(n=790)

検査、治療、入院に関する患者の家族への説明(n=783)

検査、治療、入院に関する患者への説明(n=785)

診察や検査等の予約ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ入力や電子カルテ入力(n=783)

患者の退院に係る調整業務(n=778)

慢性疾患患者への療養生活等の説明(n=773)

患者に対する検査結果の説明(n=783)

医薬品の副作用・効果の確認(n=778)

初療時の予診(n=832)

診察前の事前の面談による情報収集や補足的な説明(n=774)

患者に対する処方薬の説明(n=782)

救急医療等における診療の優先順位の決定（ﾄﾘｱｰｼﾞの実施）(n=766)

血液培養(n=831)

人工呼吸器管理下の患者に対する鎮静薬の投与量の調整(n=807)

留置針によるルート確保(n=829)

患者移動(n=820)

人工呼吸器等の設定条件の変更(n=810)

脱水症状に対する輸液による補正(n=826)

気管カニューレの交換(n=819)

尿道カテーテルの留置(n=820)

静脈採血(n=829)

静脈注射(n=828)

抜糸(n=821)

腹腔ドレーンの抜去・縫合(n=788)

負担が非常に大きい 負担が大きい どちらともいえない 負担が小さい 負担が非常に小さい 実施していない

書類の記載や入力について、

○ 55.7％の医師が「主治医意見書の記載」を負担
に感じていた。

○ 55.4％の医師が「診断書、診療記録及び処方
箋の記載」を負担に感じていた。

○ 43.2％の医師が「診察や検査等の予約オーダ
リングシステム入力や電子カルテ入力」を負担に
感じていた。
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医師の負担軽減効果がある取組（施設の回答）

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

特に医師の負担軽減効果がある取組（複数回答、３つまで）（病床規模別）（施設票）

35.2%

31.7%

15.0%

14.6%

14.4%

12.1%

10.9%

9.5%

8.6%

8.2%

7.6%

5.4%

4.9%

4.1%

3.3%

2.3%

2.3%

2.1%

1.9%

1.2%

19.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師の増員

医師事務作業補助者の外来への配置

医師事務作業補助者の病棟への配置

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日

の休日を含む）

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担

が集中しないような体制の整備

医師業務の看護師（特定行為研修修了

者を除く）との分担

複数主治医制の導入

医師が出席する会議の所定就業時間内

での開催（開始時刻の前倒し等）

医師業務の薬剤師との分担

外来提供体制の縮小

患者・家族への病状説明を診療時間内に

限定（緊急時を除く）

ICTを活用した業務の見直し・省力化

院内保育所の設置

医師が出席する会議の開催回数の削減

予定手術前日の当直の免除

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・

啓発

医師業務の特定行為研修修了者との分

担

勤務間インターバルの導入

医師業務の助産師との分担

無回答

全体

n=514

33.6%

21.6%

16.4%

6.0%

13.8%

8.6%

15.5%

8.6%

12.9%

5.2%

12.1%

5.2%

3.4%

4.3%

1.7%

0.0%

1.7%

0.9%

1.7%

2.6%

23.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99床以下

n=116

32.3%

27.2%

12.7%

17.7%

19.6%

15.2%

11.4%

14.6%

8.2%

7.0%

7.6%

4.4%

4.4%

6.3%

3.8%

0.6%

1.9%

1.9%

3.2%

0.6%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100～199床

n=158

38.0%

38.0%

16.2%

17.6%

13.4%

12.0%

8.5%

5.6%

7.7%

10.6%

4.9%

5.6%

4.9%

0.7%

3.5%

4.9%

2.8%

2.8%

0.7%

0.7%

18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

200～399床

n=142

37.4%

44.0%

15.4%

16.5%

7.7%

11.0%

8.8%

8.8%

5.5%

9.9%

5.5%

6.6%

7.7%

5.5%

4.4%

4.4%

3.3%

3.3%

2.2%

1.1%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

400床以上

n=91

○ 「医師事務作業補助者の外来への配置」が医師の負担軽減に効果があると回答した医療機関は31.7％だっ
た。

○ 病床規模が大きくなるほど、「医師事務作業補助者の外来への配置」が医師の負担軽減に効果があると回
答した医療機関の割合が高かった。
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医師の負担軽減効果がある取組（医師の回答）

36.6%

22.0%

21.9%

21.5%

18.6%

18.5%

9.3%

8.6%

7.9%

7.5%

4.2%

3.7%

3.4%

2.7%

2.0%

0.4%

20.6%

9.4%

28.0%

18.8%

8.3%

13.9%

8.9%

10.0%

9.1%

13.3%

4.2%

6.6%

0.8%

5.5%

3.3%

2.5%

1.4%

35.5%

0% 20% 40% 60% 80%

医師事務作業補助者の外来への配置・増員

医師の増員

複数主治医制の実施

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含む）

薬剤師による投薬に係る入院患者への説明

医師事務作業補助者の病棟への配置・増員

薬剤師による処方提案等

医師業務の薬剤師との分担

医師業務の看護師（ 7）に示す看護師を除く）との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分担

医師が出席する会議の開催方法の見直し

予定手術前の当直の免除

外来提供体制の短縮

ICTを活用した業務の見直し・省力化

勤務間インターバルの導入

医師業務の助産師との分担

無回答

届出あり（n=708） 届出なし（n=361）
平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

医師の負担軽減策として実施されている取組について、特に効果のある取組（複数回答）
（医師事務作業補助体制加算の届出有無別）（医師票）

○ 医師事務作業補助体制加算を届出て
いる医療機関において、「医師事務作
業補助者の外来への配置･増員」が医
師の負担軽減に効果があると回答した
医師は36.6％で最も多かった。

○ 医師事務作業補助体制加算を届出て
いる施設に勤務にしている医師の方が、
「複数主治医制の導入」や「当直翌日の
業務内容の軽減」、「薬剤師による投薬
に係る入院患者への説明」が負担軽減
策として効果があったと回答した割合
が高かった。
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実施している医師の負担軽減策（施設の回答）

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

実施している医師の負担軽減策（複数回答）（医師事務作業補助体制加算の届出の有無別）

7.4%

41.3%

20.4%

23.5%

19.1%

34.3%

18.7%

29.6%

26.1%

8.3%

33.5%

82.2%

57.0%

67.0%

61.7%

56.4%

43.6%

54.2%

38.9%

37.1%

44.2%

25.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師事務作業補助者の外来への配置

医師の増員

院内保育所の設置

医師業務の薬剤師との分担

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日

を含む）

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担が集

中しないような体制の整備

医師業務の看護師（特定行為研修修了者を除

く）との分担

医師が出席する会議の所定就業時間内での開

催（開始時刻の前倒し等）

複数主治医制の導入

医師事務作業補助者の病棟への配置

患者・家族への病状説明を診療時間内に限定

（緊急時を除く）

0.4%

3.9%

11.7%

7.8%

10.4%

4.3%

2.2%

2.6%

3.9%

18.3%

39.6%

32.7%

24.6%

26.5%

21.8%

25.2%

18.4%

15.0%

13.1%

1.9%

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・啓発

ICTを活用した業務の見直し・省力化

外来提供体制の縮小

医師が出席する会議の開催回数の削減

予定手術前日の当直の免除

医師業務の助産師との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分担

勤務間インターバルの導入

無回答

届出無し(n=230) 届出有り(n=321)

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしている医療機関は、届出をしていない医療機関と比べ、医師の負
担軽減策を実施している割合が高かった。
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実施している医師の負担軽減策（医師の回答）

50.8%

49.9%

33.9%

33.2%

32.9%

31.1%

26.3%

24.2%

17.4%

15.1%

13.0%

7.9%

6.6%

6.4%

4.0%

1.7%

8.2%

31.9%

13.3%

14.4%

25.8%

23.5%

11.4%

33.2%

21.6%

21.1%

7.5%

11.6%

9.1%

7.2%

1.4%

4.7%

2.2%

24.4%

0% 20% 40% 60% 80%

薬剤師による投薬に係る入院患者への説明

医師事務作業補助者の外来への配置・増員

医師事務作業補助者の病棟への配置・増員

複数主治医制の実施

薬剤師による処方提案等

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含む）

医師の増員

医師業務の薬剤師との分担

医師業務の看護師（ 7）に示す看護師を除く）との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分担

医師が出席する会議の開催方法の見直し

外来提供体制の短縮

ICTを活用した業務の見直し・省力化

予定手術前の当直の免除

勤務間インターバルの導入

医師業務の助産師との分担

無回答

届出あり（n=708）

届出なし（n=361）

医師の負担軽減策として実施されている取組（複数回答）
（医師事務作業補助体制加算の届出有無別） （医師票）

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

○ 医師事務作業補助体制加算の届出
をしている医療機関は、届出をしていな
い医療機関と比べ、多くの項目におい
て、医師の負担軽減策を実施している
割合が高かった。
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勤務環境改善マネジメントシステムを推進するチームの設置状況等

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

15.5%

7.5%

22.7%

17.5%

15.4%

20.3%

60.1%

71.1%

49.6%

6.9%

6.1%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=496)

届出無し(n=228)

届出有り(n=256)

チームがある チームはないが、今後設置予定

チームはなく、今後設置予定もない 無回答

勤務環境改善マネジメントシステムを推進するチームの設置状況
（医師事務作業補助体制加算の届出の有無別）

37.5%

25.0%

48.8%

27.6%

29.4%

26.2%

26.6%

38.6%

16.0%

8.3%

7.0%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=496)

届出無し(n=228)

届出有り(n=256)

行っている 行っていないが、今後実施予定

行っておらず、今後実施予定もない 無回答

勤務環境の現状に関する実態把握や分析の実施状況
（医師事務作業補助体制加算の届出の有無別）

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしている医療機関は、届出をしていない医療機関と比べ、「勤務環境
改善マネジメントシステムを推進するチームを設置している割合」及び「勤務環境の現状に関する実態把握や
分析の実施を行っている医療機関の割合」が高かった。
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5.8%

15.5%

12.1%

61.5%

62.9%

62.8%

26.0%

19.1%

21.2%

6.6%

2.5%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

届出なし

（n=361）

届出あり

（n=708）

全体

（n=1300）

減った 変わらない 増えた 無回答

書類作成時の事務作業の変化（医師事務作業補助体制加算の届出有無別）

5.5%

5.5%

5.6%

8.0%

17.5%

14.2%

63.2%

55.6%

58.2%

14.4%

13.6%

13.6%

3.3%

5.4%

4.8%

0.6%

0.7%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

届出なし

（n=361）

届出あり

（n=708）

全体

（n=1300）

改善した どちらかというと改善した 変わらない

どちらかというと悪化した 悪化した その他

無回答

総合的にみた勤務状況の変化（医師事務作業補助体制加算の届出有無別）

総合的にみた勤務状況の変化（医師の回答）

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査 速報値）

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしている医療機関は、届出をしていない医療機関と比べ、書類作成
時の業務作業が減ったと回答した医師の割合が多く、総合的にみた勤務状況が「改善した」「どちらかというと
改善した」と回答した医師の割合が多かった。
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医師事務作業補助体制加算に係る現状及び課題と論点

○ 医師事務作業補助体制加算は、2828医療機関が届出をしている。

○ 結核病棟入院基本料や有床診療所入院基本料等については、医師事務作業補助体制加算の算定ができない。

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしていない理由として、「加算の要件に沿った医師事務作業補助者の配置のメリットが少ない
ため」が53.5％で最も多く、次いで、「施設基準を満たすことが難しいため」が52.6％で多かった。

○ 医師事務作業補助体制加算の施設基準のうち、満たすことが難しい施設基準として、「年間の緊急入院患者数に関する基準」と「全
身麻酔による手術件数に関する基準」がともに、56.2％だった。

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしていない医療機関においても、400床以上の病院においては、複数名の医師事務作業補助
者を配置していた。

○ 55.7％の医師が「主治医意見書の記載」を負担に感じており、55.4％の医師が「診断書、診療記録及び処方箋の記載」を負担に感じ
ていた。また、43.2％の医師が「診察や検査等の予約オーダリングシステム入力や電子カルテ入力」を負担に感じていた。

○ 「医師事務作業補助者の外来への配置」が医師の負担軽減に効果があると回答した医療機関は31.7％だった。

○ 病床規模が大きくなるほど、「医師事務作業補助者の外来への配置」が医師の負担軽減に効果があると回答した医療機関の割合
が多かった。

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしている医療機関は、届出をしていない医療機関と比べ、医師の負担軽減策を実施している
割合が高かった。

○ 医師事務作業補助体制加算の届出をしている医療機関は、届出をしていない医療機関と比べ、書類作成時の業務作業が減ったと
回答した医師の割合が多く、総合的にみた勤務状況が「改善した」「どちらかというと改善した」と回答した医師の割合が多かった。

【現状及び課題】

【論点】

○ 医師事務作業補助体制加算について、医師の負担軽減に効果があることや届出状況、累次の診療報酬改定による対
応状況を踏まえ、評価の在り方や算定要件等をどのように考えるか。
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組
ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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24

総合入院体制加算１ 総合入院体制加算２ 総合入院体制加算３

共通の施設基準
・内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、それらに係る入院医療を提供している
・全身麻酔による手術件数が年800件以上

実績要件

上記の全てを満たす 上記のうち少なくとも４つ以上を満たす 上記のうち少なくとも２つ以上を満たす

救急自動車等による搬送件数 － 年間2,000件以上 －

精神科要件

精神患者の入院受入体制がある

以下のいずれも満たす
イ 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算
１の届出

ロ 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の
入院３日以内の入院精神療法若しくは救命救急入
院料の注２の加算の算定件数が年間20件以上

以下のいずれかを満たす
イ 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算
１の届出

ロ 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の
入院３日以内の入院精神療法若しくは救命救急入
院料の注２の加算の算定件数が年間20件以上

日本医療機能評価機構等が行う
医療機能評価

〇 〇 －

救急医療体制
救命救急センター又は
高度救命救急センター

の設置

２次救急医療機関又は
救命救急センター等の設置

２次救急医療機関又は
救命救急センター等の設置

一般病棟用重症度、医療・看護
必要度の該当患者割合
（Ａ得点２点以上又はＣ得点１点以上）

３割以上 ３割以上 ２割７分以上

ア 人工心肺を用いた手術：40件/年以上 イ 悪性腫瘍手術：400件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術：100件/年以上

エ 放射線治療（体外照射法）：4,000件/年以上 オ 化学療法：1,000件/年以上 カ 分娩件数：100件/年以上

（共通要件） 精神科につき24時間対応できる体制があること

総合入院体制加算の概要
A200 総合入院体制加算（１日につき／14日以内）
加算１︓240点 加算２︓180点 加算３︓120点

206 234 248 257

5 4 32 37 41

278 304

41
103 137

265 186
174

0

100

200

300

400

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

120点

180点

240点

届
出
医
療
機
関
数

診調組 入－１
元 ． ９ ． ２ ６



総合入院体制加算の届出状況

○ いずれかの総合入院体制加算を届出ている施設は約３割であった。
○ いずれの加算を届け出ている施設も、現状を変更する予定がない施設が多かった。

※無回答は除く出典：令和元年度入院医療等の調査（施設票）

加算１を届出

4%

加算２を届出

12%

加算３

を届出

10%

届出なし

74%

総合入院体制加算の届出状況

N=777

92.6%

7.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変更予定なし

加算２に変更を検討

加算３に変更を検討

加算１の届出施設

92.6%

6.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

変更予定なし

加算１に変更を検討

加算３に変更を検討

加算２の届出施設

75.3%

1.2%

23.5%

0% 20% 40% 60% 80%

変更予定なし

加算１に変更を検討

加算２に変更を検討

加算３の届出施設

90.2%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出意向なし

届出を検討している

届出なしの施設

（n=27） （n=95）

（n=81） （n=563）

診調組 入－１
元 ． ９ ． ２ ６
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 病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合入院体制加算の要
件となっている病院勤務医の負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全
体に拡大し、取組内容を整理する。

医療従事者の勤務環境改善の取組の推進
平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑧

改定後（総合入院体制加算 施設基準（抜粋））

病院に勤務する医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備。

ア 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の
必要性等について提言するための責任者を配置。

イ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議※を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資す
る計画」を作成すること。当該委員会又は会議は、当該計画の達成状況の評価を行う際等、必要に応じて開催。

※ 当該保険医療機関における安全衛生委員会等既存の委員会を活用して差し支えない。

ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医
療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とする。また、当該計画を職員に対して周知徹底している。

エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも２項目以上を含む。

① 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組み（許可病床の数が 400床以
上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。）

② 院内保育所の設置（夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい）

③ 医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務作業の負担軽減

④ 病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善

⑤ 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減

オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開。
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医師の負担軽減策として実施している取組及びその効果

○ 総合入院体制加算を届出していない病院においても、様々な医師の負担軽減策を講じており一定の効果があると認識してい
た。

■実施している医師の負担軽減策（複数回答、総合入院体制加算届出有無別）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師の増員

外来提供体制の縮小

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・啓発

複数主治医制の導入

勤務間インターバルの導入

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含

む）

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担が集中しない

ような体制の整備

患者・家族への病状説明を診療時間内に限定（緊急

時を除く）

予定手術前日の当直の免除

医師業務の特定行為研修修了者との分担

医師業務の看護師（特定行為研修修了者を除く）との

分担

医師業務の助産師との分担

医師業務の薬剤師との分担

医師事務作業補助者の病棟への配置

医師事務作業補助者の外来への配置

ICTを活用した業務の見直し・省力化

医師が出席する会議の開催回数の削減

医師が出席する会議の所定就業時間内での開催（開

始時刻の前倒し等）

院内保育所の設置

無回答

総合入院体制加算１～3を届出ている(n=62) 総合入院体制加算を届出ていない(n=496)

0% 20% 40% 60% 80%

医師の増員

外来提供体制の縮小

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・啓

発

複数主治医制の導入

勤務間インターバルの導入

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の

休日を含む）

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担が

集中しないような体制の整備

患者・家族への病状説明を診療時間内に

限定（緊急時を除く）

予定手術前日の当直の免除

医師業務の特定行為研修修了者との分担

医師業務の看護師（特定行為研修修了者

を除く）との分担

医師業務の助産師との分担

医師業務の薬剤師との分担

医師事務作業補助者の病棟への配置

医師事務作業補助者の外来への配置

ICTを活用した業務の見直し・省力化

医師が出席する会議の開催回数の削減

医師が出席する会議の所定就業時間内で

の開催（開始時刻の前倒し等）

院内保育所の設置

無回答

総合入院体制加算１～3を届出ている(n=62) 総合入院体制加算を届出ていない(n=449)

■特に医師の負担軽減効果がある取組（３つまで複数回答、総合入院体制加算届出有無別）

※ 色塗りした項目 は、総合
入院体制加算の要件である
「医療従事者の負担の軽減及
び処遇の改善に資する計画」
に挙げられている①～⑤に相
当もしくは、近い内容のもの。
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極めて労働時間が長い医師の労働時間短縮について（イメージ）

17.0時間 17.0時間

15.1時間

41.3時間

削減できない時間

タスクシェア・シフトにより削減

会議等の効率化

医療機関間の連携、機能分化

※

※外科医の場合（内科
医等の場合も内視鏡等
の手技が該当）

削
減
可
能
時
間 週100時間勤務の場合、削減

可能時間を約25％削減できれ
ば、週80時間水準が達成可能

タスクシェア・シフトにより削減

タスクシェア・シフトにより削減

（週勤務時間100時間のケース）

（週勤務時間80時間のケース）

削減のイメージ（週勤務時間100時間程度の場合） 時間数イメージ

タスクシフト（医療従事者一般が実施可能な業務）による削減 週７時間程度削減

タスクシフト（特定行為の普及）による削減 週７時間程度削減

タスクシェア（他の医師）による削減 週６時間程度削減

労働時間管理の適正化

※表中の削減可能時間は、平成29年度厚生労働行政推進調査事業費「「病院勤務医の勤務実態に関する研究」（研究代表者 国立保健医療科学院種田憲一郎）に
おいて実施された「病院勤務医の勤務実態調査（タイムスタディ調査）」結果における勤務時間の内訳を元に、「削減のイメージ（例）」に沿って算出したもの。

〇 週の勤務時間が100時間を超える病院勤務医が約3600人（1.8％）、同100時間～90時間が約5400人（2.7％）、同
90時間～80時間が約12000人（6.9％）いると推計されるが、2024年４月までに、こうした医師が時間外労働上限規
制における暫定特例水準の水準を下回るようにすることが必要。

第17回医師の働き方改革に関する検討会（平成31年１月21日） 資料２
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医師の負担軽減策と特に効果のある取組～看護師との業務分担～

○ 勤務医の負担軽減策として実施している項目について、看護師との業務分担は約５割で特に効果のある取
組みであると感じていた。

■実施している勤務医の負担軽減策
（複数回答、n=1,255）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（医師票）（速報値）

44.6%

37.5%

30.5%

29.8%

28.8%

28.3%

24.6%

23.1%

19.5%

13.5%

13.2%

8.4%

6.2%

4.5%

4.1%

1.8%

12.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

薬剤師による投薬に係る入院患者への説明

医師事務作業補助者の外来への配置・増員

複数主治医制の実施

薬剤師による処方提案等

医師の増員

医師事務作業補助者の病棟への配置・増員

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含む）

医師業務の薬剤師との分担

医師業務の看護師（特定行為研修修了者を除く）との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分担

医師が出席する会議の開催方法の見直し

外来提供体制の短縮

ICTを活用した業務の見直し・省力化

予定手術前の当直の免除

勤務間インターバルの導入

医師業務の助産師との分担

無回答

40.1%

73.1%

67.2%

32.6%

84.0%

56.2%

70.7%

38.5%

54.4%

51.1%

40.2%

53.6%

40.3%

57.8%

51.2%

38.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

■実施している取組みのうち、特に効果のあるもの
（左記で回答した取組みのうち３つまで選択、n=1,255）

（無回答：24.9％）
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都道府県別 特定行為研修修了者就業状況 （平成30年3月現在 看護課調べ）
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

総数 1,041名
※複数回研修を修了した修了者は延べ数として集計

就業場所 修了者総数 割合 2017年度
修了者

2016年度
修了者

2015年度
修了者

病院 870 84％ 373 270 227

診療所 11 1％ 2 4 5

訪問看護
ステーション 47 5％ 29 14 4

介護施設 15 1％ 6 5 4

その他 36 3％ 10 8 18

不明 62 6％ 23 34 5

総数 1041名 100％ 443名 335名 263名

⾼度急性期病床
32%

急性期病
床
26%

回復期病床
3%

慢性期病
床
8%

外来
8%

その他
16%

不明
7% 病院就業者の配属内

【就業場所別修了者数】

第18回看護師特定行為・研修部会（平成30年9月28日） 資料1（改）

※病床機能報告による分類を参考に調査 30



62.8%

54.7%

62.2%

50.7%

47.3%

39.2%

48.6%

35.1%

35.8%

33.8%

27.0%

41.2%

30.4%

21.6%

23.0%

19.6%

21.6%

16.9%

12.2%

10.8%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師事務作業補助者の外来への配置

医師の増員

院内保育所の設置

医師業務の薬剤師との分担

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担

）」に示す看護師

医師が出席する会議の所定就業時間内

複数主治医制の導入

医師事務作業補助者の病棟への配置

患者・家族への病状説明を診療時間内に

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・

を活用した業務の見直し・省力化

外来提供体制の縮小

医師が出席する会議の開催回数の削減

予定手術前日の当直の免除

医師業務の助産師との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分

勤務間インターバルの導入

無回答

200～399床

n=148

76.6%

61.7%

78.7%

61.7%

58.5%

42.6%

53.2%

42.6%

44.7%

36.2%

36.2%

69.1%

44.7%

30.9%

35.1%

22.3%

17.0%

29.8%

22.3%

8.5%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

400床以上

n=94

病床規模別にみた医師の負担軽減策として実施している取組の状況
○ 医師の負担軽減策として実施している取組として、「医師業務と助産師との分担」「医師業務の特定行為研
修修了者との分担」等については、病床規模の大きい病院において、医師との分担がより進んでいた。

■実施している医師の負担軽減策（複数回答、病床規模別）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）

51.0%

50.3%

46.9%

45.7%

40.5%

39.6%

38.8%

34.5%

32.0%

28.8%

28.7%

23.0%

20.2%

19.1%

18.8%

16.8%

16.6%

11.3%

9.6%

9.0%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師事務作業補助者の外来への配置

医師の増員

院内保育所の設置

医師業務の薬剤師との分担

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の

休日を含む）

時間外・休日・深夜に特定の医師に負担

が集中しないような体制の整備

医師業務の看護師（「11）」に示す看護師

を除く）との分担

医師が出席する会議の所定就業時間内

での開催（開始時刻の前倒し等）

複数主治医制の導入

医師事務作業補助者の病棟への配置

患者・家族への病状説明を診療時間内に

限定（緊急時を除く）

初診時選定療養費の導入

適正受診に関する患者・住民への周知・

啓発

ICTを活用した業務の見直し・省力化

外来提供体制の縮小

医師が出席する会議の開催回数の削減

予定手術前日の当直の免除

医師業務の助産師との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分

担

勤務間インターバルの導入

無回答

全体

n=565

26.7%

38.4%

18.5%

34.2%

25.3%

34.9%

24.0%

26.7%

24.0%

20.5%

26.7%

0.0%

4.1%

11.0%

11.6%

13.0%

8.9%

3.4%

2.7%

7.5%

20.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99床以下

n=146

48.5%

50.9%

42.6%

43.8%

38.5%

42.6%

36.1%

36.7%

30.2%

28.4%

26.6%

1.8%

11.8%

17.2%

12.4%

14.2%

18.9%

3.6%

5.9%

9.5%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100～199床

n=169
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○ 総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターで院内助産の実施割合が高く、産科医師の業
務負担軽減を理由として開設した割合が約５割であった。

〇 院内助産等の実施により、約７割程度の施設において産科医師の業務負担等が軽減されたと認識していた。

院内助産の実施状況等及び産科医師への影響

27

40

16

89

15

2

0

17

308

170

59

569

0 100 200 300 400 500 600 700

①・②以外の病院

②地域周産期母子医療センター

①総合周産期母子医療センター

全体

実施している

以前は実施していたが、現在は実施していない

一度も実施したことがない

■院内助産の実施状況

【出典】平成30年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業「院内助産・助産師外来の開設による効果に関する調査」（日本看護協会）
※対象：全分娩取扱病院 1,047施設、回収率：65.7% ※いずれの結果も無回答は除く。 「全体」には、病院機能について無回答の病院を含む。

13.2%

21.3%

18.9%

7.7%

（施設）

※赤字は「実施している」
と回答した割合

■院内助産開設の背景 （実施していると回答した施設が回答）

12.4%

33.7%

10.1%

47.2%

68.5%

41.6%

40.4%

68.5%

13.5%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

病院の方針

病院の新築・改築

産科医師の業務負担軽減のため

助産師のモチベーション向上のため

院内助産を実施できる助産師がいたため

産科医師からの提案

助産師からの提案

妊産婦からの要望

（n=89、複数回答）

43.1%

32.7%

24.3%

22.5%

9.3%

5.3%

17.8%

49.7%

39.9%

41.4%

41.7%

26.0%

18.0%

26.7%

1.3%

22.9%

27.6%

29.8%

50.0%

54.0%

33.3%

3.3%

3.9%

3.3%

10.0%

14.0%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊産婦の満足度は高いと思うか（n=153）

産科医師の業務負担が軽減されたと思うか

（n=153）

産科医師の身体的負担が軽減されたと思う

か（n=152）

産科医師の精神的負担が軽減されたと思う

か（n=151）

医学的介入が必要な妊産婦へ関わる時間が

増えたと思うか（n=150）

研究等に取り組む時間が増えたと思うか

（n=150）

当直時のコール回数が少なくなったと思うか

（院内助産実施施設のみ、n= 45）

とてもそう思う まあまあそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない わからない

■院内助産等の実施による産科医師への影響

※院内助産や助産師外来を実施している施設からの回答（n=279～83）うち、看護管理者のみによる回答を除き
産科医師が回答したもの（産科医師に確認し、看護管理者が記載したものを含む）を集計
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特定行為及び特定行為区分（３８行為２１区分）
特定行為区分 特定行為

呼吸器（気道確保に係るもの）
関連

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの

位置の調整

呼吸器（人工呼吸療法に係る
もの）関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

非侵襲的陽圧換気の設定の変更

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬

の投与量の調整

人工呼吸器からの離脱

呼吸器（長期呼吸療法に係る
もの）関連

気管カニューレの交換

循環器関連

一時的ペースメーカの操作及び管理

一時的ペースメーカリードの抜去

経皮的心肺補助装置の操作及び管理

大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うとき

の補助の頻度の調整

心嚢ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去

胸腔ドレーン管理関連

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び設

定の変更

胸腔ドレーンの抜去

腹腔ドレーン管理関連
腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿刺針

の抜針を含む。）

ろう孔管理関連

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃

ろうボタンの交換

膀胱ろうカテーテルの交換

栄養に係るカテーテル管理
（中心静脈カテーテル管理）関
連

中心静脈カテーテルの抜去

栄養に係るカテーテル管理
（末梢留置型中心静脈注射用
カテーテル管理）関連

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入

特定行為区分 特定行為

創傷管理関連

褥(じょく)瘡(そう)又は慢性創傷の治療における血流

のない壊死組織の除去

創傷に対する陰圧閉鎖療法

創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去

動脈血液ガス分析関連
直接動脈穿刺法による採血

橈骨動脈ラインの確保

透析管理関連
急性血液浄化療法における血液透析器又は血液

透析濾過器の操作及び管理

栄養及び水分管理に係る薬剤
投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正

感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与

血糖コントロールに係る薬剤投
与関連

インスリンの投与量の調整

術後疼痛管理関連
硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量

の調整

循環動態に係る薬剤投与関
連

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投

与量の調整

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量

の調整

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

精神及び神経症状に係る薬剤
投与関連

抗けいれん剤の臨時の投与

抗精神病薬の臨時の投与

抗不安薬の臨時の投与

皮膚損傷に係る薬剤投与関
連

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのス

テロイド薬の局所注射及び投与量の調整

医政局看護課提供資料
（参考１）

33



修了者総数： 1,685名（平成31年3月現在）
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特定⾏為研修を修了した看護師数 【特定⾏為区分(21区分)別】

※複数の特定行為区分を修了した看護師は各区分ごとに計上
（修了者延べ人数：13,217名）

平成31年３月現在 医政局看護課調べ

第2 3回看護師特定行為・研修部会（令和年1 0月 9日 ） 資料6 （改 ）
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病院勤務医等の負担軽減策に係る現状及び課題と論点

○ 総合入院体制加算の要件として求めている「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」には外来診療時
間の短縮等、５項目のうち２項目以上を含むものとしているが、総合入院体制加算の未届け医療機関においても様々な
負担軽減策を実施している。

○ タスク・シフティングの観点から、医師と看護師等との業務分担がなされており、約５割が特に効果がある取組として認識
していた。

○ 院内助産等の実施により、７割以上の施設において産科医師の業務負担が軽減されたと認識していた。

【現状及び課題】

【論点】

○ 医療機関の実状に合わせ様々な取組がなされており、一定の効果も認識されていることから、病院勤務医の負担軽減
策を推進する観点から、総合入院体制加算の「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 の選択肢とし
て、医師の業務負担軽減につながる看護職員との業務分担、特定行為研修修了者の配置、院内助産等の開設等につ
いて追加することとしてはどうか。
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組

・ 看護職員の負担軽減に係る加算の概要
・ 看護職員の夜間における負担軽減について
・ 看護補助者との役割分担について

ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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急性期 慢性期

看護補助者との役割分担の推進 【急性期看護補助体制加算】
・急性期⼀般⼊院基本料
・特定機能病院⼊院基本料（⼀般病棟）
・専⾨病院⼊院基本料（７対１、10対１）

【看護補助加算】
・地域⼀般⼊院基本料
・13対１、15対１、18対１、20対１※

・障害者施設等⼊院基本料（７対１、10対１）の注加算
・特定⼀般病棟⼊院料

【看護補助者配置加算】
・地域包括ケア病棟⼊院料の注加算

夜
間
の
看
護
体
制
関
係

看護職員の手厚い夜間配置 【看護職員夜間配置加算】
・急性期⼀般⼊院基本料
・特定機能病院⼊院基本料（⼀般病棟）
・専⾨病院⼊院基本料（７対１、10対１）

【夜間看護加算】
・療養病棟⼊院基本料の注加算

【看護職員夜間配置加算】
・地域包括ケア病棟⼊院料の注加算
・精神科救急⼊院料の注加算
・精神科救急・合併症⼊院料の注加算

看護補助者の夜間配置 【夜間急性期看護補助体制加算】
・急性期看護補助体制加算の注加算

【夜間75対１看護補助加算】
・看護補助加算の注加算（地域⼀般⼊院料１⼜は２、
13対１※のみ）

負担軽減に資する勤務編成
（シフト）や、部署間支援
等の推進

【夜間看護体制加算】
・急性期看護補助体制加算の注加算（夜間急性期看護
補助体制加算を算定している場合のみ）

【夜間看護体制加算】
・看護補助加算の注加算
・障害者施設等⼊院基本料の注加算

小規模病院（100床未満）
の救急外来体制の確保

【夜間看護体制特定日減算】
・⼀般病棟⼊院基本料 ・結核病棟⼊院基本料 ・精神病棟⼊院基本料
・専⾨病院⼊院基本料 ・障害者施設等⼊院基本料 ・地域包括ケア病棟⼊院料

適切な夜勤時間の管理 【月平均夜勤時間が72時間以下であること】
・病院の⼊院基本料等の施設基準

看護職員の負担軽減策の全体像

○ 看護職員の負担軽減を図るため、診療報酬では、主に夜間の看護体制を充実することに対して
評価が行われている。

※ 結核病棟⼊院基本料、精神病棟⼊院基本料、障害者施設等⼊院基本料、特定機能病院⼊院基本料（結核病棟、精神病棟）、専⾨病院⼊院基本料

中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９ （ 改 ）
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区分(配置数） 点数 算定対象病棟 主な要件

急
性
期
看
護
補
助
体
制

加
算

※

１

25対１（看護補助者５割以上）
25対１（看護補助者５割未満）
50対１
75対１

210点
190点
170点
130点

・急性期⼀般⼊院基本料
・特定機能病院⼊院基本料
（一般病棟）
・専⾨病院⼊院基本料の
７対１、10対１

・急性期⼀般⼊院料７⼜は10対1⼊院基本料に
ついては、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を
満たす患者が0.7割以上（Ⅱの場合は0.6割以
上）であること※２
・（共通要件※３）

夜間30対１
夜間50対１
夜間100対１
夜間看護体制加算＊

90点
85点
70点
60点

看護補助加算
【１】30対１以上
【２】50対１以上
【３】75対１以上

129点
104点
76点

・地域⼀般⼊院基本料
・13対1、15対1、18対1、
20対1⼊院基本料
（療養病棟⼊院料は除く）

・特定⼀般病棟⼊院料

・看護補助加算1を算定する地域⼀般⼊院料１・
２又は13対1の病棟については、重症度、医療・
看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が0.6割以上
（Ⅱの場合は0.5割以上）であること※２
・（共通要件※３）

夜間看護体制加算＊ 165点※4

夜間75対1看護補助加算 夜間75対１以上 40点※５
・地域⼀般⼊院料１・２
・13対1⼊院基本料

看護補助加算 14日以内
15~30日以内

30対１以上かつ
夜間75対１以上

129点
104点 障害者施設等⼊院基本料の

７対１、10対１
・（共通要件※３）

夜間看護体制加算 150点※4

夜間看護加算 看護要員16対１以上 35点 療養病棟⼊院基本料
・ADL区分３の患者の割合が５割以上
・（共通要件※３）
※療養病棟は看護補助者の配置（20対1）が⼊院基本料の算定要件

看護補助配置加算
【１】２名以上
【２】１名以上

10点
5点

有床診療所⼊院基本料 －

夜間看護配置加算
【１】夜間の看護要員２名以上
【２】夜間の看護職員１名以上

85点
35点

看護補助者配置加算 25対１ 150点 地域包括ケア病棟⼊院料 ・（共通要件※３）

（※１）年間の緊急入院患者200名以上の実績を有する⼜は総合周産期⺟⼦医療センターを設置していること、年間の救急搬送⼈数の把握をしていること等が必要
（※２）基準を満たす患者＝一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票で測定した結果、A得点２点以上かつB得点３点以上、「B14」又は「B15」に該当する患者であってA得点１点以上かつB得点３点以上、A得点３点以上又は

Ｃ得点１点以上の患者
（※３）共通要件は、「看護補助者は年1回以上院内研修を受講すること」「看護職員と看護補助者との業務内容・範囲について、年１回以上⾒直しを⾏うこと」「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること」

「身体的拘束を最小化する取組の実施」 （※４）入院初日に限り算定 （※５）20⽇を限度として算定 ＊夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の実施に係る要件あり
38
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急性期 慢性期

急性期看護補助体制加算 看護職員夜間配置加算 看護補助加算

H22
改定

・急性期における医師や看護職員の負担軽減、
業務分担推進のために新設

－

・（H12新設）

・（加算１は15〜20対１、加算２・３は13〜20
対１⼊院基本料が対象）

H24
改定

・25対１、夜間50対１、夜間100対１、
看護職員夜間配置加算を新設

・負担軽減・処遇改善の体制整備を要件化
－

・加算１の対象施設に13対１⼊院基本料も追加
（必要度10％以上が要件）

H26
改定

・夜間50対１、夜間100対１の評価を引き上げ

・夜間25対１を新設

・急性期看護補助体制加算の看護職員夜間配置
加算を独⽴

・上記必要度の要件を５％以上に変更

・負担軽減・処遇改善の体制整備を要件化

H28
改定

・夜間25対１を30対１に変更

・夜間30対１、夜間50対１、夜間100対１の
評価を引き上げ

・夜間看護体制加算を新設

・定期的な業務範囲の⾒直しを要件化

・12対１加算２の評価引上げ

・夜間の看護業務の負担軽減に資する業務管理を
要件とした12対１加算１と16対１を新設

・夜間75対１、夜間看護体制加算を新設

・業務範囲⾒直しを要件化

H30
改定

・全区分の評価を引き上げ

・定期的な業務内容の⾒直しを要件化

・身体的拘束を最小化する取組を要件化

・全区分の評価を引き上げ

・16対１加算２を新設

・全区分の評価を引き上げ

・看護補助者の院内研修を要件化

・定期的な業務内容・業務範囲の⾒直しを要件化

・身体的拘束を最小化する取組を要件化

※その他、看護補助加算以外に以下の加算を新設

・看護補助加算、夜間看護体制加算︓
障害者施設等⼊院基本料の注加算に新設

・看護補助者配置加算︓
地域包括ケア病棟⼊院料の注加算に新設

・夜間看護加算︓
療養病棟⼊院基本料の注加算に新設

・看護職員夜間配置加算︓
地域包括ケア病棟⼊院料、精神科救急⼊院料、
精神科救急・合併症⼊院料の注加算に新設

看護職員の負担軽減策に係る加算等の主な変遷①
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看護職員の負担軽減策に係る加算等の主な変遷②
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急性期看護補助体制加算及び看護補助加算の届出状況

○ 届出医療機関数は、急性期看護補助体制加算は増加傾向、看護補助加算は減少傾向である。

■ 急性期看護補助体制加算の届出医療機関数

【出典】保険局医療課調べ（各年７月１日現在）

○ 当該病棟において⼊院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなし
て（みなし看護補助者）計算することができる。

○ ただし、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間75対１看護補助加算については、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の
配置を夜勤時間帯に⾏っている場合にのみ算定できる。

参考︓急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る留意事項
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■ 看護補助加算の届出医療機関数
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看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進①
平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善③

 看護職員の負担軽減、看護補助者との業務分担・共同を推進し、身体的拘束の低減等、より質の高い療養環境の提供を目指す観点から、看護補助者の配置に関する評価及
び看護職員の夜間配置に関する評価を充実する。

 障害者が入院中に安心して適切な医療を受けることができるよう、障害者施設等入院基本料（７対１、10対１）を算定する病棟において、看護補
助者の配置及び夜間における看護職員の負担軽減に資する取組に係る評価を新設する。

［施設基準］ ① 看護補助者の数は、常時30対１以上であること。

② 夜勤を行う看護補助者の数は、常時75対１以上（みなし看護補助者を除く）であること。

③ 障害者施設等入院基本料（７対１、10対１に限る。）を算定する病棟であること。

［施設基準］ ① 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な管理業務等の

体制が整備されていること。

② 看護補助加算を算定する病棟であること。

(新) 看護補助加算（１日につき） イ 14日以内の期間 129点
ロ 15日以上30日以内の期間 104点

(新) 夜間看護体制加算 150点（入院初日）

 療養病棟入院基本料を算定する病棟のうち、日常生活の支援が必要な患者が一定割合以上入院する病棟において、夜間に看護職員等の手厚
い配置をし、身体的拘束を最小化する取組を行っている場合の評価を新設する。

(新) 夜間看護加算 35点（１日につき）

療養病棟における夜間看護体制の充実

［施設基準］ ① 夜勤を行う看護要員の数は、常時16対１以上であること。

② ＡＤＬ区分３の患者を５割以上入院させる病棟であること。

 地域包括ケア病棟のうち認知症等の患者が一定割合以上入院する病棟において、夜間の看護職員の配置に係る評価を新設する。

(新) 看護職員夜間配置加算 55点（１日につき）

 精神科救急入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する病棟において、夜間に看護職員の手厚い配置をし、身体的拘束等の行動制限を
最小化するとともに、夜間における看護職員の負担軽減に資する取組を行っている場合の評価を新設する。

(新) 看護職員夜間配置加算 55点（１日につき）
※入院した日から起算して30日を限度

［施設基準］ ① 夜勤を行う看護職員の数は、常時16対１以上であること。

② 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準（Ｂ項目のうち、「診療・療養上の
指示が通じる」又は「危険行動」）を満たす患者を、３割以上入院させる病棟であること。

障害者病棟における看護補助者の配置に対する評価

［施設基準］ ① 夜勤を行う看護職員の数は、常時16対１以上であること。

② 行動制限最小化委員会を設置していること。
③ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

地域包括ケア病棟における夜間看護配置の評価

精神科救急入院料等における夜間看護職員体制の充実

届出医療機関数及び算定回数

（出典）
届出医療機関数：保険局医療課調べ（平成30年７月１日時点）
算定回数：平成30年社会医療診療行為別統計（平成30年６月審査分）

届出医療機関数 算定回数

障害者施設等入院基本料 看護補助加算 202 イ 18,744 ロ 18,067

障害者施設等入院基本料 夜間看護体制加算 160 1,252

療養病棟入院基本料 夜間看護加算 434 800,564

地域包括ケア病棟入院料 看護職員夜間配置加算 54 58,710

精神科救急入院料 看護職員夜間配置加算 34 27,859

精神科救急・合併症入院料看護職員夜間配置加算 5 2,345
42

中 医 協 総 － １
元 ． ９ ． １ １



看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進②
平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑤

急性期一般病棟における看護職員の夜間配置の評価を充実・新設

 看護職員夜間配置加算の評価を充実する。また、急性期一般入院基本料のうち重症度の高い患者が一定
割合以上入院する病棟における夜間看護職員の配置に係る評価を新設する。

現行

【看護職員夜間配置加算】

夜間12対１配置加算１
夜間12対１配置加算２
夜間16対１配置加算

80点
60点
40点

改定後

【看護職員夜間配置加算】

夜間12対１配置加算１
夜間12対１配置加算２
夜間16対１配置加算１
(新) 夜間16対１配置加算２

95点
75点
55点
30点

［看護職員夜間16対１配置加算２の施設基準］
① 夜勤を行う看護職員の数は、常時16対１以上であること。

② 急性期一般入院料２、３、４、５又は６を算定する病棟である
こと。
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届出医療機関数及び算定回数

（出典）
届出医療機関数：保険局医療課調べ（各年７月１日現在）
算定回数：社会医療診療行為別統計（調査）（各年６月審査分）

届出医療
機関数 算定回数

看護職員夜間12対１配置加算１ 359 54,987

看護職員夜間12対１配置加算２ 160 27,410

看護職員夜間16対１配置加算１ 405 80,848

看護職員夜間16対１配置加算２ 39 19,032

※届出区分が不明の23施設は除く
206

327 359

130

405

208

159
160

211

346

405

39

130

405

663

858

986

0

200

400

600

800

1,000

H26 H27 H28 H29 H30
12対１加算１ 12対１加算２ 16対１加算１ 16対１加算２ 区分不明

29,162

62,638 54,987
71,817

107,220 52,635

32,812
27,410

36,193

75,243
80,848

19,032

71,817

107,220
117,990

170,693
182,277

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H26 H27 H28 H29 H30

（施設）

（回）

※H26に看護職員夜間配置加算を新区分として創設。H28に12対１加算１及び16対１加算を、H30に16対１加算２を新設。

＜届出医療機関数＞ ＜算定回数＞

中 医 協 総 － １
元 ． ９ ． １ １ （ 改 ）

＜平成30年＞



看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進③

平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善④

看護補助者の配置に係る加算の要件の見直し

 看護補助者の配置に係る加算について、業務分担・共同を推進し、より質の高い療養環境を提供するため
に、要件を見直す。
① 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、定期的に看護及び看護補助の業務内容を見直すと

ともに、身体的拘束等の行動制限を最小化する取組の実施を求める。
② 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、看護補助者への院内研修の実施を求める。
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＜参考①＞身体的拘束を最小化する取組

看護補助加算※１を算定する病棟は、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。

ア 入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。

イ 身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断でなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。（精神病棟をのぞく。）

ウ やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむ

を得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。

エ 身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。

(イ) 実施の必要性等のアセスメント

(ロ) 患者家族への説明と同意

(ハ) 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録

(ニ) 二次的な身体障害の予防

(ホ) 身体的拘束の解除に向けた検討

オ 身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも１日に１度は行う。

なお、身体的拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらずに家族等に対し付き添いを強要することがあってはならない。

夜間看護加算※２に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年１回以上受講した者であること。

ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解 エ 日常生活にかかわる業務

イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解 オ 守秘義務、個人情報の保護

ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術 カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等

＜参考②＞看護補助者が受講する院内研修

※１ 急性期看護補助体制加算、療養病棟入院基本料の夜間看護加算、障害者施設等入院基本料の看護補助加算、地域包括ケア病棟入院料の看護補助者配置加算、精神科救急入院料の看護職員夜間配置加算も同様（ただし、精神病棟を除くとの記載は無し）。
※２ 上記記載内容は療養病棟入院基本料の夜間看護加算についての記載。障害者施設等入院基本料の看護補助加算、急性期看護補助体制加算、看護補助加算、地域包括ケア病棟入院料の看護補助者配置加算も同様。



○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組

・ 看護職員の負担軽減に係る加算の概要
・ 看護職員の夜間における負担軽減について
・ 看護補助者との役割分担について

ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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看護職員の１ヶ月間の夜勤時間数

46

○ 病棟に勤務する看護職員の１ヶ月の夜勤時間数は、「64時間以上72時間未満」が最も多く、１ヶ
月の夜勤時間数が72時間を超える看護職員の割合は、改定前に比べて0.8ポイント減少した。

○ 一方、月平均夜勤時間数は、0.4時間増加した。

0% 5% 10% 15% 20%

～8時間未満

8時間以上～16時間未満

16時間以上～24時間未満

24時間以上～32時間未満

32時間以上～40時間未満

40時間以上～48時間未満

48時間以上～56時間未満

56時間以上～64時間未満

64時間以上～72時間未満

72時間以上～80時間未満

80時間以上～88時間未満

88時間以上～96時間未満

96時間以上～104時間未満

104時間以上～112時間未満

112時間以上～120時間未満

120時間以上～128時間未満

128時間以上～136時間未満

136時間以上～144時間未満

144時間以上～

平成29年９月

平成30年９月

平成29年９月 平成30年９月

集計対象の看護職員総数 51,803人（100％） 51,369人（100％）

うち、夜勤時間数72時間
以上の看護職員数

18,167人
（35.1％）

17.605人
（34.3％）

平成29年９月 平成30年９月

平均値 59.9時間 60.3時間

（標準偏差） （13.0） （12.9）

中央値 63.1時間 63.0時間

■看護職員の１ヶ月の夜勤時間の分布

■看護職員の月平均夜勤時間数

■ 夜勤時間数72時間以上の看護職員数

－0.8ポイント

＋0.4時間

※病棟勤務の看護職員について、夜勤時間数別の人数及び平均夜勤時間数を回答。
※療養病棟入院基本料を除いた病棟において、夜勤専従者を含めずに計上。
※いずれも、回答のあった362施設の結果。

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成30年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）



看護職員
夜間配置加算

（12対１配置１、16対１配置１）

夜間看護体制加算
（急性期看護補助体制加算

の注加算）

夜間看護体制加算
（看護補助加算の注加算）

夜間看護体制加算
（障害者施設等入院基本料

の注加算）

看護職員
夜間配置加算

（精神科救急入院料の注５／
精神科救急・合併症

入院料の注５）

満たす必要がある項目数 ４項目以上 ３項目以上 ４項目以上 ４項目以上 ２項目以上

ア 勤務終了時刻と勤務開始時刻の間
が11時間以上

○ ○ ○ ○ ○

イ 勤務開始時刻が、直近の勤務の開始
時刻の概ね24時間以降（※１）

○ ○ ○ ○ ○

ウ 夜勤の連続回数２連続（２回）まで ○ ○ ○ ○ ○

エ 夜間を含めた各部署の業務量を把
握・調整するシステムの構築

○ ○ ○ ○ ○

（ア）過去１年間のシステム運用 ○ ○ ○ ○ ○

（イ）部署間における業務標準化 ○ ○ ○ ○ ○

オ みなし看護補助者を除いた看護補助
者比率５割以上

○ ○ ○ ○

カ 看護補助者の夜間配置
（※２）

○

キ 看護補助業務のうち５割以上が療養
生活上の世話

○ ○

ク 夜間院内保育所の設置 ○ ○ ○ ○ ○

（※１） ３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟のみが対象
（※２） 夜間30対１急性期看護補助体制加算、夜間50対１急性期看護補助体制加算、夜間100対１急性期看護補助体制加算を届けている場合に該当

夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目

○ 夜間看護体制加算等については、夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に
関する項目のうち、複数の項目を満たすことが施設基準とされている。
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夜間看護体制加算等の届出状況及び負担軽減の取組状況

○ 夜間看護体制加算等を届け出ている医療機関において、以下の項目は他に比べて取組まれている割合が
低かった。
・イ 勤務開始時刻が直近の勤務開始時刻の概ね24時間以降 ・カ 看護補助者の夜間配置
・エ 夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの構築 ・ク 夜間院内保育所の設置

H29 H30

急
性
期

看護職員夜間
12対１配置加算１

327 施設 359 施設

看護職員夜間
16対１配置加算１

346 施設 405 施設

夜間看護体制加算
（急性期看護補助体制加算の注加算）

458 施設 520 施設

慢
性
期

夜間看護体制加算
（看護補助加算の注加算）

194 施設 214 施設

夜間看護体制加算
（障害者施設等⼊院基本料の注加算）

－ 160 施設 0%

20%

40%

60%

80%

100%

看護職員夜間12対１配置加算１（n=371）
看護職員夜間16対１配置加算１（n=401）
夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）（n=558）
夜間看護体制加算（看護補助加算）（n=230）
夜間看護体制加算（障害者施設等入院基本料）（n=141）

■夜間看護体制の充実に関する加算の届出状況 ■夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に
関する項目の取組状況 （H30）

【出典】保険局医療課調べ（平成29・30年７月１日時点）

※１ ３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟のみが対象 ※２ 看護職員夜間配置加算のみ評価項目に含まれる ※３ 看護補助加算及び障害者施設等入院基本料の夜間看護体制加算のみ評価項目に含まれる

【夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項⽬】

ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時
刻の間が11 時間以上であること。

イ ３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤
務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24 時間後以降となる勤務編成であること。（※１）

ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して⾏う夜勤の数が２回以下で
あること。

エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を⼀時的に⽀援するために、夜勤時間帯を含めた各
部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、
過去⼀年間に当該システムを夜勤時間帯に運⽤した実績があること。

オ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の⽐率が５割以上であること。

カ 夜間30 対１急性期看護補助体制加算、夜間50 対１急性期看護補助体制加算又は夜間100 対１急性期
看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。（※２）

キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち５割以上が療養⽣活上の世話である
こと。（※３）

ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。

【出典】平成30年７月
１日の届出状況より
保険局医療課で作成
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夜間看護体制加算等の届出による効果

○ 改定後の夜勤の状況は「変わらない」という病棟が多いが、負担軽減に資する勤務編成（シフ
ト）や部署間支援等の取組の評価である「夜間看護体制加算」等を届け出ている病棟は、「夜勤の
シフトの組み方」や「総合的にみた勤務状況」等が改善している割合が高い。

5.1%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出あり

届出なし

短くなった 変わらない 長くなった 無回答

4.5%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出あり

届出なし

減った 変わらない 増えた 無回答

9.6%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出あり

届出なし

改善した 変わらない 悪化した 無回答

3.4%

2.7%

27.1%

19.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出あり

届出なし

改善した
どちらかというと改善した
変わらない
どちらかというと悪化した
悪化した
その他
無回答

■実際の夜勤時間の長さ（残業等含む） ■夜勤時の受け持ち患者数

■夜勤のシフトの組み方 ■総合的にみた勤務状況

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成30年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師長票）

※ 夜間看護体制加算等の「届出あり」 は、次のいずれかを届け出ている病棟

・看護職員夜間12対１配置加算１又は16対１配置加算１

・急性期看護補助体制加算の注加算である「夜間看護体制加算」

・看護補助加算の注加算である「夜間看護体制加算」

・障害者施設等入院基本料の注加算である「夜間看護体制加算」
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カ

看護職員の負担軽減策として実施している取組及びその効果①

○ 看護職員の負担軽減策として実施している取組をみると、夜間看護体制加算等の施設基準で
ある「夜間における看護業務に資する業務管理等に関する項目」以外にも、夜間の業務に関係あ
るものとして、以下の項目等も多く実施されていた。

・早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用
・見守りセンサー等のＩoＴ機器の導入 ・夜勤後の暦日の休日の確保

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師長票）（速報値）

75.2%

72.2%

71.5%

65.2%

64.5%

62.7%

62.1%

60.9%

60.7%

54.4%

53.0%

53.0%

52.5%

52.2%

50.9%

47.5%

47.4%

46.6%

46.3%

46.0%

44.3%

44.0%

43.5%

39.0%

39.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務時間内の委員会の開催

交代時の申し送りの簡素化

看護補助者との業務分担

看護記録に係る負担軽減の取組

電子カルテの活用

メンタルヘルス対策の実施

業務効率化のための手順等の見直し

残業が発生しないような業務量の調整

日勤・夜勤の業務分担等の見直し

早出や遅出の看護補助者の配置

ＰＨＳやスマホ等を活用したナースコールシステムの導入

夜勤の連続回数が2連続（2回まで）の設定

オーダリングシステムの活用

看護職員に出席義務のある院内の各種委員会の見直し

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用

見守りセンサー等のIoT機器の導入

薬剤師との業務分担

病棟クラークの配置

（2交代制勤務の場合）夜勤時の仮眠時間を含む休憩時間の確保

院内保育所の設置

ＭＳＷ又はＰＳＷとの業務分担

夜勤後の暦日の休日の確保

病棟クラークとの業務分担

月の夜勤回数の上限の設定

薬剤師の病棟配置

37.9%

34.0%

33.8%

32.7%

32.1%

30.2%

29.8%

25.9%

23.8%

23.3%

21.3%

21.1%

19.7%

19.6%

16.3%

16.2%

15.0%

14.4%

9.3%

3.4%

1.7%

他部門（退院支援部門等）の看護職員との業務分担

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士との業務分担

当直明けの勤務者に対する配慮

夜勤時間帯の看護補助者の配置

残業時間も考慮した11時間以上の勤務間隔の確保

看護補助者の増員

看護職員の増員

ＭＳＷ又はＰＳＷの病棟配置

夜間院内保育所の設置

臨床検査技師、臨床工学技士との業務分担

短時間勤務の看護職員の増員

（2交代制勤務の場合）16時間未満となる夜勤時間の設定

夜勤専従者の雇用

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の病棟配置

夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの構築

2交代・3交代制勤務の見直し（変則への移行を含む）

（3交代制勤務の場合）日勤深夜、準夜日勤のシフトの回避

夜勤時間帯の看護職員配置の増員

（3交代制勤務の場合）正循環の交代周期の確保

臨床検査技師、臨床工学技士の病棟配置

無回答

ア

エ

イ

ウ
ク

カ

※夜間看護体制等の届出によらず、調査対象の全病棟が回答
※ピンクで色塗りした項目は、夜間看護体制加算等の施設基準である「夜間における看護業務に資する業務管理等に 関する項目」に挙げられているア～クの項目に相当する、もしくは、近い内容のもの（オを除く）。

■看護職員の負担軽減策として実施している取組 （複数回答、n=1,415）
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カ

看護職員の負担軽減策として実施している取組及びその効果②

○ 看護職員の負担軽減策の効果をみると、夜間看護体制加算等の施設基準で挙げられている
「カ 看護補助者の夜間配置」について、特に効果があると認識されていた。

〇 一方で、以下の項目は効果が少ないと考えられていた。
・ウ 夜勤の連続回数２連続まで ・ク 夜間院内保育所の設置
・エ 夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの構築

42.5%

48.7%

49.1%

42.8%

41.2%

47.1%

35.0%

34.5%

33.3%

39.7%

41.7%

28.8%

30.8%

31.8%

27.2%

41.9%

38.3%

40.4%

32.5%

34.6%

36.4%

32.6%

33.1%

40.9%

34.4%

33.9%

39.8%

39.5%

33.1%

42.8%

42.7%

42.7%

36.2%

33.9%

45.9%

43.7%

41.9%

45.9%

30.8%

34.2%

31.4%

38.7%

35.0%

32.2%

35.1%

34.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＭＳＷ又はＰＳＷとの業務分担(n=656)

ＭＳＷ又はＰＳＷの病棟配置(n=384)

病棟クラークの配置(n=691)

早出や遅出の看護補助者の配置(n=806)

病棟クラークとの業務分担(n=645)

夜勤時間帯の看護補助者の配置(n=484)

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用(n=754)

当直明けの勤務者に対する配慮(n=501)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士との業務分担(n=504)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の病棟配置(n=290)

夜勤後の暦日の休日の確保(n=652)

見守りセンサー等のIoT機器の導入(n=704)

他部門（退院支援部門等）の看護職員との業務分担(n=561)

臨床検査技師、臨床工学技士との業務分担(n=346)

看護補助者との業務分担(n=1059)

薬剤師の病棟配置(n=578)

院内保育所の設置(n=681)

（3交代制勤務の場合）日勤深夜、準夜日勤のシフトの回避(n=223)

夜勤専従者の雇用(n=292)

薬剤師との業務分担(n=703)

夜勤時間帯の看護職員配置の増員(n=214)

ＰＨＳやスマホ等を活用したナースコールシステムの導入(n=786)

看護補助者の増員(n=447)

20.4%

22.5%

33.7%

32.8%

29.1%

20.0%

35.7%

28.9%

32.5%

20.5%

20.4%

28.4%

38.0%

24.6%

22.0%

27.5%

25.6%

18.7%

18.2%

22.5%

14.1%

8.4%

47.0%

44.2%

33.0%

33.6%

37.3%

46.0%

29.5%

35.7%

30.8%

42.1%

42.1%

33.9%

24.0%

36.8%

38.8%

32.4%

33.3%

35.2%

34.7%

28.3%

28.7%

27.9%

業務効率化のための手順等の見直し(n=921)

交代時の申し送りの簡素化(n=1070)

オーダリングシステムの活用(n=778)

電子カルテの活用(n=956)

残業時間も考慮した11 時間以上の勤務間隔の確保(n=475)

日勤・夜勤の業務分担等の見直し(n=900)

夜間院内保育所の設置(n=353)

（2交代制勤務の場合）夜勤時の仮眠時間を含む休憩時間の確保(n=686)

夜勤の連続回数が2連続（2回まで）の設定(n=785)

残業が発生しないような業務量の調整(n=903)

2交代・3交代制勤務の見直し（変則への移行を含む）(n=240)

（2交代制勤務の場合）16時間未満となる夜勤時間の設定(n=313)

臨床検査技師、臨床工学技士の病棟配置(n=50)

勤務時間内の委員会の開催(n=1114)

看護職員に出席義務のある院内の各種委員会の見直し(n=773)

月の夜勤回数の上限の設定(n=578)

看護職員の増員(n=441)

短時間勤務の看護職員の増員(n=315)

夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの構築(n=242)

（3交代制勤務の場合）正循環の交代周期の確保(n=138)

看護記録に係る負担軽減の取組(n=966)

メンタルヘルス対策の実施(n=929)

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない どちらかといえば効果がない 効果がない 無回答

■看護職員の負担軽減策の効果 （当該負担軽減策を実施している病棟が回答）

ア

エ

イ

ウ

ク

カ

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師長票）（速報値）

※夜間看護体制等の届出によらず、調査対象の全病棟が当該負担軽減策を実施している場合に回答
※ピンクで色塗りした項目は、夜間看護体制加算等の施設基準である「夜間における看護業務に 資する業務管理等に 関する項目」に挙げられているア～クの項目に相当する、もしくは、近い内容のもの（オを除く）。
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 勤務編成（シフト）の例

日勤 8:00～16:30 遅出 12:00～20:30

日
勤

日
勤

準
夜

準
夜

休 遅
出

休 深
夜

②

①

遅
出

日
勤

休 日
勤

深
夜

深
夜

準
夜

休

②

①

②

①

③夜勤連続回数：３回
⇒③を満たさない

③夜勤連続回数
：2回

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間隔
：15時間30分

②勤務開始時刻の間隔：24時間

0 8 16 24

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間隔
：7時間30分 ＜ 11時間

②勤務開始時刻の間隔：16時間 ＜ 24時間
⇒①、②共に満たさない

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間隔
：11時間30分

②勤務開始時刻の間隔：20時間 ＜ 24時間
⇒①は満たすが、②は満たさない

8:00 8:00

16:30 8:00

12:00 8:00

20:30 8:00

8:00 0:00

16:30 0:00

準夜勤 16:00～ 0:30 深夜勤 0:00～ 8:30

【夜間看護体制の評価に関する項目（勤務編成関連）】
①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間が11時間以上
②勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降

③夜勤の連続回数２連続（２回）まで

夜間における看護業務の負担軽減に資する取組の項目を満たすシフト

夜間における看護業務の負担軽減に資する取組の項目を満たさないシフト

（参考１）夜間看護体制の評価に関する項目における勤務編成の例
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（参考２）夜間看護体制の評価に関する項目に係る要件

＜施設基準通知＞

院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち４時間以上が含まれる。

＜平成28年3月31日疑義解釈（その１）問49＞

【問】看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項⽬の院内保育所の設置について、

① 毎日開所していないと該当しないのか。
② 保育所が院内ではなく、同⼀敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営⼜は近隣の認定保育所と定員の⼀部を契約し
ている等の場合は該当するか。
③ 病児保育のみを実施している場合は該当するか。

【答】① 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち４時間以上含まれる日が週５日以上ある場合は該当する。なお、４時間以上とは、
連続する４時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が４時間の場合も該当する。
② 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していな
い場合は含まない。
③ 該当しない。

＜平成28年3月31日疑義解釈（その１）問48＞

【問】看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項⽬のエについて、

① 「各部署の業務量を把握・調整するシステム」とはどのようなシステムか。
② 各部署の業務量は把握しているが、既に適切な配置をしており病棟間の応援等の実績がない場合は、要件を満たさないのか。
③ 「各部署」は、当該加算を算定している病棟のみか。

【答】① 例えば、「重症度、医療・看護必要度」を活⽤して各病棟の業務量を⼀括で把握し、業務量に応じ⼀時的に所属病棟以外の病
棟へ応援にいく等のシステムである。
② 常に、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り
組んだ上で応援等は必要ないと判断したのであれば、運用実績があるとみなす。
③ 特に限定していない。

夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムの構築

夜間院内保育所の設置
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組

・ 看護職員の負担軽減に係る加算の概要
・ 看護職員の夜間における負担軽減について
・ 看護補助者との役割分担について

ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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36.6%

25.3%

21.9%

22.9%

19.6%

13.7%

14.3%

15.5%

12.2%

11.2%

9.4%

7.9%

6.7%

5.9%

3.8%

4.9%

29.5%

37.7%

39.2%

37.2%

39.0%

41.7%

38.5%

35.5%

34.8%

33.2%

34.0%

28.6%

29.6%

27.3%

25.5%

21.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夜間の患者の ADL や行動の見守り・付添（認知症や

高次機能障害等)(n=672)

おむつ交換等(n=689)

日中の患者の ADL や行動の見守り・付添（認知症や

高次機能障害等)(n=679)

排泄介助(n=742)

清潔・整容（清拭、陰部洗浄、口腔の清拭等、入浴介

助等)(n=682)

食事介助(n=746)

移乗（車椅子、ベッド等)(n=683)

体位変換(n=685)

事務的業務(n=672)

患者の病棟外への送迎（検査、リハビリ等)(n=680)

寝具やリネンの交換、ベッド作成(n=682)

環境整備(n=674)

入院案内（オリエンテーション等)(n=673)

医療材料等の物品の補充、準備、点検(n=677)

配下膳(n=745)

物品搬送(n=672)

負担が非常に大きい 負担が大きい どちらともいえない

負担が小さい 負担が非常に小さい 実施していない

○ 看護補助者が配置されている病棟において、看護職員の業務負担感が大きいと認識していた割合が６割以上
の業務は「夜間（日中）の患者のＡＤＬや行動の見守り・付添」「おむつ交換等」「排泄介助」であった。また、これら
の業務については、「看護職員が主に担当」若しくは「看護職員と看護補助者との協働」による実施の割合が９割
以上となっていた。

看護職員の業務負担感及び看護補助者との業務分担状況

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師長票）（速報値）

■看護職員の業務負担感

※無回答を除く

76.2%

55.5%

51.6%

39.1%

38.8%

33.1%

32.5%

27.7%

27.3%

25.0%

23.1%

23.0%

9.7%

5.7%

4.5%

1.7%

15.3%

43.4%

33.9%

59.3%

58.1%

58.4%

59.6%

45.0%

68.7%

71.5%

59.2%

71.8%

62.3%

40.0%

70.3%

47.3%

8.5%

1.1%

14.6%

1.6%

3.1%

8.5%

7.9%

27.3%

4.0%

3.5%

17.7%

5.2%

28.0%

54.2%

25.2%

51.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入院案内（オリエンテーション等)(n=554)

夜間の患者の ADL や行動の見守り・付添（認知症や

高次機能障害等)(n=569)

事務的業務(n=576)

日中の患者の ADL や行動の見守り・付添（認知症や

高次機能障害等)(n=612)

体位変換(n=621)

排泄介助(n=670)

おむつ交換等(n=624)

医療材料等の物品の補充、準備、点検(n=620)

食事介助(n=675)

清潔・整容（清拭、陰部洗浄、口腔の清拭等、入浴介

助等)(n=631)

患者の病棟外への送迎（検査、リハビリ等)(n=627)

移乗（車椅子、ベッド等)(n=639)

環境整備(n=650)

物品搬送(n=627)

配下膳(n=710)

寝具やリネンの交換、ベッド作成(n=655)

看護職員が主に担当 看護職員と看護補助者との協働 看護補助者が主に担当

■看護補助者との業務分担状況
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( 384 )

( 38 )

( 385 )

( 38 )

( 384 )

( 37 )

( 362 )

( 37 )

( 361 )

( 37 )

( 360 )

( 37 )

( 358 )

( 37 )

( 359 )

( 37 )

( 358 )

( 37 )

( 352 )

( 37 )

( 357 )

( 38 )

( 352 )

( 38 )

( 354 )

( 36 )

( 357 )

( 36 )

( 360 )

( 35 )

( 358 )

( 36 )
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○ 看護職員の業務負担感をみると、急性期看護補助体制加算の届出ありの病棟は、届出なしの病棟より
も、実施していないもしくは負担が小さいと回答した割合が高い傾向にあった。特に業務負担感が強い「排泄
介助」や「おむつ交換等」についても効果がみられた。

急性期看護補助体制加算の届出による業務負担感への効果

22.4%
31.6%

41.0%
34.2%

20.6%
8.1%

17.4%
10.8%

21.6%
18.9%

18.3%
24.3%

34.6%
21.6%

17.3%
13.5%

28.2%
35.1%

35.8%
21.6%

17.6%
15.8%

21.6%
23.7%

33.9%
13.9%

44.5%
50.0%

35.6%
34.3%

30.4%
25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食事介助 【届出あり】
【届出なし】

配下膳 【届出あり】
【届出なし】

排泄介助 【届出あり】
【届出なし】

おむつ交換等 【届出あり】
【届出なし】

体位変換 【届出あり】
【届出なし】

移乗（車椅子、ベッド等） 【届出あり】
【届出なし】

寝具やリネンの交換、ベッド作成 【届出あり】
【届出なし】

清潔・整容（清拭、陰部洗浄、口腔の清拭等、入浴介助等） 【届出あり】
【届出なし】

患者の病棟外への送迎（検査、リハビリ等） 【届出あり】
【届出なし】

入院案内（オリエンテーション等） 【届出あり】
【届出なし】

日中の患者の ADL や行動の見守り・付添（認知症や高次機能障害等） 【届出あり】
【届出なし】

夜間の患者の ADL や行動の見守り・付添（認知症や高次機能障害等） 【届出あり】
【届出なし】

事務的業務 【届出あり】
【届出なし】

物品搬送 【届出あり】
【届出なし】

医療材料等の物品の補充、準備、点検 【届出あり】
【届出なし】

環境整備 【届出あり】
【届出なし】

実施していない・負担が小さい どちらともいえない 負担が大きい

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師長票）（速報値）

※「負担が小さい」には「負担が非常に小さい」又は「負担が小さい」と回答した病棟を、
「負担が大きい」には「負担が非常に大きい」又は「負担が大きい」と回答した病棟を含み、無回答は除く。

■看護職員の業務負担感
（急性期看護補助体制加算の届出別）

【届出あり】
急性期看護補助体制加算

25対１（看護補助者５割以上）、
25対１（看護補助者５割未満）、
50対１、75対１ のいずれかの届出あり

【届出なし】
急性期看護補助体制加算の届出なし

（いずれも急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料、
専門病院入院基本料の７対１もしくは10対１に限る）
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○ 病院で働く看護補助者の総数、100床あたりの看護補助者数ともに近年、微減傾向にある。

■看護業務補助者数の推移（常勤換算）

看護補助者数の推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

H14 H17 H20 H23 H26 H28 H29

（参考）：看護師数の推移（常勤換算）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

H14 H17 H20 H23 H26 H28 H29

■ 100床あたりの看護業務補助者数の推移（常勤換算）

0

2

4

6

8

10

12

14

H14 H17 H20 H23 H26 H28 H29

（ 参考）：100床あたりの看護師数の推移（常勤換算）

0

10

20

30

40

50

60

70

H14 H17 H20 H23 H26 H28 H29

【出典】病院報告（平成28年まで）、医療施設静態調査（平成29年から） ※平成29年から従事者数を把握する調査が変わったため、平成29年は従事者数不詳の病院が存在し、単純に年次比較することはできない。

（人）

（人）

（人）

（人）



看護補助者の配置状況と配置できていない理由

○ 看護補助者を必要量を満たすだけ配置できていない施設は約４割であり、その理由は「募集を
しても集まらないため」がほとんどであった。

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成30年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）

■看護補助者の配置状況

37.3%

25.1%

30.6%

59.1%

60.3%

54.2%

64.9%

61.2%

34.1%

33.3%

8.5%

10.0%

8.2%

6.8%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=504)

99床以下(n=251)

100～199床(n=85)

200～399床(n=88)

400床以上(n=78)

39.7%

27.2%

57.1%

40.0%

52.0%

28.4%

53.2%

62.0%

38.1%

52.0%

44.0%

62.2%

7.0%

10.8%

4.8%

8.0%

4.0%

9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般病棟入院基本

料(n=370)

療養病棟入院基本

料(n=158)

結核病棟入院基本

料(n=21)

精神病棟入院基本

料(n=50)

特定機能病院入院

基本料(n=25)

その他の入院基本

料(n=74)

看護補助者の必要量を満たすだけ配置できていない

十分配置できている

無回答

91.5%

10.6%

4.8%

1.1%

92.1%

12.7%

1.6%

1.6%

96.2%

11.5%

3.8%

0.0%

94.2%

3.8%

5.8%

0.0%

85.1%

14.9%

8.5%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

募集をしても集まらないため

人件費がないため

その他

無回答

全体(n=188) 99床以下(n=63) 100～199床(n=26)

200～399床(n=52) 400床以上(n=47)

（病床規模別）

（入院料別）

■看護補助者の必要量を満たすだけ配置できて
いない理由 （複数回答）

※「看護職員の必要量を満たすだけ配置できて
いない」と回答した施設のみ
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看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取組の達成状況

○ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取組として「看護補助者の配置・増員」を実施して
いる施設が約７割あるものの、達成が困難な項目として挙げられた割合が最も高かった。

〇 「募集をしても応募がない」「夜間の看護補助者が確保できない」等の理由がほとんどであった。

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）

■看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する
取組の実施状況

92.2%

87.6%

86.0%

69.9%

66.3%

59.6%

58.0%

41.7%

2.3%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠・子育て中、介護中の看護職員に

対する配慮

夜勤に係る配慮

看護職員と他職種との業務分担

看護補助者の配置・増員

夜勤負担の軽減

業務量の調整（時間外労働が発生しな

いような業務量の調整）

多様な勤務形態の導入

短時間正規雇用の看護職員の活用

その他

無回答 n=386

2.6% 15.3% 54.4% 13.2% 7.0% 7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=386)

達成が困難である 達成はやや困難である

概ね達成可能である ほぼ達成可能である

評価時期に達していない 無回答

■看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取組の達成状況

76.8%

39.1%

36.2%

31.9%

23.2%

17.4%

17.4%

8.7%

2.9%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護補助者の配置・増員

業務量の調整

夜勤負担の軽減

看護職員と他職種との業

務分担

短時間正規雇用の看護

職員の活用

多様な勤務形態の導入

夜勤に係る配慮

妊娠・子育て中、介護中

の看護職員に対する配慮

その他

無回答

n=69■達成が困難である項目 （n=69、複数回答）

＜達成が困難である理由＞ （自由記載）

人員確保が困難

（募集しても応募がない、夜間の看護補助者
が確保できない等）（52件）

※達成状況について「達成が困難である」又は
「達成はやや困難である」と回答した施設のみ

（複数回答）
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○ 看護補助者の勤務時間帯は昼間が最も多いが、休日勤務、早出、遅出など様々な勤務形態で
働いており、夜間や休日の勤務帯を希望する看護補助者も約４割程度となっていた。

○ 看護補助者の仕事を選んだ理由をみると、「人に役立つ仕事をしたい」が最も多く、今の病院で
働き始めたのは「勤務地の都合が良い」からとの回答が多い。

■今の病院で看護補助者として働き始めた理由（n=1,286、複数回答）■看護補助者の仕事を選んだ理由（n=1,286、複数回答）

看護補助者の勤務時間帯及び勤務理由

63.5%

9.6%

16.6%

6.1%

25.7%

37.1%

29.2%

9.9%

9.3%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⼈に役⽴つ仕事をしたい

人の命にかかわる仕事をしたい

介護福祉⼠の能⼒を活かせる

介護職員初任者研修などの研修成果を活かせる

自分の今までの経験を活かせる

看護や介護の技術を身に付けたい

病院で働きたい

給与が良い

勤務時間が選べる

その他

67.7%

13.1%

24.3%

23.4%

12.5%

12.6%

4.9%

10.3%

16.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務地の都合が良い（⾃宅からのアクセスが良いなど）

給与が良い

勤務時間の都合がつけやすい

知人が働いていた

⼀緒に働く仲間の雰囲気が良い

病院の雰囲気が良い

研修が充実している

患者としてかかっていたことある・家族がかかっていた

その他

■看護補助者の勤務時間帯（n=1,286、複数回答）

92.0%

47.0%

61.3%

60.4%

55.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昼間勤務

夜間勤務

休日勤務

早朝勤務（早出）

夕刻勤務（遅出）

92.0%

41.0%

37.1%

42.4%

34.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昼間勤務

夜間勤務

休日勤務

早朝勤務（早出）

夕刻勤務（遅出）

■看護補助者が希望する勤務時間帯（n=1,286、複数回答）

【出典】令和元年度厚生労働行政推進調査事業「看護師と看護補助者の協働の推進に向けた実態調査研究」（研究代表者 坂本すが）中間報告より保険局医療課にて作成（看護サポートスタッフ票）

＜研究概要＞ 【対象】 病院（約8,400施設）に依頼し、看護管理者１名、看護サポートスタッフ（いわゆる看護補助者）１名ずつ回答 【回収数】看護管理者票約1,200（約14％）、看護サポートスタッフ票約1,200（約14％）
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看護補助者の年収の推移

○ 10年間の年収の推移をみると、近年、看護補助者の給与は上昇傾向にあり、10年前や1年前と
比較した増加率も高い。

■看護補助者を含む医療従事者の年収の推移

【出典】賃金構造基本統計調査より保険局医療課にて作成 ※各年度の「きまって支給する現金給与額」に12を乗じ、「年間賞与その他特別給与額」を足して算出。

（千円）
10年間の
増加率

（H30/H20）

1年間の
増加率

（H30/H29）

1.08 1.00

0.95 1.02

1.01 1.00

0.95 1.01

1.04 1.01

1.00 0.99

1.07 1.06

0.99 1.00

1.08 1.04

2,812 2,816 2,748
2,903 2,949

3,031

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

薬剤師

診療放射線・診療エックス線技師

看護師

臨床検査技師

理学療法士、作業療法士

准看護師

歯科衛生士

栄養士

看護補助者
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看護補助者の確保・定着のための工夫及び看護補助者が病院に期待すること

90.2%

59.7%

19.0%

22.1%

24.6%

19.1%

27.4%

12.6%

17.2%

26.6%

27.8%

31.6%

31.3%

18.0%

4.6%

20.5%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

給与の充実

福利厚⽣の充実

勤務日数を選べるようにする

勤務時間帯を選べるようにする

希望に沿った部署に配置する

職場のハラスメント対策

正規職員として雇用する

業務内容を文書で明示する

上司との面談の機会を設ける

⼈事考課で能⼒を評価する

教育・研修の充実

資格を取れるように支援する

看護職と看護業務サポートスタッフとのチームワーク…

看護職を対象としたチームワークに関する教育・研修

呼び名を工夫する

ユニフォームを選べるようにする

その他
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【出典】令和元年度厚生労働行政推進調査事業「看護師と看護補助者の協働の推進に向けた実態調査研究」（研究代表者 坂本すが）中間報告より保険局医療課にて作成

54.0%

44.7%

30.1%

36.8%

23.0%

26.6%

48.2%

35.9%

52.6%

27.5%

65.2%

44.0%

31.7%

24.8%

9.9%

11.7%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

給与の充実

福利厚⽣の充実

勤務日数を選べるようにする

勤務時間帯を選べるようにする

希望に沿った部署に配置する

職場のハラスメント対策

正規職員として雇用する

看護補助者の業務内容を文書で明示する

上司との面談の機会を設ける

⼈事考課で能⼒を評価する

看護補助者対象の教育・研修の充実

資格を取れるように支援する

看護職と看護補助者のチームワークのあり方を明確に示す

看護職を対象とした看護補助者とのチームワークに関する教育・研修

呼び名を工夫する

ユニフォームを選べるようにする

その他

■看護補助者の確保・定着のための工夫
（n=1,193、複数回答）（看護管理者票）

■看護補助者が働き続けるために病院に
期待すること （n=1,286、複数回答）（看護業務サポートスタッフ票）

○ 看護補助者の確保・定着のための工夫として最も取り組まれているのは「教育・研修の充実」
「給与の充実」の順に高かった。

○ 一方、看護補助者が働き続けるために病院に期待することは、「給与の充実」への期待が最も
高く、次いで「福利厚生の充実」となっていた。



看護職員の負担軽減に係る現状及び課題と論点

【看護職員の夜間における負担軽減の取組について】

○ 看護職員夜間配置加算や夜間看護体制加算の届出医療機関数は増加傾向にある。

○ 夜間における看護業務の負担軽減の取組として、「（３交代制勤務の場合）日勤深夜や、準夜日勤シフトの回避」「夜間を含めた各
部署の業務量を把握・調整するシステムの構築」「夜間院内保育所の設置」の実施割合が低く、加えて、このうち「夜間を含めた各
部署の業務量を把握・調整するシステムの構築」 「夜間院内保育所の設置」は効果が少ないと認識されていた。

○ 一方で、「早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用」「夜勤後の暦日の休日の確保」「見守りセンサー等のＩoＴ機器
の導入」等の取組については、４割以上で導入されており、かつ効果があるとの認識が約８割程度と高くなっていた。

【看護補助者との役割分担について】

○ 急性期看護補助体制加算の届出医療機関数は増加傾向にあるが、医療機関における看護補助者数は微減傾向にある。

○ 急性期看護補助体制加算の届出ありの病棟では、届出なしの病棟よりも看護職員の業務負担感が少ない傾向にあった。

○ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取組として、約７割の医療機関が「看護補助者の配置・増員」を挙げているものの、
募集しても応募がない等、人員確保が困難のため、当該取組の達成状況が困難であると認識していた。

○ 医療機関は看護補助者の確保・定着のために、「看護補助者対象の教育・研修の充実」や「給与の充実」等に取り組んでいるもの
の、看護補助者は約９割が「給与の充実」を病院に期待しており、次いで「福利厚生の充実」となっていた。

【現状及び課題】

【論点（案）】

○ 看護職員の夜間における負担軽減の取組について、現状の実施状況や効果の認識を踏まえ、項目内容や項目数等に
ついてどのように考えるか。

○ 看護補助者との役割分担について、看護補助者配置の必要性や期待が高い一方で人員確保が困難な状況や、累次
の診療報酬改定による対応状況を踏まえ、評価の在り方や算定要件等をどのように考えるか。
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組
ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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病院の薬剤師の業務と役割病院の薬剤師の業務と役割

○ 病院の薬剤師の業務は、調剤のみではなく、チーム医療に積極的に参加し、病棟における服薬指導等を⾏うことが
必要であり、これらの業務は医療技術の進展等により⾼度化・多様化している。

65

「病院における薬剤師の業務及び人員配置に関する検討会報告書」（平成19年8月10日）から抜粋・要約

（１）医療・薬物治療の安全確保と質の向上のための業務

① 医療の安全確保のための薬歴に基づく処⽅監査の充実（特にハイリスク薬が処⽅されている患者）

② 患者情報に基づく服薬指導と薬学的ケアの実施（病棟における医薬品関連業務への参画）

③ ⼊院患者の持参薬管理（持参薬の確認と情報収集・評価を⾏い、必要な情報を医師等に提供し服薬管理）

④ 注射剤の処方箋に基づく調剤の実施

⑤ がん化学療法への参画（レジメンの監査・登録・管理、⽀持療法への⽀援、無菌調製、患者への治療内容の説明、副作⽤対策等）

⑥ ⼿術室、集中治療室等における医薬品の適正管理

⑦ ⾼齢者に対する適切な薬物療法への参画（多剤併⽤や腎機能・肝機能低下など患者の状態等に合わせた薬物療法の実施、服薬⽀援等）

⑧ 精神科領域薬物療法における患者の服薬遵守の向上（薬物療法に関する情報を患者やその家族に説明、医師、看護師等に得られた情報を共有）

⑨ チーム医療への参画による安全性の確保と質の向上

⑩ 個々の患者に応じた薬物療法への参画（院内製剤業務、薬物⾎中濃度の測定・解析）

⑪ 夜間・休日における業務の実施

（２）医療の安全確保のための情報に関する業務

① 医療安全確保のための情報の共有化（製薬企業、厚⽣労働省等からの医薬品に関する情報の収集、回診同⾏、カンファレンス等への参画）

② 医薬品の採用に必要な情報の収集と提供（国内外の治験成績等の情報収集・評価、薬剤経済学的な検討）

（３）その他取組むべき業務

① 教育・研修への積極的な関与（薬学教育6年制での⻑期実務実習の受⼊、薬剤師養成等の卒後教育の充実）

② その他（⼩児や妊産婦に対する適切な薬物療法への参画、治験への参画、在宅療養への関与など）

病院薬剤師のあるべき業務と役割

中医協 総－２

元 ． 1 0 ． 3 0



○ 医療機関に従事する薬剤師の増加は緩やか。
○ 平成18年と28年の⽐較において、医療機関及び薬局に従事している50歳以上の薬剤師の割合は若⼲増えている。

■ 業務種別の薬剤師数（実人数）

出典︓平成28年(2016年)医師・⻭科医師・薬剤師調査

■ 医療機関に従事している薬剤師の年齢階級別割合 ■ 薬局に従事している薬剤師の年齢階級別割合

60,866

172,142

45,553

58,044

19,152
17,233
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150,000

200,000
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50～54 55～59 60～64 65～69 70歳以上
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29歳以下 30～34 35～39 40～44 45～49
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(n=125,254)

(n=172,142)

(n=48,964)

(n=58,044)

27.0%

29.2%

33.2%

38.7%

(人)

薬剤師数の業務種別推移と年齢階級別の割合 中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９
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○ 医療機関の⼥性薬剤師は、20代後半から30代前半の減少が大きい一方、薬局では30代後半から40代前半は増加。
○ 医療機関では、⾮常勤職員の割合が増加している。

■ 各年齢階級における薬剤師数（実人数）

出典︓平成28年(2016年)医師・⻭科医師・薬剤師調査

■ 医療機関に従事している薬剤師の常勤、非常勤の割合
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

医療機関(⼥) 薬局(⼥）

出典︓⽇本病院薬剤師会提供資料
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非常勤薬剤師 常勤薬剤師
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8.2%

15.7%

医療機関における薬剤師の勤務状況 中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９



出典︓薬系⼤学卒業⽣・⼤学院修了者 就職動向調査の集計報告（平成30年３⽉）を基に医療課が作成

（％） （％）
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薬学教育６年制学科卒業⽣の就職先別初任給等薬学教育６年制学科卒業⽣の就職先別初任給等

○ ６年制学科卒業⽣の就職先は、薬局及び病院・診療所の２つの職域で、全体の約６割を占める。
○ 薬局の初任給は、26万円超〜30万円の層が最も多く、次いで22万円超〜26万円、30万円超の層が多かった。
病院・診療所の初任給は、22万円超〜26万円の層が最も多く、次いで18万円超〜22万円の層が多かった。
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病棟薬剤業務実施加算２

病棟薬剤業務実施加算１※

 薬剤師が勤務医等の負担軽減等に資する業務を病棟で一定以上実施している場合に対する評価を新設
し、勤務医の負担軽減等を図る。

病棟薬剤業務実施加算１ １００点（週１回）

［算定要件］
薬剤師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務（病棟薬剤業務）を実施し

ている場合に、週１回に限り所定点数に加算する。ただし、療養病棟又は精神病棟に入院している患者については、入院した日から起算して
８週間を限度とする。

平成２４年度診療報酬改定において新設薬剤師の病棟における業務に対する評価

※平成27年度までは、
｢病棟薬剤業務実施加算｣の
施設数を記載

（参考） ■ 病棟薬剤業務実施加算届出医療機関数

 高度急性期医療を担う治療室においてチーム医療を推進する観点から、薬剤関連業務を実施するために
治療室内に薬剤師を配置している場合を評価する。

病棟薬剤業務実施加算２ ８０点（１日につき）

［主な算定要件］
① 病棟薬剤業務実施加算１の届出を行っている保険医療機関であること。
② 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、

新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料を算定する治療室において、専任の薬剤師を配置し、病棟薬剤業務を
実施していること。

特定集中治療室等における薬剤師配置に対する評価 平成２８年度診療報酬改定において新設

薬剤師の病棟業務の評価

(施設)

69出典︓保険局医療課調べ（各年７⽉１日時点）

中 医 協 総 － １

元 ． ９ ． １ １



診療報酬項目 点数 診療報酬の概要と薬剤師に係る施設基準（抜粋）

A244 病棟薬剤業務実施加算
１ 病棟薬剤業務実施加算１（週１回）
２ 病棟薬剤業務実施加算２（１日につき）

１００点
８０点

当該保険医療機関の病棟において、薬剤師が医療従
事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上
に資する業務を実施していることを評価。病棟専任の薬剤
師が病棟薬剤業務を１病棟（治療室）１週間につき
20時間相当以上実施している場合に加算。

【薬剤師に係る施設基準（抜粋）】
当該保険医療機関に常勤の薬剤師が２人以上配置。
当該保険医療機関の全ての病棟に配置。
医薬品情報の収集及び伝達を⾏うための専⽤施設を有
し、常勤の薬剤師が１人以上配置。

B008 薬剤管理指導料
１ 特に安全管理が必要な医薬品が投薬⼜は注射されて
いる患者の場合（週１回かつ月４回）

２ １の患者以外の患者の場合（週１回かつ月４回）

３８０点

３２５点

当該保険医療の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理
指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他薬
学的管理指導を⾏った場合に算定。

【薬剤師に係る施設基準（抜粋）】
当該保険医療機関に常勤の薬剤師が２人以上配置。
医薬品情報の収集及び伝達を⾏うための専⽤施設を有
し、常勤の薬剤師が１人以上配置。

病棟薬剤業務実施加算等の施設基準 中医協 総－２－１
元．５．２９（改）

○ 病棟薬剤業務実施加算及び薬剤管理指導料の薬剤師に係る施設基準は、２名以上の常勤の薬剤師の配置を
求めている。
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「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
（平成22年4月30⽇付け医政局⻑通知）（抜粋）

２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例

（１）薬剤師

１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現⾏制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を

積極的に活用することが望まれる。
① 薬剤の種類、投与量、投与⽅法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により
事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専⾨的知⾒の活⽤を通じて、医師等と協働して実施すること。
② 薬剤選択、投与量、投与⽅法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処⽅を提案すること。
③ 薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む。）に対し、薬学的管理（患者の副作⽤の状況の
把握、服薬指導等）を⾏うこと。
④ 薬物の⾎中濃度や副作⽤のモニタリング等に基づき、副作⽤の発現状況や有効性の確認を⾏うとともに、
医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。
⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処⽅内容と同⼀の内容の処⽅を提案すること。
⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、
薬学的管理を⾏うこと。
⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する
薬学的管理を⾏うこと。
⑧ 定期的に患者の副作⽤の発現状況の確認等を⾏うため、処⽅内容を分割して調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を⾏うこと。

チーム医療において薬剤師が主体的に関わる業務 中医協 総－２－１
元．５．２９（改）

○ 医療技術の進展とともに薬物療法が⾼度化しているため、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、チー
ム医療において薬剤の専⾨家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが⾮常に有益である。
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44.6%

37.8%

30.9%

29.8%

28.7%

28.6%

24.8%

23.0%

19.8%

13.6%

13.2%

8.1%

6.1%

4.6%

4.1%

1.7%

12.5%

17.7%

27.3%

20.8%

9.7%

24.0%

15.8%

17.5%

8.8%

10.6%

7.0%

5.3%

4.3%

2.5%

2.7%

2.1%

0.7%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80%

薬剤師による投薬に係る入院患者への説明

医師事務作業補助者の外来への配置・増員

複数主治医制の実施

薬剤師による処方提案等

医師の増員

医師事務作業補助者の病棟への配置・増員

当直翌日の業務内容の軽減（当直翌日の休日を含む）

医師業務の薬剤師との分担

医師業務の看護師（ 7）に示す看護師を除く）との分担

医師業務の特定行為研修修了者との分担

医師が出席する会議の開催方法の見直し

外来提供体制の短縮

ICTを活用した業務の見直し・省力化

予定手術前の当直の免除

勤務間インターバルの導入

医師業務の助産師との分担

無回答

医師の負担軽減策として実施されている取組

医師の負担軽減策として実施されている取組について、特に効果のある取組

勤務医の負担軽減策（医師調査）勤務医の負担軽減策（医師調査）

○ 各診療科で実施している薬剤師を活用した勤務医の負担軽減策についてみると、「薬剤師による投薬に係る入院
患者への説明」、「薬剤師による処方提案等」及び「医師業務の薬剤師との分担」の３つの取組が挙げられた。

出典︓平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「医療従事者の負担軽減、働き⽅改⾰の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（医師票）速報値 72

各診療科で実施している勤務医の負担軽減策
（複数回答、n=1300）



病棟における薬剤師の関与の状況及びその効果（医師調査）病棟における薬剤師の関与の状況及びその効果（医師調査）

○ 病棟における薬剤師の関与の状況についてみると、「退院時の薬剤情報管理指導」等のすべての選択肢で、「主に
薬剤師が関与」、「時々薬剤師が関与」と回答した割合が約９割超であった。

○ 薬剤師の配置による医師の負担軽減及び医療の質向上への効果についてみると、「患者からの情報収集（投薬
歴、持参薬等）」等のすべての選択肢で、「効果がある」、「どちらかといえば効果がある」と回答した割合が９割超で
あった。

出典︓平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「医療従事者の負担軽減、働き⽅改⾰の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（医師票）速報値 73

病棟における薬剤師の関与の状況
（病棟に薬剤師が配置されている医師）

薬剤師の配置による医師の負担軽減
及び医療の質向上への効果

77.7%

76.6%

73.9%

70.0%

67.1%

17.6%

18.4%

21.0%

23.2%

27.1%

4.1%

4.5%

4.3%

6.3%

4.7%

0.7%

0.4%

0.7%

0.6%

0.6%

0.0%

0.1%

0.1%

0.0%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者からの情報収集（投薬歴、持参薬等）(n=752)

退院時の薬剤情報管理指導(n=751)

患者に対する処方薬の説明(n=747)

医薬品の副作用・効果等の確認(n=703)

医師への処方や服薬計画等の提案(n=675)

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない どちらかといえば効果がない 効果がない

78.4%

71.7%

63.5%

41.2%

32.6%

18.4%

24.8%

32.2%

50.6%

56.2%

3.3%

3.5%

4.3%

8.2%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

退院時の薬剤情報管理指導(n=888)

患者からの情報収集（投薬歴、持参薬等）(n=894)

患者に対する処方薬の説明(n=891)

医薬品の副作用・効果等の確認(n=890)

医師への処方や服薬計画等の提案(n=890)

主に薬剤師が関与 時々薬剤師が関与 薬剤師は関与しない

9
0
90%9

0
90%



薬剤師の配置による効果（看護師⻑調査）薬剤師の配置による効果（看護師⻑調査）

○ 薬剤師が配置されている病棟における、病棟薬剤師の配置による効果についてみると、「速やかに必要な情報を把
握できるようになった」、「看護職員の薬剤関連業務の負担が軽減した」及び「服薬⽀援がより適切に⾏われるように
なった」と回答した割合が５割超であった。

出典︓平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「医療従事者の負担軽減、働き⽅改⾰の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師⻑票）速報値 74

病棟薬剤師の配置による効果（複数回答、n=683）

64.1%

63.0%

51.5%

20.5%

19.9%

15.5%

14.6%

2.8%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

速やかに必要な情報を把握できるようになった

看護職員の薬剤関連業務の負担が軽減した

服薬支援がより適切に行われるようになった

病棟職員の薬物療法・服薬指導に対する理解・ス

キルが向上した

患者に対する直接ケアの時間が増えた

薬剤関連のインシデントが減少した

効果が実感できない

その他

無回答



79.9%

78.7%

74.0%

68.2%

67.2%

59.3%

51.6%

49.7%

40.8%

36.2%

34.5%

3.6%

7.8%

8.2%

9.3%

13.0%

12.6%

3.2%

14.2%

17.1%

10.3%

13.6%

15.2%

0.5%

8.9%

9.4%

12.9%

14.5%

15.2%

19.2%

29.5%

28.1%

42.0%

45.9%

45.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持参薬の管理

患者等への薬剤に関する説明等の実施

退院患者の薬剤指導

病棟配置薬の管理

効果・副作用等の確認

抗がん剤のミキシング

薬物療法（注射や輸液等の保管管理、準備、薬剤の投

与量の調整等）

薬剤師と共にカンファレンスや回診への参加

薬剤のミキシング（抗がん剤を除く）

配薬

日々の服薬状況の確認

その他

薬剤師が実施している、または薬剤師と連携して実施している
薬剤師と連携していないが、今後連携を進める予定である（進めたいと考えている）
薬剤師と連携しておらず、今後も連携する予定はない
無回答

薬剤師との連携状況及びその負担軽減効果（看護師⻑調査）薬剤師との連携状況及びその負担軽減効果（看護師⻑調査）

○ 看護師と薬剤師との連携状況についてみると、「持参薬の管理」、「患者等への薬剤に関する説明等の実施」、「退院患者の薬剤指
導」等について、「薬剤師が実施している、または薬剤師と連携している」と回答した割合は約７〜８割であった。

○ 薬剤師との連携による看護師の負担軽減効果についてみると、「抗がん剤のミキシング」、 「退院患者の薬剤指導」、 「持参薬の管
理」等の選択肢で、「効果がある」、「どちらかといえば効果がある」と回答した割合は約８〜９割であった。

出典︓平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「医療従事者の負担軽減、働き⽅改⾰の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（看護師⻑票）速報値 75

薬剤師との
連携状況

薬剤師との連携による
負担軽減効果

79.1%

65.2%

60.7%

60.2%

57.7%

57.3%

54.6%

59.7%

42.8%

46.6%

45.2%

57.4%

9.1%

22.1%

24.7%

24.1%

25.9%

22.9%

24.9%

18.2%

29.1%

20.5%

21.5%

13.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

抗がん剤のミキシング(n=879)

退院患者の薬剤指導(n=1097)

持参薬の管理(n=1184)

患者等への薬剤に関する説明等の実施(n=1167)

効果・副作用等の確認(n=996)

病棟配置薬の管理(n=1010)

薬物療法（注射や輸液等の保管管理、準備、薬剤の投

与量の調整等）(n=764)

薬剤のミキシング（抗がん剤を除く）(n=605)

薬剤師と共にカンファレンスや回診への参加(n=736)

配薬(n=536)

日々の服薬状況の確認(n=511)

その他(n=54)

効果がある どちらかといえば効果がある どちらともいえない

どちらかといえば効果がない 効果がない 無回答



13.7%

4.6%

4.1%

3.6%

1.9%

3.6%

1.9%

2.5%

2.2%

1.7%

0.6%

0.3%

33.6%

36.6%

34.2%

33.6%

34.0%

23.1%

23.4%

17.5%

17.3%

17.7%

9.9%

7.6%

51.6%

57.7%

60.7%

62.0%

62.2%

70.8%

73.1%

76.4%

74.0%

77.8%

87.3%

89.8%

1.1%

1.1%

1.1%

0.8%

1.9%

2.2%

1.6%

2.5%

5.9%

2.5%

2.2%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

1.1%

0.6%

0.3%

0.0%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

薬剤師による入院時における持参薬の確認(n=366)

看護職員から薬剤師への相談回数(n=366)

薬剤師から医師への情報提供(n=366)

医師から薬剤師への相談回数(n=366)

薬剤師による処方提案の件数(n=365)

医薬品情報室での情報収集・管理(n=363)

薬剤師の関与による副作用・相互作用等回避の件数(n=364)

薬剤師の病棟内のカンファレンス・回診への参加回数(n=360)

退院時薬剤情報管理指導料の件数(n=358)

薬剤師による臨床検査（肝・腎機能、電解質・血中薬物濃度モニタ

リングなど）の提案の件数(n=361)

薬剤師の関与による副作用報告の件数(n=363)

薬剤総合評価調整加算の件数（算定できない病棟の場合は同様の

業務の実施回数）(n=353)

とても増えた 増えた 変化はない 減った とても減った

○ 病棟薬剤業務実施加算の施設基準の届出をしていない約４割の施設において、「薬剤師による入院時における
持参薬の確認」、「看護職員から薬剤師への相談回数」、「薬剤師から医師への情報提供」、「医師から薬剤師への
相談回数」及び「薬剤師による処方提案の件数」が１年前と⽐較し、「とても増えた」、「増えた」と回答した。

出典︓平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「医療従事者の負担軽減、働き⽅改⾰の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（薬剤部責任者票）速報値 76

薬剤師の業務について1年前との変化

病棟薬剤業務実施加算の届出をしていない施設の業務状況病棟薬剤業務実施加算の届出をしていない施設の業務状況
（薬剤部責任者票）



77.3%

40.1%

24.3%

11.5%

7.2%

9.4%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤師の人数が不足しているため

病棟以外（調剤・製剤、外来化学療法、手術室など）の業務負担が大きいため

病棟専任薬剤師による病棟業務の実施時間が週20時間に満たないため

算定対象病棟がないため

薬剤管理指導以外の病棟薬剤業務のニーズが少ないため

その他

無回答

77
出典︓１）保険局医療課調べ（平成30年7月1日現在の届出状況）

２）平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」（薬剤部責任者票）速報値

○ 病棟薬剤業務実施加算の届出を⾏っている病院は、全体の約２割。病床数が多くなるにつれ、届出率は⾼くなる。
○ 届出をしていない理由としては、「薬剤師の⼈数が不⾜しているため」が約８割で最も多かった。
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

全て 20-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500床以上

届出なし

届出あり

病棟薬剤業務実施加算届出施設数の病床数別の割合等病棟薬剤業務実施加算届出施設数の病床数別の割合等

許可病床規模別の病棟薬剤業務実施加算届出数１）

病棟薬剤業務実施加算の施設基準の届出を
していない理由（複数回答、n=374）２）



主な⼊院基本料、特定⼊院料と病棟薬剤業務実施加算との関係主な⼊院基本料、特定⼊院料と病棟薬剤業務実施加算との関係

○ ハイケアユニット⼊院医療管理料では、病棟薬剤業務実施加算は１、２のいずれも算定できない。
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⼊院基本料 特定⼊院料

A
1
0
0

A
1
0
1

A
1
0
2

A
1
0
3

A
1
0
4

A
1
0
5

A
1
0
6

A
1
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A
1
0
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A
3
0
0

A
3
0
1

A
3
0
1
-2

A
3
0
1
-3

A
3
0
1
-4

A
3
0
2

A
3
0
3

A
3
0
3
-2

A
3
0
5

A
3
0
6

A
3
0
7

A
3
0
8

A
3
0
8
-3

A
3
0
9

A
3
1
0

一
般
入
院
料

療
養
病
棟
入
院
料

結
核
病
棟
入
院
基
本
料

精
神
病
棟
入
院
基
本
料

特
定
機
能
入
院
基
本
料

専
門
病
院
入
院
基
本
料

障
害
者
施
設
等
入
院
基
本
料

有
床
診
療
所
入
院
基
本
料

有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料

救
命
救
急
入
院
料

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料

脳
卒
中
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料

小
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

新
生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
料

一
類
感
染
症
患
者
入
院
医
療
管
理
料

特
殊
疾
患
入
院
医
療
管
理
料

小
児
入
院
医
療
管
理
料

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
入
院
料

特
殊
疾
患
病
棟
入
院
料

緩
和
ケ
ア
病
棟
入
院
料

病棟薬剤業務実施加算１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

病棟薬剤業務実施加算２ × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ×

○︓算定可 ×︓算定不可



ハイケアユニット⼊院医療管理料における病棟薬剤業務実施状況ハイケアユニット⼊院医療管理料における病棟薬剤業務実施状況
○ 約５割のHCUで、病棟薬剤業務を実施していた。実施している業務内容は、「医薬品の投薬・注射状況の把握」等多岐に及ぶ。
○ ICU等に薬剤師を配置することによる効果として、「医師等の業務負担軽減」、「副作用の回避や病状安定化への寄与」、「薬剤関
連インシデントの減少」等が挙げられた。

出典︓１）⽇本病院薬剤師会提供資料（平成30年度医療施設調査）
２）平成27年度⼊院医療等の調査（施設票） 79

HCUにおける病棟薬剤業務実施割合（n=413）１）

ICU等への薬剤師配置による効果（n=127）２）
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出典︓１）保険局医療課調べ（平成30年7月1日現在の届出状況）

２）平成29年医療施設調査

○ 薬剤管理指導料の届出を⾏っている病院は、全体の約６割。病床数が多くなるにつれ、届出率は⾼くなるが、20-
99床及び100-199床の施設における届出割合が低い。
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病棟薬剤業務実施加算等に関する課題と論点（案）

○ 薬剤師の病棟における業務の評価である病棟薬剤業務実施加算は平成24年度に新設され、特定集中治
療室等における薬剤師配置に対する評価として、病棟薬剤業務実施加算２を平成28年度に新設。

○ 薬剤師の配置による医師の負担軽減及び医療の質向上への効果についてみると、「患者からの情報収
集（投薬歴、持参薬等）」等のすべての選択肢で、「効果がある」、「どちらかといえば効果がある」と回答した
割合が９割超であった。

○ 病棟薬剤業務実施加算の施設基準の届出をしていない約４割の施設において、薬剤師の業務が１年前
と比較し、「とても増えた」とする回答があった。

○ 病棟薬剤業務実施加算の届出を行っている病院は、全体の約２割。病床数が多くなるにつれ、届出率は
高くなる。届出をしていない理由としては、「薬剤師の人数が不足しているため」が約８割で最も多い。

○ 現在、病棟薬剤業務実施加算の算定対象にハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟等は含ま
れていないが、約５割の病棟等において薬剤師が病棟業務を実施していた。薬剤師の配置により医師等の
負担軽減や副作用の回避等の効果が得られたとする回答があった。

【現状・課題】

【論点】

○ 病棟薬剤業務実施加算について、薬剤師の病棟配置が医師等の負担軽減として効果があるとされ
たことを踏まえ、医療機関の取組がさらに進むよう評価の在り方の見直しを検討してはどうか。

○ ２人以上の常勤薬剤師の配置が要件の診療報酬項目の要件の見直しを検討してはどうか。

○ ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟等において、薬剤師の病棟業務実施状況、医師
等の負担軽減等の効果を踏まえ、病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方について検討することとし
てはどうか。
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策
ー 看護職員の負担軽減等の取組
ー 病棟薬剤業務実施加算等
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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栄養サポートチーム加算①

急性期の入院医療を行う一般病棟において、栄養障害を生じて
いる患者又は栄養障害を生じるリスクの高い患者に対して、医師、
看護師、薬剤師及び管理栄養士などからなるチームを編成し、栄
養状態改善の取組が行われた場合の評価を新設する。

栄養サポートチーム加算 ２００点（週１回）

[対象患者]
７対１入院基本料又は 10対１入院基本料届出病棟に入院している栄養障害を有する者

[施設基準]

当該保険医療機関内に、専任の①～④により構成される栄養管理に係るチームが設置
されていること。また、以下のうちのいずれか１人は専従であること。
①栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
②栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤看護師
③栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤薬剤師
④栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤管理栄養士

上記のほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会
福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。
※ただし、常勤医師を除き、専任の職員については、平成２３年３月３１日までに研修を修了する見込みである旨を
届け出ることでよい。

新

平成22年度診療報酬改定
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出典︓社会医療診療⾏為別統計・調査（各年6月審査分）、保険局医療課調べ（各年7月1日）

栄養サポートチーム加算の概要

栄養サポートチーム加算 200点（週1回）

栄養管理を要する患者に対して、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合について、週1回に限り、所定の点数を
算定する。

【対象患者】

栄養サポートチーム加算は、栄養管理計画を策定している患者のうち、次のアからエまでのいずれかに該当する者について算定できる。
ア 栄養管理計画の策定に係る栄養スクリーニングの結果、血中アルブミン値が3.0g/dL以下であって、栄養障害を有すると判定された患者
イ 経口摂取又は経腸栄養への移行を目的として、現に静脈栄養法を実施している患者
ウ 経口摂取への移行を目的として、現に経腸栄養法を実施している患者
エ 栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者

【算定要件】

栄養サポートチームは、以下の診療を通じ、栄養状態を改善させ、また、必要に応じて経口摂取への円滑な移行を促進することが必要である。

ア 栄養状態の改善に係るカンファレンス及び回診が週１回程度開催されており、栄養サポートチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担当
する保険医、看護師等が参加している。

イ カンファレンス及び回診の結果を踏まえて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師等と共同の上で、別紙様式５又はこれに準じた栄養治療実施計
画を作成し、その内容を患者等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。

ウ 栄養治療実施計画に基づいて適切な治療を実施し、適宜フォローアップを行う。

エ 治療終了時又は退院・転院時に、治療結果の評価を行い、それを踏まえてチームで終了時指導又は退院時等指導を行い、その内容を別紙様式５又は
これに準じた栄養治療実施報告書として記録し、その写しを患者等に交付するとともに診療録に添付する。

オ 当該患者の退院・転院時に、紹介先保険医療機関等に対して診療情報提供書を作成した場合は、当該報告書を添付する。

（回／月）

図 栄養サポートチーム加算の届出施設数と算定回数の推移
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○ 当該加算は、平成22年度診療報酬改定において新設され、平成24年度改定から算定可
能な入院料の範囲が広がった。

○ また、平成26年度改定において、医療資源の少ない地域に配慮し、専従要件を緩和した
評価が新設された。

○ 平成30年度改定では、より効率的な医療提供を可能とするため、より弾力的な運用が可
能なように医療従事者の専従要件の見直しがされた。

基本入院料 特定入院料
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病
棟
入
院
料

療
養
病
棟
入
院
料

結
核
病
棟
入
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そ
の
他
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入
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平成22年 ○
（7対1、10
対1のみ）

× × × ○ × ×
○

（7対1、10
対1のみ）

× ×

平成24年～ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ×

備考 平成26年度改定より医療資源の少ない地域に配慮した評価が追加
平成30年度改定より専従要件を緩和

○：算定可、×：算定不可

栄養サポートチーム加算の算定可能な入院料等について
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結核患者の状況

出典：武内ら、静脈経腸栄養．Vol28,No3,827-832,2013

○ 血清Alb値が低いほど死亡退院率が有意に高い。
○ また、血清Alb値が低いほど静脈栄養施行率が高く、栄養補給を加味した栄養管理の

必要性が示唆されている。

（％）

死
亡
退
院
率

対象期間：2005年4月～2006年3月
対象者：結核病棟に入院し、結核菌培養検査陽性であった374名（平均年齢64.0歳）

図 血清Alb値別の死亡退院率
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図 血清Alb値別の静脈栄養施行率
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結核治療における栄養管理の有用性について

• 肺結核患者は高頻度で低栄養状態にあり、低栄養状態にある患者の予後は不良である。

介入あり 介入なし

人数 53人 45人

男性割合 50.9% 71.1%

平均年齢 79.4歳 71.5歳

平均Alb値 2.3g/dl 2.4g/dl

入院日数中央値 96日 131日

《対象と方法》
国立病院機構東京病院（2005-2011）および国立病院機構近畿
中央呼吸器センター（2018-2019）の結核病棟に入院した患者
(死亡退院者を除く。)のうち、血中Alb値が3.0g/dl以下の患者に
ついて集計した。
検定方法はWilcoxonの順位和検定を用いた。

WHO Guideline: Nutritional care and support for patients with tuberculosis

結果② 栄養サポートチーム介入有無別の入院日数

96日

131日

介入あり 介入なし

入院日数(日)

結果① 患者背景

P<0.05

• 結核病棟の患者に対して栄養サポートチームが介入することで入院期間の有意な短縮
を認めた（中央値で35日の短縮）。

• 低栄養の肺結核入院患者は入院期間が長いことが示されている。
武内 海歌,鞍田三貴,林清二,他 :肺結核患者の入院時栄養評価（第1報）. 静脈経腸栄養. 2013; 28: 131-6
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統合失調症入院患者の状況

出典：精神神経学雑誌第115巻1号（2013）P10-21より作成

 統合失調症患者のうち、肥満の割合は、21.9％であり、また年代別の割合は、30歳代が33.8％と最も高く、
年齢が上がるにつれ割合は減少している。

 統合失調症患者のうち、るい痩の割合は、19.5％であり、また年代別では、年代が上がるにつれ割合が増加
し、70歳以上が27.1％である。

※統合失調症14,591例中の肥満3,199例（21.9%） ※統合失調症14,591例中のるい痩2,849例（19.5%）

図 統合失調症入院患者の年代別の肥満の状況 図 統合失調症入院患者の年代別のるい痩の状況
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統合失調症患者に対する栄養サポートによる効果について

 統合失調症患者に対して、栄養サポートチームが介入することによりBMI、空腹時トリグリセライド値、空腹
時血糖値、空腹時総コレステロール値が異常であった患者割合が、有意に減少したという報告がある。
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出典：井戸ら、臨床精神薬理Vol16,8（2013）1193-1200

図 BMIの異常を示す患者割合の変化

図 空腹時血糖値の以上を示す患者割合の変化

図 空腹時トリグリセリド値の
異常を示す患者割合の変化

図 空腹時総コレステロール値の
異常を示す患者割合の変化

P<0.01

［対象者］ デイケア通所中の統合失調症患者41名（平均年齢41.7歳）
［方法］ 医師、管理栄養士、外来看護師、訪問看護師、薬剤師等からなる栄養サポートチームが、スクリーニング、アセスメントを基にチームカン
ファレンスを実施し、各職種がそれぞれ介入を実施。管理栄養士は、自己栄養管理ができるように調理を含めた栄養指導等を実施。
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栄養サポートチームに関する現状・課題と論点

 栄養サポートチーム加算の算定要件は、徐々に緩和等が行われてきたが、まだ評価されていない基本入院料があ
る。

 結核患者は、高頻度で低栄養であるが、栄養サポートチームが介入することにより入院期間の有意な減少が報告さ
れている。

 統合失調症患者では、肥満やるいそう患者が一定程度存在するが、栄養サポートチームの介入により、BMI、血糖
値、トリグリセリド値、総コレエステロール値が改善することが報告されている。

【現状と課題】

【論点】

○ 低栄養等の結核患者及び精神疾患患者に対する多職種協働での栄養介入による効果を踏まえ、算定
可能病棟の見直しを検討してはどうか。
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

○ ⼈員配置の合理化の推進

○ 会議の合理化の推進

医療従事者の働き⽅③
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第１ 基本診療料の施設基準等
８ 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業
（以下「産前産後休業」という。）、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法
律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規
定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１
項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業
（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数
の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。
また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第１項、同条第３項又は同法第24条の規定による措置

が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

別添２ 入院基本料等の施設基準等
第２ 病院の入院基本料等に関する施設基準
４の３ ７対１入院基本料（特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。）に係る入院患者数及び
医師の数について

(２) 常勤の医師の数
ア 医師数は、常勤（週４日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上であることをいう。ただし、正
職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第１項、同条第３項又は同法第24条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であること）の医師の他、
非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて【通知】

（平成28年３月４日保医発0304第１号）

 一部の施設基準において、医師に関する常勤の定義が示されており、週４日以上常態とし
て勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上であるものとされている。

 平成２８年度診療報酬改定において、産前産後休暇等や短時間勤務制度に関する規定が
追加された。

診療報酬における現行の医師の常勤の取扱いについて
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小児入院医療管理料

＜医師の配置に関する施設基準＞

※ 小児入院医療管理料における常勤要件の見直しについて
平成１８年度診療報酬改定において、小児医療の提供体制の確保を図る観点から、子育てしながら働くことができる環

境の整備を進めるため、小児科の医師の常勤要件について、複数の小児科の医師が共同して常勤の場合と同等の時間
数を勤務できている場合には、常勤として取り扱うこととされた。

Ａ３０７ 小児入院医療管理料（１日につき）
小児入院医療管理料１ 4,584点、小児入院医療管理料２ 4,076点、 小児入院医療管理料３ 3,670点
小児入院医療管理料４ 3,060点、小児入院医療管理料５ 2,145点

入院中の15歳未満の患者（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病医療支援
の対象である場合は、20歳未満の患者）を対象に算定する。

管理料１ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。

管理料２ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。

管理料３ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。

管理料４ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。

管理料５ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。

○ 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。

○ 小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行っている複数の小児科又は小児
外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児
科の常勤の医師が配置されているものとみなす。ただし、小児入院医療管理料１を算定する病棟において、小児科の常
勤の医師が配置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。

参考 中医協 総－２
２９．１１．８
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① 医師については、小児科・産婦人科・精神科・リハビリテーション科・麻酔科等の領域について、
週３日以上かつ週 24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換
算でも配置可能とする。

② リハビリテーションに係るリハビリ専門職及び看護師については、週３日以上かつ週 24時間以
上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする。

※ ただし、２人以上の常勤職員を要件としているものについては、常勤の職員が配置されているものとみなすことができる
のは、一定の人数までに限る。

③ 看護師等の常勤職員の配置が求められているものについて、非常勤職員でも配置可能とする。

平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑥

医師等の従事者の常勤配置に関する要件の緩和

看護師 糖尿病合併症管理料

歯科衛生士 歯科治療時医療管理料

歯科技工士 有床義歯修理歯科技工加算１及び２

管理栄養士 在宅患者訪問褥瘡管理指導料※

※ 診療所の場合、非常勤職員でも算定可能となっており、この取扱いを病院にも適用する。

 医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、一定の領域の診療報酬について、
常勤配置に係る要件の緩和を行う。

中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９
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医療従事者の負担軽減・人材確保について

 施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業及び育児・介護休業を取得した場合
に、同等の資質を有する複数の非常勤従事者を常勤換算することで施設基準を満たすことを原
則認める。

 育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護
休業法で定める期間は週30時間以上の勤務で常勤扱いとする。

平成28年度診療報酬改定
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常勤配置の取扱いの明確化

例）常勤医師１名、常勤看護師１名の配置要件の場合

常勤看護師が育児休業を取得

育児休業を取得している期間、非常勤
看護師２名の常勤換算により施設基準
を満たすことが可能。

休
業
期
限

短時間勤務制度利用期間

短時間勤務制度を利用している期間
は週30時間以上の勤務で常勤としてカ
ウント可能。

※ 常勤換算される非常勤従事者は
各々が当該施設基準上求められる
資質を有していなければならない。

例） 経験年数○年以上、所定の研修
を修了していること 等

中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９



診療報酬項目 常勤医師に係る施設基準

A100 急性期⼀般⼊院料１ ○ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

A102 結核病棟⼊院料（７対１） ○ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

A105 専⾨病院⼊院基本料
（７対１）

○ 一般病棟に勤務する常勤の医師の員数が許可病床の数に100分の６を乗じて得た数以上であること。
（７対１）○ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

A249 精神科急性期医師配置加算
「総合病院」の精神病棟における手厚い医師配置
を評価

○ 当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに１以上配置されていること。

A311 精神科救急⼊院料
急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有す
る患者を対象とした⼊院料

○ 当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに１以上配置されていること。
○ 当該病院には、精神保健指定医が５名以上常勤していること。

A311-2 精神科急性期治療病棟⼊院料 ○ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が２名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健
指定医が１名以上配置されていること。

A311-4 児童・思春期精神科⼊院医療管理料 ○ 当該病棟⼜は治療室に⼩児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が２名以上配置されて
おり、うち１名は精神保健指定医であること。

A312 精神療養病棟⼊院料 ○ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が２名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常
勤精神科医が１名以上配置されていること。

A311-3 精神科救急・合併症⼊院料 ○ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が５名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医
が３名以上配置されていること。
○ 当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16 又はその端数を増すごとに１以上であること。

A318 地域移⾏機能強化病棟⼊院料 ○ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が⼆名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常
勤精神科医が一名以上配置されていること。

画像診断管理加算３
施設基準を満たす特定機能病院において、専ら
画像診断を担当する医師が画像診断を⾏いその
結果を文書で報告した場合に算定

○ 画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの⼜は当該療養について関
係学会から⽰されている２年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師に限る）が６名配置されていること。

在宅療養⽀援診療所 ○ 在宅医療を担当する常勤の医師が３名以上配置されていること。

在宅療養⽀援病院 ○ 在宅医療を担当する常勤の医師が３名以上配置されていること。

複数の常勤医師の配置を求めており、常勤換算を認めていない診療報酬項目の例
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診療報酬項目 常勤医師に係る施設基準

A100 ⼀般病棟⼊院基本料 等
ADL維持向上等体制加算

○ 当該保険医療機関において、要件を満たす常勤医師が１名以上勤務していること。

A205-2 超急性期脳卒中加算 ○ 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。

A226-2 緩和ケア診療加算 ○ 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師、精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師

A233-2 栄養サポートチーム加算 ○ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師

A234-2 感染防止対策加算 ○ 感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師

A300 救命救急⼊院料２／４ ○ 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

A301-2 ハイケアユニット⼊院医療管理料 ○ 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時１名以上いること。

A308 回復期リハビリテーション⼊院料 ○ 当該病棟に専任の常勤医師が１名以上配置されていること。

A309 特殊疾患病棟⼊院料 ○ 当該病棟に専任の医師が常勤していること。

A310 緩和ケア病棟⼊院料 ○ 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。

B001・28 ⼩児運動器疾患指導管理料 ○ 当該保険医療機関内に当該療養を⾏うにつき⼗分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。

B001-2-11 ⼩児かかりつけ診療料 ○ 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。

病理診断管理加算１ ○ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が１名以上配置されていること。

C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 ○ 当該保険医療機関に常勤の医師を含む３名から構成される在宅褥瘡対策チームを設置すること。

C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 ○ 膠芽腫の治療の経験を過去５年間に５例以上有し、脳神経外科の経験を５年以上有する常勤の医師が１名以上配置
されていること。

C119 在宅経肛⾨的⾃⼰洗腸指導管理料 ○ 脊髄障害を原因とする排便障害を含めた⼤腸肛⾨疾患の診療について５年以上の経験を有する常勤の医師が配置されて
いること。

画像診断管理加算１／２ ○ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

I013 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 ○ 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する⼗分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置され
ていること。

常勤医師１名の配置を求めており常勤換算を認めていない診療報酬項目の例
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※ 上記の他、Ｄ検査やＫ手術について、常勤医師の配置を求めており、常勤換算を認めていない診療報酬の項目が複数存在する。

○ 常勤換算を認めていない診療報酬項目については、大きく分けて、以下の３類型に分類される。
① 夜間等の緊急対応の必要性が高いもの ② 継続的な診療の必要性が高いもの
③ 研修や経験等の専門性に基づくもの



常勤の看護師の配置を求めている診療報酬項目の例
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○ 外来化学療法加算の施設基準において、化学療法を実施している時間帯は、専任の常勤看護師が治療室に常時勤務
していることとしており、化学療法を実施する時間帯が限定される場合であっても「常勤」であることが要件となっている。

【出典】届出医療機関数：保険局医療課調べ（各年７月１日現在）、算定回数：社会医療診療行為別統計（調査）（各年６月審査分）

外来化学療法加算１ 外来化学療法加算２

外来化学療法加算Ａ 外来化学療法加算Ｂ 外来化学療法加算Ａ 外来化学療法加算Ｂ

①15歳未満 ②15歳以上 ①15歳未満 ②15歳以上 ①15歳未満 ②15歳以上 ①15歳未満 ②15歳以上

点数（1日につき） 820点 600点 670点 450点 740点 470点 640点 370点

算定対象 入院中の患者以外の悪性腫瘍等の患者
（G001静脈内注射、G002動脈注射、G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004点滴注射、G005中心静脈注射、G006植込型カテーテルによる中心静脈注射に加算）

主な算定要件

○ 抗悪性腫瘍剤等による注射の必要性、副作用、用法・容量、その他の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、外来化学療法に係る専用室
において、悪性腫瘍等の治療を目的として悪性腫瘍剤が投与された場合に、投与された薬剤に従い算定

○ 当該保健医療機関で実施される化学療法のレジメン（治療内容）の妥
当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメン
を用いて治療を行ったときのみ算定可能

－

主な施設基準

(１) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(２) 化学療法の経験を５年以上有する専任の常勤医師
(３) 化学療法の経験を５年以上有する専任の常勤看護師（化学療法を
実施している時間帯において常時当該治療室に勤務）

(４) 化学療法に係る調剤の経験を５年以上有する専任の常勤薬剤師
(５) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保
(６) 実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会の
開催（委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に
携わる看護師及び薬剤師から構成され、少なくとも年１回開催）

(１) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(２) 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師（化学療法を実施して
いる時間帯において常時当該治療室に勤務）

(３) 専任の常勤薬剤師
(４) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保

届出医療機関数
及び算定回数
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① チームで診療を提供する項目については、チームのいずれか１人が専従であればよいことと
する。（対象：緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料）

② チームで担当する患者数が一定程度以下の場合は、いずれの構成員も専任であっても差し
支えないこととする。（対象：緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料、栄養サポートチーム加算）

③ 職員の専従が要件となっている精神科専門療法（精神科作業療法、精神科ショート・ケア等）について、当
該業務を実施していない時間帯については、当該業務と関連する他の業務に従事しても差し支えないことと
する。また、当該業務と他の業務が異なる時間帯に実施される場合は、他の業務の専従者として届け出るこ
とを可能とする。

④ 一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供※や外来リハビリテーション等を実施している保険医療機
関については、回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和し、
入院中の患者に対する退院前の訪問指導や退院後３ヶ月以内の患者に対する外来リハビリテーション等を
実施しても差し支えないこととする。

※ リハビリテーション実績指数が37以上

専従要件の緩和

99

※専従は他の業務との兼務が原則不可、専任は他の業務との兼任が可能

（例） 現行（緩和ケア診療加算）

緩和ケアチーム（医師２名、看護師１名、薬剤師１
名）について、少なくとも医師のいずれか１人及び
看護師が専従であること。

400点

（例） 改定後（緩和ケア診療加算）

緩和ケアチームのうちいずれか１人は専従であること。
ただし、当該緩和ケアチームが診療する患者数が１日に
15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。

390点

平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑦

 より効率的な医療提供を可能とする観点から、医療従事者の専従要件※について、医療提供の
質の確保に配慮しつつ、より弾力的な運用が可能となるように見直す。

中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９
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診療報酬項目 点数 診療報酬の概要と医師・看護師に係る施設基準（抜粋）

Ｂ001・１ ウイルス指導管理料 注２ 220点 施設基準の届け出を⾏っている保険医療機関において、後天性免疫不全症群に罹患し
ている患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を
⾏った場合に算定。

【医師・看護師に係る施設基準（抜粋）】
・HIV感染者の診療に従事した経験を５年以上有する専任の医師の１名以上の配置。
・HIV感染者の看護に従事した経験を２年以上有する専従の看護師の１名以上の配置。

Ｈ006 難病患者リハビリテーション料 640点 難病患者の社会⽣活機能の回復を⽬的として難病患者リハビリテーションを⾏った場合に算
定。

【医師・看護師に係る施設基準（抜粋）】
・難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師の１名以上の配置。
・難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法⼠⼜は作業療法⼠の配
置（理学療法⼠⼜は作業療法⼠が1名以上であり、かつ看護師が1名以上）。

Ｈ006 障害児(者)リハビリテーション料
１ 6歳未満の患者の場合
２ 6歳以上18歳未満の患者の場合
３ 18歳以上の患者の場合

225点
195点
155点

脳性⿇痺の患者等に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを⾏った場合に算定。

【医師・看護師に係る施設基準（抜粋）】
・障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師の１名以上の配置。
・障害児(者)リハビリテーション担当する専従の看護師、理学療法⼠⼜は作業療法⼠の配
置（常勤理学療法⼠⼜は常勤作業療法⼠が合わせて2名以上、常勤理学療法⼠⼜は
常勤作業療法⼠のいずれか1名以上及び常勤看護師1名以上が合わせて2名以上のいず
れか）。

専従の看護師の配置が要件の主な診療報酬項目

○ 専従者は他の業務に従事することができないため、例えば、ウイルス指導管理料注２について
は、専従の看護師は他の業務に従事することができない。



人員配置の合理化の推進に係る現状及び課題と論点

【医師の常勤要件について】

○ 常勤換算を認めていない診療報酬項目については、大きく分けて、①夜間等の緊急対応の必要性が高いもの、②継続
的な診療の必要性が高いもの、③研修や経験等の専門性に基づくもの、という３つの類型に分類される。

【看護師の常勤要件について】

○ 外来化学療法加算の施設基準において、化学療法を実施している時間帯は、専任の常勤看護師が治療室に常時勤務
していることとしており、化学療法を実施する時間帯が限定される場合であっても「常勤」であることが要件となっている。

【専従要件について】

○ 専従者は他の業務に従事することができないため、例えば、ウイルス指導管理料注２については、専従の看護師は他の
業務に従事することができない。

【現状及び課題】

【論点】

○ 常勤要件について、常勤換算が可能となっていない診療報酬項目について、常勤の医師の役割や必要性を踏まえ、要
件を見直すことをどのように考えるか。

○ 外来化学療法加算について、柔軟な働き方を推進する観点から、看護師に係る常勤要件を見直すこととしてはどうか。

○ 看護師の専従要件について、業務の効率化を推進する観点から、業務を実施していない時間帯については、他の業務
に従事できるような見直しを検討してはどうか。
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○ タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進

ー 医師事務作業補助体制加算
ー 病院勤務医等の負担軽減策（院内助産/特定⾏為研修終了者）
ー 看護職員の負担軽減等の取組
ー 栄養サポートチーム加算

○ ⼈員配置の合理化の推進
○ 会議の合理化の推進

３．医療従事者の働き⽅③
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医療機関内での取組み 書類作成・研修等の合理化

診療報酬の算定にあたり作成を求めている書類

診療報酬の算定にあたり開催を求めている会議

○ 緩和ケア実施計画書（ A226-2緩和ケア診療加算）
○ 児童・思春期精神医療入院診療計画書（A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料）
○ 栄養治療実施計画（ A233-2栄養サポーチーム加算）
○ 入退院支援加算（A246入退院支援加算） 等
様式を定めているものに加え、診療録への記載を求めている事項も多数存在する。

○症状緩和に係るカンファレンス（A226-2緩和ケア診療加算）
○精神症状の評価や診療方針の決定等に係るカンファレンス及び回診
（A230-4精神科リエゾンチーム加算）

○栄養状態の改善に係るカンファレンス及び回診（A233-2栄養サポートチーム加算）
○認知症患者のケアに係るチームによるカンファレンス（A247認知症ケア加算） 等

診療報酬の算定にあたり求めている研修

○ 緩和ケアに関する研修（医師）（ A226-2緩和ケア診療加算）
○ 認知療法・認知行動療法に関する研修（医師） （I003-2認知行動療法）
○ 所定の研修を修了したもの等が行う院内研修（急性期一般入院基本料 他） 等

中医協 総－２－１
元 ． ５ ． ２ ９
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診療報酬項目 会議の内容

A100 一般病棟入院基本料 ADL維持向上体制加算 入院患者のＡＤＬの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催

A102 結核病棟入院基本料 退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンスを
実施

A226-2 緩和ケア診療加算 症状緩和に係るカンファレンスを週１回程度開催

A230-4 精神科リエゾンチーム加算 精神症状の評価や診療方針の決定等に係るカンファレンス及び回診を週１回程度実施

A233-2 栄養サポートチーム加算 栄養状態の改善に係るカンファレンス及び回診を週１回程度開催

A246 入退院支援加算 病棟の看護師及び入退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等が共同してカンファレ
ンスを実施

A247 認知症ケア加算１ 認知症患者のケアに係るチームによるカンファレンスを週１回程度開催

B001・24 外来緩和ケア管理料 症状緩和に係るカンファレンスを週１回程度開催

B001-2-7 外来リハビリテーション診療料 医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供し
たリハビリテーションスタッフとカンファレンスを実施

B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料１
B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料２

診療方針などに係るカンファレンスを概ね２か月に１回程度の頻度で開催

C005 在宅患者訪問看護・指導料
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
在宅患者緊急時等カンファレンス加算・
同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算

C011 在宅患者緊急時カンファレンス料

在宅で療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該患者に対
する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを実施

C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 褥瘡の指導管理方針について、カンファレンスを実施

診療報酬の算定にあたり求めている会議の例①

個々の症例について多職種で診療方針等を検討するもの

※ A234-3 患者サポート体制充実加算、A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算、A311 精神科救急入院料、A312 精神療養病棟入院料、
A318 地域移行機能強化病棟入院料、疾患別リハビリテーション料、H004 摂食機能療法、I014 医療保護入院等診療料、
I016 精神科在宅患者支援管理料、K664 胃瘻造設術 等が該当する 104



診療報酬項目 会議の内容

入院基本料等 院内感染防止対策委員会を設置し、当該委員会を月１回程度、定期的に開催

入院基本料等 安全管理の責任者等で構成される委員会が月１回程度開催

A200 総合入院体制加算 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、必要に応じて開催

A234 医療安全対策加算１ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを週１回程度開催

A245 データ提出加算 「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年２回以上当該委員会を開催

診療報酬の算定にあたり求めている会議の例②

医療機関における運営・管理体制のために実施するもの

○ 診療報酬の算定に当たり求めている会議として、個々の症例について多職種で診療方針等を検討するもの
と医療機関における運営・管理体制のために実施するものが存在している。

○ 日常的に出席する会議として、「医療安全に係る会議」や「感染対策に係る会議」があげられた。
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図表2 - 53 日常的に出席しなければならない会議（n=1107 （医師））

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和30年度調査）
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図表1 - 162 医師が出席する院内会議に関する負担軽減の取組（n=504（施設））

平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和30年度調査）
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会議の合理化の推進に係る現状及び課題と論点

○ 診療報酬の算定に当たり求めている会議として、個々の症例について多職種で診療方針等を検討するものと医療機関における
運営・管理体制のために実施するものが存在している。

○ 日常的に出席する会議として、「医療安全に係る会議」や「感染対策に係る会議」があげられた。

【現状及び課題】

【論点】

○ 診療報酬の算定に当たり求めている会議について、会議の目的や必要性を踏まえ、開催頻度など必要な見直しをする
こととしてはどうか。
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横断的事項（その２）
（ICTの利活用、情報共有・連携）

中 医 協 総 － ２

元 ． １ １ ． ８

1



横断的事項（その２）

2

１．医療におけるICTの利活用について

○ 患者の診療等における利活⽤

○ カンファレンス等における利活⽤

２．情報共有・連携について

○ 栄養管理に関する退院時の情報提供
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○ 患者の診療等における利活⽤

－ オンライン診療料等

・ オンライン診療の実施状況

・ 医療資源の少ない地域における利活⽤

・ 在宅医療における利活⽤

・ 個別の疾患領域における利活用

－ その他の事項

・ 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P with D）

・ ICTを用いた栄養指導



(新) オンライン診療料 70点（１月につき）

［算定要件］

(1) オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いてオンライン

による診察を行った場合に算定。ただし、連続する３月は算定できない。

(2) 対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料

等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

(3) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計

画に基づき診察を行う。

(4) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診

療に係る指針に沿って診療を行う。

(５) オンライン診療料を算定した同一月に、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約

に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

［施設基準］

(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。

(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。

(3) 一月あたりの再診料等（電話等による再診は除く）及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下であること。

［オンライン診療料が算定可能な患者］

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

特定疾患療養管理料 地域包括診療料

小児科療養指導料 認知症地域包括診療料

てんかん指導料 生活習慣病管理料

難病外来指導管理料 在宅時医学総合管理料

糖尿病透析予防指導管理料 精神科在宅患者支援管理料

オンライン診療料の新設
 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への
配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設する。
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平成30年度診療報酬改定



(新) オンライン医学管理料 100点（１月につき）
［算定要件］

(1) オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信

機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が２月以内の場合

に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。

(2) 対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。

(3) 対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料

等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計

画に基づき診察を行う。

(5) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定

める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

［オンライン医学管理料が算定可能な患者］

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

特定疾患療養管理料 小児科療養指導料 てんかん指導料 難病外来指導管理料

糖尿病透析予防指導管理料 地域包括診療料 認知症地域包括診療料 生活習慣病管理料

オンライン医学管理料の新設
 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を

含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン医学管理料を新設する。
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平成30年度診療報酬改定

0

50

100

150

H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3

オンライン診療料等の算定回数
オンライン診療料

オンライン医学管理料

出典：算定回数：平成30年度NDBデータ 届出医療機関数：保険局医療課調べ（平成30年7月1日時点）

届出医療機関数： 病院／診療所 65／905



○ オンライン診療を実際に実施している施設は、病院24.3％、診療所16.1％であった。

○ オンライン診療を行っている患者数の平均値は、病院・診療所ともに、保険診療の方が保険診療以外よりも
多かった。
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【オンライン診療の実施の有無】

オンライン診療の実施状況

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

24.3%

16.1%

75.7%

80.1%

0.0%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

行っている 行っていない 無回答

オンライン診療の実施状況（病院・診療所別）

【オンライン診療を行っている患者数】

【診療所】

平均値 標準偏差 中央値

保険診療で行っている患者数 4.9 7.2 3.0

保険診療以外で行っている患者数 2.1 5.7 0.0

疾患によって保険診療の場合と保険診療以外の
場合の両方で行っている患者数

0.0 0.0 0.0

施設数 7施設

平均値 標準偏差 中央値

保険診療で行っている患者数 2.8 12.7 1.0

保険診療以外で行っている患者数 0.9 6.1 0.0

疾患によって保険診療の場合と保険診療以外の
場合の両方で行っている患者数

0.0 0.0 0.0

施設数 107施設

患者数（人）

患者数（人）

【病院】



オンライン診療を実施していない患者について

治療上の必要性のため、オンライン診療の適応となり得るが実施していない患者の有無
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○ 治療上の必要性のため、オンライン診療の適用となりえるが実施していない患者がいる施設は、
病院29.7％（1施設当たり平均患者数60.6人）、診療所28.7％（同16.7人）であった。

○ 当該患者にオンライン診療を実施しない理由は、病院では「患者の希望がないため」と「オンラ
イン診療に用いる機器やシステムの導入・運用コストが高いため」が最も多く、診療所では「患者
の希望がないため」と「対面診療の方がすぐれているため」が最も多かった。

【該当患者の有無】

【該当患者数】

【オンライン診療を実施しない理由（複数回答）】

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

29.7%

28.3%

51.4%

56.0%

18.9%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

いる いない 無回答

27.6%

56.3%

33.9%

27.1%

42.2%

12.0%

4.2%

0% 50% 100%

【診療所】
n=192

18.2%

54.5%

27.3%

54.5%

27.3%

9.1%

9.1%

0% 50% 100%

診療報酬の要件を

満たせないため

患者の希望がないため

患者がオンライン診療に用い

る機器を使えないため

ｵﾝﾗｲﾝ診療に用いる機器やｼｽﾃ

ﾑの導入・運用ｺｽﾄが高いため

対面診療の方がすぐれている

ため

その他

無回答

【病院】【病院】【病院】【病院】【病院】【病院】【病院】【病院】【病院】
n=11

【病院】【病院】【病院】

施設数 平均値 標準偏差 中央値
病 院 4施設 60.6 93.3 18.5
診療所 69施設 16.7 39.5 5.0



8

オンライン診療料を算定できない患者が満たせない要件

○ 治療上の必要性のためオンライン診療の適応となり得るが、診療報酬の要件を満たせないために算定でき
ない患者について、満たせない要件をみると、「緊急時に概ね30分以内に対面診療が可能であること」を満た
せない患者が最も多かった。

治療上の必要性のためオンライン診療の適応となり得るが
「診療報酬の要件を満たせないために算定できない患者」について

満たせない要件ごとの患者数

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

平均値 標準偏差 中央値

① オンライン診療料の対象となる管理料を算定していること 8.5 15.4 0.0

② 初診から６月以上（又は直近12月で６回以上）同一医師による対面
診療が必要であること

3.8 7.9 0.0

③ ②の実績を有する医師がオンライン診療を行う必要があること 1.0 3.7 0.0

④ ３月ごとに対面診療を行うこと 3.5 13.3 0.0

⑤ 緊急時に概ね30分以内に対面診療が可能であること 12.7 53.0 0.0

⑥ オンライン診療は対面診療を行った保険医療機関内で行う必要があ
ること

1.0 5.3 0.0

⑦ オンライン在宅管理料が在宅時医学総合管理料の月１回訪問診療を
行っている場合に限った加算であること

2.7 9.0 0.0

⑧ その他 0.3 1.0 0.0

施設数 32施設

患者数（人）



○ 全ての施設に対してオンライン診療に対する考えについてみると、「診療は対面が原則であり、
オンライン診療は対面診療の補完的なものとして行うべきだ」について「そう思う」との回答施設
は、病院59.5％、診療所65.1％であった。

○ 同様に、「対面診療と比べ、オンライン診療では十分な診察を行うことができない」については、
病院37.8％、診療所51.5％、 「オンライン診療に適した状態の患者は少ない」については、病院
32.4％、診療所45.7％であった。

9

【診療は対面が原則であり、オンライン診療は
対面診療の補完的なものとして行うべきだ】

【対面診療と比べ、オンライン診療では十
分な診察を行うことができない】

【オンライン診療に適した状態の患者は
少ない】

オンライン診療に対する考え（病院・診療所別）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

59.5%

65.1%

10.8%

10.3%

18.9%

10.6%

10.8%

14.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答

オンライン診療に対する考え（病院・診療所別）

37.8%

51.5%

29.7%

20.2%

21.6%

14.0%

10.8%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答

32.4%

45.7%

32.4%

23.4%

24.3%

16.3%

10.8%

14.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答



○ 「患者のオンライン診療に対するニーズは少ない」について「そう思う」との回答施設は、病院29.7％、診療
所40.1％であった。

○ 同様に、「オンライン診療に用いる機器やシステムの操作が難しい」については、病院35.1％、診療所
35.6％、「オンライン診療に用いる機器やシステム導入・運用のコストが高い」については、病院59.5％、無床
診療所57.1％、「オンライン診療を行うメリットが手間やコストに見合わない」については、病院45.9％、診療
所58.6％であった。
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【患者のオンライン診療に対するニーズは少ない】 【オンライン診療に用いる機器やシステムの操作が難しい】

【オンライン診療に用いる機器やシステム導入・運用のコストが高い】 【オンライン診療を行うメリットが手間やコストに見合わない】

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

オンライン診療に対する考え（病院・診療所別）

29.7%

40.1%

37.8%

23.7%

21.6%

21.6%

10.8%

14.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答

35.1%

35.6%

37.8%

31.1%

16.2%

18.9%

10.8%

14.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答

59.5%

57.1%

10.8%

11.3%

16.2%

17.2%

13.5%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答

45.9%

58.6%

18.9%

7.4%

21.6%

19.6%

13.5%

14.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

そう思う そう思わない わからない 無回答

オンライン診療に対する考え（病院・診療所別）



○ オンライン診療に対する考えを、オンライン診療の実施・未実施施設で分けてみると、実施施
設では未実施施設より、いずれの選択肢も「そう思わない」の割合が多かった。
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【診療は対面が原則であり、オンライン診療は
対面診療の補完的なものとして行うべきだ】

【対面診療と比べ、オンライン診療では十
分な診察を行うことができない】

【オンライン診療に適した状態の患者は
少ない】

オンライン診療に対する考え（実施・未実施別）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

オンライン診療に対する考え（実施・未実施別）

64.4%

66.3%

22.9%

8.0%

6.8%

12.2%

5.9%

13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答

37.3%

55.0%

47.5%

15.9%

9.3%

15.5%

5.9%

13.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答

32.2%

48.7%

49.2%

19.5%

12.7%

17.8%

5.9%

14.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答

【患者のオンライン診療に対するニーズは少ない】 【オンライン診療に用いる機器やシステムの操作が難しい】

【オンライン診療に用いる機器やシステム導入・運用のコストが高い】 【オンライン診療を行うメリットが手間やコストに見合わない】

34.7%

41.4%

42.4%

21.8%

16.9%

22.9%

5.9%

14.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答

22.9%

39.4%

70.3%

24.1%

0.8%

22.7%

5.9%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答

56.8%

59.0%

28.0%

8.0%

9.3%

19.2%

5.9%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答

55.9%

59.9%

20.3%

5.6%

17.8%

20.4%

5.9%

14.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施施設

（n=118）

未実施施設

（n=573）

そう思う そう思わない わからない 無回答



患者数 平均値 標準偏差 中央値

全体 822人 25.2 31.9 15.0

(うち) オンライン診療の受診経験有り 85人 52.2 63.6 30.0

(うち) オンライン診療の受診経験無し 737人 22.1 24.1 15.0

オンライン診療の受診経験の有無

○ 調査票を配布された医療機関においてオンライン診療を受けた経験のある患者は10.7％
であった。

○ オンライン診療を受診した経験がある患者は、全体に比べ50歳代の割合が多かった。

○ 自宅から受診した医療機関への移動時間とオンライン診療の受診経験をみると、受診経
験ありの方が自宅からの移動時間が長かった。
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受けたこ

とがある

10.7%

受けたこ

とがない

91.3%

n=831

3.2%

5.4%

12.8%

23.7%

21.0%

15.6%

12.1%

5.6%

0.7%

0% 20% 40%

n=744
【受診経験無し】

10.3%

2.3%

13.8%

14.9%

24.1%

14.9%

8.0%

11.5%

0.0%

0% 20% 40%

n=87
【受診経験有り】

4.0%

5.1%

12.9%

22.7%

21.3%

15.5%

11.7%

6.3%

0.6%

0% 20% 40%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

無回答

n=831
【全体】

年齢（受診経験の有無別）

オンライン診療を受けた患者の状況

自宅から受診した医療機関への移動時間（片道・分）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（患者票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

オンライン診療を受けた患者の状況



オンライン診療を保険診療・保険外診療
のどちらで受診したか

○ オンライン診療を受診した経験のある患者について、オンライン診療を保険診療、保険外
診療（自由診療）のどちらで受診したか尋ねたところ、「保険診療として受けた」が85.1％、
「保険外診療として受けた」が3.4％、「保険診療の場合と保険外診療の場合があった」が
5.7％であった。

○ オンライン診療を行うことを決定する際に、医師から利用計画や注意点等の説明を受けた
かどうか尋ねたところ、「受けた」が87.4％、「受けなかった」が5.7％であった。
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オンライン診療を行うことを決定する際に
医師から利用計画や注意点等の説明を受けたか

オンライン診療を受けた患者の状況

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（患者票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

オンライン診療を受けた患者の状況

保険診療と

して受けた

85.1%

保険外診療

（自由診

療）として

受けた

3.4%

保険診療の

場合と保険

外診療の場

合があった

5.7%

わからない

5.7%

n=87

受けた

87.4%

受けな

かった

5.7%

覚えてい

ない

4.6%

無回答

2.3%

n=87



オンライン診療を受けた際に感じたこと

○ オンライン診療を受診した経験のある患者が感じたことについてみると、「対面診療と比べて十
分な診察を受けられないと感じた（直接触って異常を見つけてもらうことができない等）」について
「そう思う」との回答者は14.9％であった。

○ 同様に、「対面診療と比べて十分なコミュニケーションを取れないと感じた」では10.3％、「映像が
遅れる・声が途切れる等により診察がスムーズに進まなかった」では16.1％、「機器や診療システ
ムの使い方が難しかった」では14.9％であった。
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【対面診療と比べて十分な診察を受けられないと感じた
（直接触って異常を見つけてもらうことができない等）】

14.9% 73.6% 10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない

【対面診療と比べて十分なコミュニケーションを取れないと感じた】

10.3% 85.1% 3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない

【映像が遅れる・声が途切れる等により診察がスムーズに進まなかった】

16.1% 80.5% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない

【機器や診療システムの使い方が難しかった】

14.9% 81.6% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない

オンライン診療を受けて感じたこと

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（患者票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。



○ オンライン診療を受診した経験のある患者が受診して感じたことについてみると、「対面診療と比べて受診す
る時間帯を自分の都合に合わせられた」について「そう思う」との回答者は87.4％であった。

○ 同様に、「対面診療と比べて待ち時間が減った」では90.8％、「オンライン診療の手間や費用負担に見合うメ
リットがあると感じた」では79.3％であった。

○ その他の意見としては以下のようなものがあった。
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【対面診療と比べて受診する時間帯を自分の都合に合わせられた】

87.4%

5.7%

4.6%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない 無回答

【対面診療と比べて待ち時間が減った】

90.8%

5.7%

0.0%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない 無回答

【オンライン診療の手間や費用負担に見合うメリットがあると感じた】

79.3% 4.6% 14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診経験有り

（n=87）

そう思う そう思わない わからない

オンライン診療を受けて感じたこと

・忙しい時、なかなか受診や処方がない時に困っていたので便利。

・地方に住んでいて専門機関が東京にしかないためオンライン診
療は本当に助かる。

・患者は認知症のため待合室で待っていることができず、帰宅し
たがり大変だったが、オンライン診療ではその苦労がなく助かっ
ている。
・システム利用料のような費用が発生してしまうのがデメリット。

・オンライン診療後は結局、処方せんと支払いに来院しなければ
ならないのが難しい。

その他の意見

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（患者票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

オンライン診療を受けた際に感じたこと



今後の受診についての考え方（受診経験の有無別）

○ オンライン受診経験の有無別に今後の受診についての考え方について尋ねたところ、オンライ
ン診療の受診経験のある患者では「できるだけオンライン診療を受けたい」が最も多く、受診経
験のない患者では「できるだけ対面診療を受けたい」が最も多かった。
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52.2%

4.8%

24.1%

13.0%

1.9%

4.0%

0% 50% 100%

n=744
【受診経験無し】

6.9%

55.2%

32.2%

0.0%

5.7%

0.0%

0% 50% 100%

n=87
【受診経験有り】

47.4%

10.1%

24.9%

11.7%

2.3%

3.6%

0% 50% 100%

できるだけ対面診療を受けたい

できるだけオンライン診療を

受けたい

対面診療かオンライン診療かは

医師の判断に任せたい

わからない

その他

無回答

n=831
【全体】

今後の受診に対する考え方（受診歴あり・なし）

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（患者票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。



オンライン診療を受けたことが無い理由
（オンライン診療の受診経験の無い患者）

○ オンライン診療を受診した経験のない患者にその理由を尋ねたところ、「できるだけ対面診療を
受けたいと考えているため」45.8％が最も多く、次いで「医師からオンライン診療を提案されたこと
がないため」40.5％であった。
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45.8%

29.0%

40.5%

2.0%

3.5%

12.8%

8.7%

3.9%

0% 50% 100%

できるだけ対面診療を受けたいと考えているため

オンライン診療の必要性を感じたことがないため

医師からオンライン診療を提案されたことがないため

医師から保険診療としてのオンライン診療の適に

ならないと言われているため

オンライン診療にかかる費用が高いため

機器や診療システムの使用が難しいため

その他

無回答

n=744

オンライン診療を受けたことがない理由

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（患者票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。
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○ 患者の診療等における利活⽤

－ オンライン診療料等

・ オンライン診療の実施状況

・ 医療資源の少ない地域における利活⽤

・ 在宅医療における利活⽤

・ 個別の疾患領域における利活用

－ その他の事項

・ 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P with D）

・ ICTを用いた栄養指導
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医療資源の少ない地域及びへき地に配慮した項目の整理

○ 医療資源の少ない地域に配慮した要件とへき地に配慮した要件が分けて設定されている。

（注） へき地が存在している地域であるが、医療資源の少ない地域ではない地域もあれば、医療資源の少ない地域であるが、へき地が存在しない
地域もある。また、医療資源の少ない地域であって、へき地が存在している地域もある。

医療資源の少ない地域 へき地医療拠点病院等

○ 緩和ケア診療加算等の人員配置の緩和
○ 地域包括ケア病棟入院料１・３の病床数
要件の緩和

○ ICTを用いたカンファレンスの要件緩和
等

対象 対象外

〇 遠隔画像診断
〇 保険医療機関間の連携による病理診断に
関する施設基準

等

対象外 対象

１ラウンド（７月10日総会）での主な意見
○ 医療資源の少ない地域に配慮した評価について、算定がされていない原因を分析する必要があるのではないか。
○ へき地については、医療資源も限られており、その他の地域と一律に扱うのは困難な場合もあるのではないか。
○ ICTの活用は、医療資源の少ないところでこそ生かせるのではないか。
○ 遠隔画像診断のようなICTを利活用するに当たっては、へき地とそれ以外で丁寧に要件を設定することが必要ではないか。
○ 医療資源の少ない地域やへき地については、ICTの活用を含め、どのように医療を提供していけるのかということを検討す

る必要があるのではないか。

中 医 協 総 － ２
元 ． ９ ． ２ ５ （ 改 ）



医療資源の少ない地域の医療機関へのヒアリング調査結果

設問 医療機関の主な意見等

地域連携の状況 ・ ICTによる連携とケア会議を運営しており、大変効果がある。

診療提供体制等の状況

○ 人員配置
・ 専従要件が緩和されても、職員の絶対数が不足する。
・ 医師や看護師等について、常勤の職員が不足している。
・ 社会福祉士が不足している.
○ 研修
・ 研修の機会の確保が難しい。
・ オンライン講義を教育に活用している。
・ e-ラーニングによる研修がありがたい。
○ ICT
・ 遠隔診療の導入を予定している。
・ ICTを用いた画像情報の連携を実施している。
○ その他
・ 医師事務作業補助者が非常に有用である。
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診調組 入－１
元．７．３（改）

○ 医療資源の少ない地域に所在する医療機関にヒアリング調査を行ったところ、ICTの活用に効
果があるという意見や、活用を予定しているという意見があった。

出典：平成30年度入院医療等の調査
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医療資源の少ない地域における実施状況

○ オンライン診療の届出及び実施について、医療資源の少ない地域とその他の地域別にみると、
医療資源の少ない地域に所在する医療機関の方が、届出あり・実施ありの割合が高かった。

50.0%

47.9%

50.0%

49.7%

0.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療資源少地域

（n=20）

その他地域

（n=656）

届出あり 届出なし 無回答

20.0%

16.5%

80.0%

80.0%

0.0%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療資源少地域

（n=20）

その他地域

（n=656）

行っている 行っていない 無回答

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

【オンライン診療料の施設基準の届出の有無】 【オンライン診療の実施の有無】

オンライン診療の実施状況（医療資源の少ない地域・その他地域別）



離島・へき地の初診の対⾯診療に関する指針の記載について

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７⽉⼀部改訂）

【オンライン診療の提供に関する事項】
（最低限遵守する事項）
○ 離島・へき地など医師、医療機関が少ない地域において、地域の患者を診療する医療機関の常勤の医師が１⼈
のみであることや非常勤の医師が交代勤務をしていることにより、これらの医師の急病時等に診療を⾏うことが
できない時は、代診を⽴てることが原則であるが、代診を⽴てられないこと等により当該医療機関の患者の診療
継続が困難となる場合において、⼆次医療圏内における他の医療機関が初診からオンライン診療を⾏うことは、
ⅳ（※）に該当し可能であること。ただし、対象となる患者は、診療継続が困難となった医療機関において、既
に対⾯診療を受けたことがある患者であること、当該医療機関は患者からオンライン診療を⾏うことについて同
意を得ること、及びオンライン診療を実施する医療機関とあらかじめ医療情報を共有することが必要である。な
お、この場合においては、オンライン診療の後の対⾯診療は、既に対⾯診療を受けている医療機関で実施するこ
と。

（※）参考
ⅱ 初診は、原則として直接の対⾯による診療を⾏うこと。
ⅲ 急病急変患者については、原則として直接の 対⾯による診療を⾏うこと。なお、急病急変患者であっても、
直接の対⾯による診療 を⾏った後、患者の容態が安定した段階に至った際は、オンライン診療の適⽤を検討し
てもよい。

ⅳ ⅱ及びⅲの例外として、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合などにおいて、患者のため
に速やかにオンライン診療による診療を⾏う必要性が認められるときは、オンライン診療を⾏う必要性・有効
性とそのリスクを踏まえた上で、医師の判断の下、初診であってもオンライン診療を⾏うことは許容され得る。
ただし、この場合であっても、オンライン診療の後に、原則、直接の対⾯診療を⾏うこと。

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、離島・へき地などで医師の急病時等やむを得ない場
合に限り、患者の同意と事前の医療情報の共有を行った上で、二次医療圏内の他の医療機関の医師が初診
からオンライン診療を行うことが可能とされた。
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オンライン診療を行う医師の所在について

○ オンライン診療料の要件において、医師は事前に対面診療を行っている医療機関内でオンラン診療を行うこととしている。

○ 現行の要件では、へき地において、医師が定期的に遠方の医療機関に診療支援を行い、当該支援先の病院で対面診療を
行っている患者にオンライン診療を行う場合、派遣元の医療機関からオンライン診療を行うことはできない。

・ 普段、県立中央病院の医師は遠方の
医療機関（県立海部病院）に診療支援
を行っており、支援先の医療機関で定
期的な対面診療を行う。

・ この場合、医師が県立中央病院から
オンライン診療を行っても、オンライン
診療料は算定できない。

※総合特区提案における徳島県病院局資料を用いて医療課作成

○ オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診
療に係る指針に沿って診療を行う。

オンライン診療料の要件

総合特区における提案（イメージ図）

現行の要件においては
オンライン診療料は算定不可



医師の所在に関する指針の記載について

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７⽉⼀部改訂）

【オンライン診療の提供体制に関する事項】
（考え方）
○ 医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を⾏う必要はないが、騒音のある状況等、患者の心身の状
態に関する情報を得るのに不適切な場所でオンライン診療を⾏うべきではない。

○ また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者の⼼⾝の状態に関する情報を得ら
れる体制を確保しておくべきである。

○ また、オンライン診療は患者の⼼⾝の状態に関する情報の伝達を⾏うものであり、当該情報を保護する観点か
ら、公衆の場でオンライン診療を⾏うべきではない。

○ 責任の所在を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。

（最低限遵守する事項）
○ オンライン診療を⾏う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにしていること。
○ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間に
おいてオンライン診療を⾏わなければならない。

○ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が途切れる等、オンライン診療を
⾏うに当たり適切な判断を害する場所でオンライン診療を⾏ってはならない。

○ オンライン診療を⾏う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療すること等により、医療機関に
居る場合と同等程度に患者の⼼⾝の状態に関する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急や
むを得ない場合には、この限りでない。

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、医師は医療機関に所属していることや、患者の心身
の状態を把握するのに適切な環境でオンライン診療を行うことが規定されている。
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○ 患者の診療等における利活⽤

－ オンライン診療料等

・ オンライン診療の実施状況

・ 医療資源の少ない地域における利活⽤

・ 在宅医療における利活⽤

・ 個別の疾患領域における利活用

－ その他の事項

・ 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P with D）

・ ICTを用いた栄養指導



(新) 在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料 100点（１月につき）
［算定要件］

(１) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を１回のみ行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に、リア

ルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数

に加えて算定する。ただし、連続する３月は算定できない。

(２) 対象となる管理料を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を

初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

［オンライン在宅管理料が算定可能な患者］

在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

１ｗ ２ｗ ３ｗ ４ｗ ５ｗ ６ｗ ７ｗ ８ｗ ９ｗ １０ｗ 11w 12w

● ● ○ ● ●

在宅時医学総合管理料（月１回）

＋
訪問診療料 オンライン在宅管理料 100点オンライン在宅管理料 100点

＋

●︓訪問診療 ○︓オンライン診察

＋＋

在宅時医学総合管理料（月１回）

＋
訪問診療料

在宅時医学総合管理料（月２回）

訪問診療料 訪問診療料

オンライン在宅管理料の新設
平成30年度診療報酬改定

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を

含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン在宅管理料等を新設する。
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オンライン在宅管理料の算定回数

届出医療機関数： 病院／診療所 65／905

出典：算定回数：平成30年度NDBデータ 届出医療機関数：保険局医療課調べ（平成30年7月1日時点）

オンライン在宅管理料



平均値 標準偏差 中央値

① オンライン診療料の対象となる管理料を算定していること 8.5 15.4 0.0

② 初診から６月以上（又は直近12月で６回以上）同一医師による対面
診療が必要であること

3.8 7.9 0.0

③ ②の実績を有する医師がオンライン診療を行う必要があること 1.0 3.7 0.0

④ ３月ごとに対面診療を行うこと 3.5 13.3 0.0

⑤ 緊急時に概ね30分以内に対面診療が可能であること 12.7 53.0 0.0

⑥ オンライン診療は対面診療を行った保険医療機関内で行う必要があ
ること

1.0 5.3 0.0

⑦ オンライン在宅管理料が在宅時医学総合管理料の月１回訪問診療を
行っている場合に限った加算であること

2.7 9.0 0.0

⑧ その他 0.3 1.0 0.0

施設数 32施設
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オンライン診療料を算定できない患者が満たせない要件

○ 治療上の必要性のためオンライン診療の適応となり得るが、診療報酬の要件を満たせないために算定でき
ない患者についてみると、「オンライン在宅管理料が在宅時医学総合管理料の月１回訪問診療を行った場合
に限った加算であること」を満たせない患者も一定程度いた。

【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査」（施設票）（速報値）
○ オンライン診療料の届出施設 1,281施設、未届出施設 1,000施設について、それぞれ１施設当たり、オンライン診療を受診している患者３名、オンライン診療を受診していない患者２名を対象として調査を実施。

再掲

患者数（人）

治療上の必要性のためオンライン診療の適応となり得るが
「診療報酬の要件を満たせないために算定できない患者」について

満たせない要件ごとの患者数



在宅診療に関する指針の記載について

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７⽉⼀部改訂）

【オンライン診療の提供に関する事項】
（最低限遵守する事項）
○ 原則として、オンライン診療を⾏う全ての医師は、直接の対⾯診療を経た上でオンライン診療を⾏うこと。
○ ただし、在宅診療において複数の医師が交替で対応する仕組みが構築されている場合や複数の診療科の医師が
チームで診療を⾏う場合などにおいて、複数医師が関与することについて診療計画で明⽰しており、いずれかの
医師が直接の対⾯診療を⾏っている場合は、全ての医師について直接の対⾯診療が⾏われていなくとも、これら
の医師が交代でオンライン診療を⾏うこととして差し⽀えない。

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、在宅診療で複数の医師がチーム診療を行う場合等は、
全ての医師について直接の対面診療が行われていなくても、当該チームの医師が初診からオンライン診療を
行うことができるとされている。
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○ 患者の診療等における利活⽤

－ オンライン診療料等

・ オンライン診療の実施状況

・ 医療資源の少ない地域における利活⽤

・ 在宅医療における利活⽤

・ 個別の疾患領域における利活用

－ その他の事項

・ 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P with D）

・ ICTを用いた栄養指導



・虚血性心疾患
（心筋梗塞、狭心症）
・脳卒中
（脳出血、脳梗塞等）
・糖尿病の合併症
（人工透析、網膜症
による失明）

・肥満症
・高血圧症
・脂質異常症
・糖尿病

・肥満
・高血圧
・脂質異常
・高血糖

・不適切な食生活
・運動不足
・ストレス過剰
・睡眠不足
・飲酒
・喫煙 等

（メタボリックシンドローム
該当者）

・要介護
（半身の麻痺、認知
症） 等

【不適切な生活習慣】 【生活習慣病発症】【境界領域期】

（メタボリックシンドローム
予備群）

【生活機能の低下・
要介護状態】

【重症化・合併症】

生活習慣病と合併症

○ 不健康な生活習慣の継続により、境界領域期、生活習慣病発症、重症化・合併症、生活機能の低下・要介護状態へと段階
的に進行していく。

○ どの段階でも、生活習慣を改善することで進行を抑えることができる。
○ とりわけ、境界領域期での生活習慣の改善が、生涯にわたって生活の質（ＱＯＬ）を維持する上で重要である。

重症化
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42.7

0 20 40 60

健康診断で指摘
された

他院等で勧めら
れた

家人・友人・知
人に勧められた

病気ではないか
と不安に思った

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

糖尿病
高血圧性疾患

心疾患（高血圧性のものを除く）
脳血管疾患

喘息
腎不全

自覚症状があった 自覚症状がなかった 覚えていない 無回答

初診時の自覚症状の有無（傷病別）と受診までの期間

○ 糖尿病や高血圧性疾患は、初診時に自覚症状がない患者も多い。
○ 自覚症状がない患者は、自覚症状がある患者と比べて、受診までの期間が長い傾向。
〇 自覚症状がなかった患者が受診した理由をみると、「健康診断で指摘された」が最も多い。

出典：平成29年度受療行動調査
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１か月未満

１か⽉〜

３か月未満

３か月以上 覚えて

いない

無回答

自覚症状があった 自覚症状がなかった
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自覚症状がなかった患者が受診した理由（複数回答）自覚症状の有無別の受診までの期間

主な症状別の初診時の自覚症状の有無

（%）
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生活習慣病患者が初診までに要する時間

○ 生活習慣病が主病で通院中の患者について、何らかの自覚症状があってから初診までに要した時間をみる
と、１週間以上が約７割、半年以上が約３割であった。

○ 初診までに１週間以上要した患者について、その理由をみると、「医療機関にかかるほどでもないと思った
から」が最も多く、次いで「受診する時間が作れなかったから」が多かった。

＜自覚症状があってから初診までに要した時間＞ ＜初診までに１週間以上要した理由＞

1週間未満,

31.6%

1週間以上〜

1ヶ月未満,

23.3%

1ヶ⽉以上〜

3ヶ月未満,

9.7%

3ヶ⽉以上〜

6ヶ月未満,

5.3%

6ヶ⽉以上〜

1年未満,

4.4%

1年以上,

25.7%

生活習慣病が主病の患者
（n=206）

9.2%

1.4%

1.4%

2.1%

5.6%

8.5%

9.2%

21.1%

34.5%

39.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他【 】

会社にわかってしまうのが嫌だったから

就職に不利になるのではないかと思ったから

予約がいっぱいで取れなかったから

病気だとわかることが怖かったから

外出するのが億劫だった／しんどかったから

どこに受診すればいいかわからなかったから

病気だと思っていなかったから

受診する時間が作れなかったから

医療機関にかかるほどでも無いと思ったから

生活習慣病が主病の患者
（n=142）

【出典】遠隔医療学会皮膚科分科会による調査（全国20-65歳の男女で健診等で指摘を受けた患者又は１年以内に通院歴のある1545名の患者に対する調査）の結果を用いて医療課作成
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生活習慣病患者の定期的な通院について

○ 生活習慣病が主病で医師等から定期的な通院を指示された患者のうち、「治療を受ける必要性を感じない」
や「どちらともいえない」と回答した患者は、自覚症状の有無に関わらず約２～３割いた。

○ 生活習慣病の患者に無理なく定期的に通院できる頻度をきくと、２～３月に１回程度が多かった。

＜自覚症状の有無と治療を受ける必要性の感じ方＞ ＜無理なく定期的に通院できる頻度＞

生活習慣病が主病の患者
（n=497）

生活習慣病が主病の患者
（n=239）

65.2%

76.1%

18.7%

13.9%

16.1%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⾃覚症状（痛みや不調）がないが、医

師または保健師等の第三者から「定期

的に通院してください」と言われた場合

⾃覚症状（痛みや不調）があり、医師

から「定期的に通院してください」と言われ

た場合

治療を受ける必要性を感じる 治療を受ける必要性を感じない

どちらともいえない

25.9%

29.3%

28.9%

7.1%

1.3%

7.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1か月に1回程度

2か月に1回程度

3か月に1回程度

半年に1回程度

1年に1回程度

その他

【出典】遠隔医療学会皮膚科分科会による調査（全国20-65歳の男女で健診等で指摘を受けた患者又は１年以内に通院歴のある1545名の患者に対する調査）の結果を用いて医療課作成



〇 平成30年度総務省調査研究事業において、４つのフィールドでオンライン診療の実証が行われた。

オンライン診療の活用事例
③総務省の調査研究事業

出典：オンライン診療の普及促進に向けたモデル構築にかかる調査研究（平成30年度総務省調査研究事業）の資料を用いて医療課作成 34

フィールド① フィールド② フィールド③ フィールド④

実証地域 福岡県福岡市 茨城県つくば市 愛知県名古屋市 神奈川県藤沢市

地域特性 都市部 地方部 都市部 地方部

実証概要

診療から処方、服薬指導
（一部遠隔服薬指導を含
む）の一連の実施手順の
実証

訪問看護師等介在モデル
の検証

オンライン診療による勤労
者の治療と仕事の両立支
援

介護付き老人ホームを想
定したオンライン診療モデ
ルの策定

患者特性

在宅医療が必要な患者 通院しているものの交通
手段の問題から定期受診
が困難な患者、在宅療養
が必要な患者

勤労世代の糖尿病患者 介護施設において療養を
行っている患者

参加機関の種類 診療所、病院、薬局
診療所、訪問看護ステー
ション

病院 病院、介護施設

実証成果

・オンライン診療と併せた
遠隔服薬指導の実施手順
について整理

・訪問看護師等がオンライ
ン診療をサポート（機器の
設定、患者の容態の確認
等）することの有用性を確
認

・勤労世代の糖尿病患者
におけるオンライン診療の
有用性を確認

・介護施設におけるオンラ
イン診療の実施手順を整
理

中 医 協 総 － ２
元 ． ６ ． １ ２
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オンライン診療の実証結果（事後アンケート）

○ 勤労世代の糖尿病患者に対するオンライン診療の実証結果をみると、オンライン診療を受診しての感想としては「計画的な
治療予定を組めた（継続しやすかった）」や「時間を効率的に使えた」に対する「とてもそう思う」が多かった。

○ 不満点・懸念点としては「特になし」が多かった。

対象：主に40～50代の勤労者 かつ 糖尿病で継続的に６か月以上対面診療を受けている患者（n=19）
内容：事前に患者説明・同意の上、計画的なオンライン診療で糖尿病の管理（生活習慣指導・定期処方等）を行った

実証事業

出典：オンライン診療の普及促進に向けたモデル構築にかかる調査研究（平成30年度総務省調査研究事業）の資料を用いて医療課作成
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オンライン診療の実証結果（事後アンケート）

○ 勤労世代の糖尿病患者に対するオンライン診療の実証結果をみると、対面診療と比較したオンライン診療の満足度としては
「対面診療と変わらない」が多かった。

○ 今後のオンライン診療利用意向としては「この頻度（月１回程度）で継続利用したい」が多かった。

対象：主に40～50代の勤労者 かつ 糖尿病で継続的に６か月以上対面診療を受けている患者（n=19）
内容：事前に患者説明・同意の上、計画的なオンライン診療で糖尿病の管理（生活習慣指導・定期処方等）を行った

実証事業

出典：オンライン診療の普及促進に向けたモデル構築にかかる調査研究（平成30年度総務省調査研究事業）の資料を用いて医療課作成
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難病領域に対するオンライン診療の活用

○ HTLV-1関連脊髄症（指定難病）の患者の遠隔医療（オンライン診療）に対する受診意向をみると、遠隔医療
を「受けたい」患者は「受けたくない」患者より多く、理由として「病院に行く手間が省けるから」が多かった。

75.0%

30.0%

28.3%

16.7%

8.3%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80%

病院に⾏く⼿間が省けるから

医師の診察回数が今より増えるから

近隣の医療機関に、より安⼼して受診で

きると思うから

漠然とした期待から

新聞やテレビなどの報道で取り上げていた

のを⾒たから

無回答

＜遠隔医療を「受けたい」理由＞

60.0%

40.0%

20.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80%

実際に医師と直接話しをしたいから

医師とのコミュニケーションが減ると思うから

無回答

医師の診察回数が今より減るから

＜遠隔医療を「受けたくない」理由＞

45% 8% 44% 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

＜遠隔医療を受けたいと思うか＞

受けたい

受けたくない

わからない

無回答

（n=134）

（n=97） （n=13）

【出典】平成２９年度厚生労働行政推進調査事業「遠隔診療の有効性・安全性に関するエビデンスの飛躍的な創出を可能とする方策に関する研究」の資料を用いて医療課作成
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専門的な医療機関に受診する患者について

○ 通院中の医療機関の選択理由が「自分の疾患の専門医だから」又は「医師から紹介されたから」である患者は、通院に１時
間程度又はそれ以上かけている割合が比較的多い。

○ 当該患者がオンライン診療に期待することをみると、「遠方の専門医による診察を受けることができそうだから」が約３割で
あった。

20分以内,

24.8%

30分以内,

28.2%
45分以内,

9.4%

1時間程度,

19.7%

1時間以上,

17.9%

20分以内,

39.4%

30分以内,

32.2%

45分以内,

9.9%

1時間程度,

11.8%

1時間以上,

6.7%

通院中の医療機関の選択理由が「自分の疾患の専門医だから」又は
「医師から紹介されたから」である理由の患者（n=117）

（参考）全体（n=1545）

0.0%

2.0%

4.0%

8.0%

12.0%

13.0%

16.0%

21.0%

32.0%

79.0%

0% 20% 40% 60% 80%100%

その他【 】

実際にオンライン診療を利⽤した患者さ
んや家族から聞いたから

病院／クリニックまでの移動の際の安全
に懸念があるため（お⼦さんを連れて…

新聞やテレビなどの報道で取り上げてい
たのを⾒たから

漠然とした期待から

病院／クリニック内での感染リスクを減ら
せそうだから

受診の回数を増やせそうだから

近隣の医療機関とオンラインで繋がれる
ことで、より安心して受診できると思うから

遠方の専門医による診察を受けることが
できそうだから

病院に⾏く⼿間が省けるから

オンライン診療に期待すること
（n=100）

【出典】遠隔医療学会皮膚科分科会による調査（全国20-65歳の男女で健診等で指摘を受けた患者又は１年以内に通院歴のある1545名の患者に対する調査）の結果を用いて医療課作成



その他の事項に関する指針の記載について（事前の対⾯診療）

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７⽉⼀部改訂）
【基本理念】
○ ⽇頃より来院し対⾯診療を重ねている等、オンライン診療は医師と患者に直接的な関係が既に存在する場合に
限って利⽤されることが基本であり、原則として初診は対⾯診療で⾏い、その後も同⼀の医師による対⾯診療を
適切に組み合わせて⾏うことが求められる。

【オンライン診療の提供に関する事項】
（最低限遵守する事項）
○ 初診は、原則として直接の対⾯による診療を⾏うこと。
○ 例外として、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合などにおいて、患者のために速やかにオ
ンライン診療による診療を⾏う必要性が認められるときは、オンライン診療を⾏う必要性・有効性とそのリスク
を踏まえた上で、医師の判断の下、初診であってもオンライン診療を⾏うことは許容され得る。ただし、この場
合であっても、オンライン診療の後に、原則、直接の対⾯診療を⾏うこと。

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、オンライン診療は医師と患者に直接的な関係が既に
存在する場合に限って利用されることが基本であり、原則として初診の対面診療と、再診以降も同一の医師
による対面診療を適切に組み合わせることを求めている。
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1ヶ月に2回以上

1ヶ月に1回程度

2か月に1回程度

3か月に1回程度

半年に1回程度

1年に１回程度

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

＜主に治療をしている疾患の通院頻度＞

1-2回

3-4回

5-6回

7回以上

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

＜同一医師の受診回数（年間）＞（n=1545） （n=1545）

（％）（％）

【参考】 主病の通院頻度と年間の同一医師の受診回数

【出典】遠隔医療学会皮膚科分科会による調査（全国20-65歳の男女で健診等で指摘を受けた患者又は１年以内に通院歴のある1545名の患者に対する調査）の結果を用いて医療課作成



その他の事項に関する指針の記載について（緊急時の対応）

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７⽉⼀部改訂）

【基本的理念】
○ 患者の急変などの緊急時等で、オンライン診療の実施が適切でない状況になった場合においても、患者の安全
が確保されるよう、医師は、必要な体制を確保しなければならない。

【オンライン診療の提供に関する事項】
（最低限遵守する事項）
○ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を判断し、オンライン診療を⾏うことが
適切でないと判断した場合はオンライン診療を中⽌し、速やかに適切な対⾯診療につなげること。

○ 離島など、急変時の対応を速やかに⾏うことが困難になると想定される場合については、急変時の対応につい
て、事前に関係医療機関との合意を⾏っておくべきである。

○ 医師がオンライン診療を⾏っている間、患者の状態について十分に必要な情報が得られていると判断できない
場合には、速やかにオンライン診療を中⽌し、直接の対⾯診療を⾏うこと。

○ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対⾯診療を
⾏える体制を整えておくこと。

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、医師は患者の急変などの緊急時等であっても患者の
安全が確保されるよう、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整
えておくこと等、必要な体制を確保することとされている。

問 区分番号「Ａ００３」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30 分以内に当該保険医療機関が対⾯による診
察が可能な体制を有していること。」とあるが、算定対象となる患者に対して、厳密に30 分以内に診察できる体制がなければ、
施設基準の要件を満たさないのか。

答 「緊急時に概ね30 分以内に当該保険医療機関が対⾯による診察が可能な体制」とは、⽇常的に通院・訪問による診療が可能な患
者を対象とするものであればよい。

【参考】 診療報酬の算定方法に係る疑義解釈資料（平成30年3月30日付け事務連絡）

40



オンライン診療料等に係る現状及び課題と論点

（オンライン診療の実施状況）

○ オンライン診療料等の算定回数は徐々に増加傾向にある。調査においてオンライン診療を実施している施設は病院の24.3％、診療所の
16.1％であった。

○ オンライン診療の適応となり得るが実施していない患者について、実施しない理由は「患者の希望がないため」が多かった。診療報酬の要件
を満たせないために算定できない患者については、「緊急時に概ね30分以内に対面診療が可能であること」を満たせない患者が多かった。

（医療資源の少ない地域における利活用）

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、離島・へき地などで医師の急病時等やむを得ない場合に限り、患者の同意と事前の医
療情報の共有を行った上で、二次医療圏内の他の医療機関の医師が初診からオンライン診療を行うことが可能とされた。

○ オンライン診療料の要件において、医師は事前に対面診療を行っている医療機関内でオンラン診療を行うこととしている。現行の要件では、
へき地において、医師が定期的に遠方の医療機関に診療支援を行い、当該支援先の病院で対面診療を行っている患者にオンライン診療を
行う場合、派遣元の医療機関からオンライン診療を行うことはできない。

（在宅医療における利活用）

○ 治療上の必要性のためオンライン診療の適応となり得るが、診療報酬の要件を満たせないために算定できない患者についてみると、「オンラ
イン在宅管理料が在宅時医学総合管理料の月１回訪問診療を行った場合に限った加算であること」を満たせない患者も一定程度いた。

（個別の疾患領域における利活用）

○ 生活習慣病患者は初診時に自覚症状がなく、健診で指摘されて受診する場合も多い。自覚症状があっても受診までに時間を要する場合や
定期通院の必要性を感じない患者がいる。無理なく定期通院できる頻度は２～３か月に１回程度が多い。

○ 一部の指定難病の患者の遠隔医療に関する調査では、「病院に行く手間が省けるから」等の理由で遠隔医療を受けたい患者が多かった。

【現状及び課題】

【論点】

○ オンライン診療の実施状況、オンライン診療の適切な実施に関する指針、関連する調査結果等を踏まえ、オンライン診
療を対面診療と組み合わせて有効・安全に活用するために、医療資源の少ない地域とそれ以外の地域のそれぞれにお
いて、現行の算定要件や施設基準をどのように考えるか。

○ 生活習慣病や難病領域における調査結果等を踏まえ、これらの疾患に対して行う場合の要件をどのように考えるか。
また、現在対象となっていない疾患領域におけるオンライン診療の利活用については、学会から提出された医療技術評
価提案書のエビデンスを踏まえ、引き続き検討してはどうか。 41
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○ 患者の診療等における利活⽤

－ オンライン診療料等

・ オンライン診療の実施状況

・ 医療資源の少ない地域における利活⽤

・ 在宅医療における利活⽤

・ 個別の疾患領域における利活用

－ その他の事項

・ 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P with D）

・ ICTを用いた栄養指導



患者が医師といる場合のオンライン診療に関する指針の記載について

オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７⽉⼀部改訂）

【オンライン診療の提供に関する事項】
○ 患者が医師といる場合のオンライン診療 （以下「 D to P with D 」という。）において、情報通信機器を通
じて診療を⾏う医師は、患者といる医師から十分な情報が提供されている場合は、初診であってもオンライン診
療を⾏うことが可能であること。

【オンライン診療の提供体制に関する事項】
（患者が医師といる場合のオンライン診療）
○ オンライン診療の形態の⼀つとして、患者が主治医等の医師といる場合に⾏うオンライン診療である D to P
with D がある。 D to Pwith D において、情報通信機器を⽤いて診療を⾏う遠隔地にいる医師は、事前に直接の
対⾯診療を⾏わずにオンライン診療を⾏うことができ、主治医等の医師は、遠隔地にいる医師の専⾨的な知⾒・
技術を活かした診療が可能となるもの。ただし、患者の側にいる医師は、既に直接の対⾯診療を⾏っている主治
医等である必要があり、情報通信機器を⽤いて診療を⾏う遠隔地にいる 医師は、あらかじめ、主治医等の医師よ
り十分な情報提供を受けること。

○ 診療の責任の主体は、原則として従来から診療している主治医等の医師にあるが、情報通信機器の特性を勘案
し、問題が生じた場合の責任分担等についてあらかじめ協議しておくこと。

（情報通信機器を⽤いた遠隔からの⾼度な専⾨性を有する医師による診察・診断等）
○ 希少性の高い疾患等、専⾨性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患であることや遠⽅からでは受診
するまでに⻑時間を要すること等により、患者の早期診断のニーズを満たすことが難しい患者を対象に⾏うこと。

○ 患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、遠隔地にいる医師の診療を受けること。ま
た、患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は、事前に診療情報提供書等を通じて連携をとっている
こと。

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P
with D）として、患者といる医師から予め十分な情報提供がされていれば、遠隔地の医師が初診からオンライ
ン診療を行うことが可能とされた。
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指針における D to P with D のイメージ

○ 指針における D to P with D では、希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が
困難な疾患である場合等について、事前に十分な情報提供を行い主治医等のもとで実施する場合に限り、遠
隔地の医師が初診からオンライン診療を行うことを可としている。

通常のオンライン診療（保険診療で行う場合）

指針における D to P with D （イメージ）

６か月以上の対面診療等
（患者の状態を十分把握し、
オンライン移行の準備をする）

オンライン診療と対面診療を
組み合わせた診療

主治医のもとに定期的に通院
主治医のもとで遠隔地の医師が
オンライン診療を行う（初診も可）

事前に主治医が遠隔地の医師に
十分な情報提供を行う

患者説明・同意

主治医のもとに定期的に通院
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○ 患者の診療等における利活⽤

－ オンライン診療料等

・ オンライン診療の実施状況

・ 医療資源の少ない地域における利活⽤

・ 在宅医療における利活⽤

・ 個別の疾患領域における利活用

－ その他の事項

・ 患者が医師といる場合のオンライン診療（D to P with D）

・ ICTを用いた栄養指導



【課題等】

・通常の会話に比べて「音が聞き取りにくい」及び通信状況により音声が途切れるため、ゆっ
くり大きな声で話すことが必要。
・ICTの環境が整っていても対象者の多くが高齢者のため、ICT機器の使用方法の習得が必
要。

・指導用の画面が小さいと指導に使用する食品モデル等の媒体を対象者が見えないため、
大きな画面が必要。
・指導者と対象者の双方に共通の指導媒体・教材が必要。

【対象者】
平成24年度 男性２名、女性４名
（37～70歳の糖尿病、脂質異常症、腎機能障害等）
平成25年度 男性２名、女性２名
（45～93歳の糖尿病、腎不全、高血圧症、脂質異常症）

【実施方法】
離島診療所の医師の指示により、沖縄県栄養士会の管理栄養士が30分～1時間程度、

webカメラを使用して指導を実施。
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ICTを用いた栄養食事指導の事例について①

離島等での栄養ケア支援体制を強化するために、沖縄県本島栄養士会事務所と離島診療
所間でICTを使った栄養指導の実現可能性等をモデル事業として実施。

出典：厚生労働省補助事業栄養ケア活動支援整備事業報告書「ちゃーがんじゅう（健康寿命延伸）プロジェクト」（沖縄県栄養士会）より

↑ 管理栄養士による
指導

↑ 指導対象者の状況

沖縄県栄養士会の事業概要

中 医 協 総 － ２
元 ． ６ ． １ ２ ( 改 )
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ICTを用いた栄養食事指導の事例について②

出典：森ら、臨床栄養Vol135,No1,2019.7 14-15

図 テレビカンファレンスシステムを利⽤した遠隔栄養指導した例

［対象・方法等］
2型糖尿病患者に対して、対面形式での個別栄養食事指導と遠隔形式の個別栄養指導が代謝状態及び食行動に与える

効果を比較検証した事例。
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糖尿病患者の治療中断について

出典：菅原ら、糖尿病 47,4,（2004）313-318

図 来院糖尿病患者数と治療中断患者出現率

 糖尿病患者には、一定程度の治療中断患者がいる。

 治療中断の理由は、仕事や家族の介護・教育等日常生活が忙しいため受診の時間が取れないが多く、長
期出張などで遠隔地に滞在していた、経済的内遊、診察日が仕事の休みと合わない・通院間隔を指示され
なかった等の診療体制に関すること、自分は軽度・薬を飲みたくない・通院が面倒等の本人の意思の順で
あった。

 また、通院中断者に電話連絡による対応を行うことにより、再来院するケースが45.9％とされている。

表 治療中断理由

注）治療中断患者出現率＝治療中断患者／総来院者数×100
治療中断患者︓通院を医療上の理由ではなく指⽰に従わず3か月間放置してい
ることがわかった患者数

治療中断者331名中、152名が再来院（45.9％）
し、治療中断理由を調査した。
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ICTを用いた栄養指導の効果について

出典：Nutrients 2019、11、229 （図は保険局医療課にて作成）

図 6週目におけるベースライン体重と
比較した体重変化

 管理栄養士が情報通信機器を用いて、糖尿病等の患者に対し、遠隔栄養指導を行ったところ、通常治療群
と比較して、介入群において、有意に減量効果があった。

【対象者】 糖尿病、糖尿病予備軍、高血圧、高脂血症と診断されたBMI30以上の59名を無作為に遠隔栄養指導群（n=29、平均年齢58.6±8.1歳）
と通常治療群（n=30、平均年齢59.3±7.4歳）に分け検討を行った。

【方法】 遠隔栄養指導群は、管理栄養士が情報通信機器（ビデオカンファレンスシステム等）を用い、セルフモニタリング内容（毎週の体重や果
物・野菜の摂取状況）等を基に遠隔栄養指導を毎週行い、研究期間（12週間）中に管理栄養士が介入を行わなかった通常治療群と比較。

【結果】12週目に遠隔栄養指導群が通常治療群と比較して、5％以上体重が減少した者が有意に多かった。
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その他の利活用に係る現状及び課題と論点

（D to P with D）

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針において、希少性の高い疾患等、専門性の観点から近
隣の医療機関では診断が困難な疾患である場合等について、事前に十分な情報提供を行い主治医
等のもとで実施する場合に限り、遠隔地の医師が初診からオンライン診療を行う例が示された。

（ICTを用いた栄養指導）
○ 糖尿病患者には、3か月間治療中断する者がおり、仕事や家族の介護・教育等日常生活が忙しい
ため受診の時間が取れないといったものが治療中断理由で最も多かった。

○ 糖尿病の治療中断者にフォローの連絡をすることにより、半数弱の患者が治療を再開するという報
告がある。

○ 管理栄養士が情報通信機器を用いて、糖尿病等の患者に対し、遠隔栄養指導を行ったところ、通
常治療群と比較して、介入群において、有意に減量効果があるという報告がある。

【現状及び課題】

【論点】

○ オンライン診療の適切な実施に関する指針における、主治医等のもとで遠隔地の医師が初診から
オンライン診療を行う場合について、保険診療における位置づけをどのように考えるか。

○ 患者が治療中断とならないように継続的な栄養指導を推進する観点から、情報通信機器を用いた
栄養食事指導の取組を評価することについてどのように考えるか。
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横断的事項（その２）
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１．医療におけるICTの利活用について

○ 患者の診療等における利活⽤

○ カンファレンス等における利活⽤

２．情報共有・情報連携について

○ 栄養管理に関する退院時の情報提供



勤務場所に関する要件の緩和②

［対象となる診療報酬］
・ 感染防止対策加算
・ 入退院支援加算１
・ 退院時共同指導料１の注１、退院時共同指導料２の注１／退院時共同指導加算（訪問看護療養費）
・ 退院時共同指導料２の注３
・ ハイリスク妊産婦連携指導料１、２
・ 在宅患者緊急時等カンファレンス料／在宅患者緊急時等カンファレンス加算（訪問看護療養費）
・ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
・ 精神科在宅患者支援管理料／精神科重症患者支援管理連携加算（訪問看護療養費）

［ICTを用いた場合の留意事項］

【在宅患者緊急時等カンファレンス料】 ※対象となる他の加算等についても求める内容に応じて同様の見直しを行う。

① 当該カンファレンスは、関係者全員が患家に赴き実施することが原則であるが、やむを得ない事情により
参加できない場合は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用い
て参加した場合でも算定可能である。

② 保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファ
レンスを実施する場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

対面を求めるカンファレンスにおける情報通信機器（ICT）の活用

 関係機関間・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から、
対面でのカンファレンスを求めている評価について、各項目で求めている内容
や地理的条件等を考慮し、一定の条件の下で情報通信技術（ＩＣＴ）を用いた
カンファレンスを開催した場合でも評価されるよう、要件を見直す。
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原則、赴く

各項目におけるICTを用いたカンファレンス等の組合せ①

項目
ICTを用いてカンファレンス等に参加する場合の要件

【医療資源の少ない地域の場合】

感染防止対策加算
［施設基準］

感染防止対策加算１届出医療機関の感染制御チームと感染防止対策加算２届出医療機関の感染制御チームとの年４回程度の
定期的なカンファレンスのうち、
① 主として取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること
② ４回中１回以上は両チームが一堂に会し直接対面するカンファレンスを行っていること
③ 感染制御チームを構成する各職種が４回中２回以上直接対面するカンファレンスに参加していること

【感染防止対策加算１届出医療機関又は感染防止対策加算２届出医療機関のいずれかが医療資源の少ない地域に属する場合】
① 主として取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること
② 感染制御チームを構成する各職種が４回中１回以上直接対面するカンファレンスに参加していること

入退院支援加算１
［施設基準］

連携機関との年３回の面会のうち、１回はICTを活用できる。

【入退院支援加算１を届け出る医療機関又は連携機関のいずれかが医療資源の少ない地域に属する場合】
連携機関との年３回の面会全てICTを活用できる。

退院時共同指導料１、２の
注１ ［算定要件］

【患者の退院後の在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーション又は入院中の医療機関のいずれかが医療資源の少ない地域
に属する場合】

在宅療養担当医療機関又は訪問看護ステーションの担当者がICTを用いて共同指導できる。

退院時共同指導料２の注３
［算定要件］

在宅療養担当医療機関等のうち２者以上が、患者が入院中の医療機関に赴き共同指導する場合、在宅療養担当医療機関等の
関係者のいずれかがICTを用いて参加することができる。

医療資源の少ない地域の場合の考え方 （退院時共同指導料の場合）

赴く

患者が入院中の
医療機関

②在宅療養担当医療機関（訪問看護St）が医療資源の少ない地域に属する場合

患者が入院中の
医療機関

①いずれも医療資源の少ない地域に属さない場合

患者の在宅療養
を担う医療機関

やむを
得ない場合、ICT活用可

患者が入院中の
医療機関

③入院医療機関が医療資源の少ない地域に属する場合

患者の在宅療養
を担う医療機関

原則、赴く

やむを
得ない場合、ICT活用可

退院時共同指導料１、２いずれの場合であっても、
患者が入院中の医療機関又は患者の在宅療養を担う医療機
関（訪問看護St）のいずれかが医療資源の少ない地域に属す
る場合、患者の在宅療養を担う医療機関（訪問看護St）は、Ｉ
ＣＴを活用して退院時共同指導を実施することが可能である。

患者の在宅療養を担う医
療機関（訪問看護St）
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各項目におけるICTを用いたカンファレンス等の組合せ②

項目
ICTを用いてカンファレンス等に参加する場合の要件

【医療資源の少ない地域の場合】

ハイリスク妊産婦連携指導
料１、２ ［算定要件］

患者への治療方針などに係るカンファレンス（概ね２か月に１回程度の頻度）に参加するそれぞれの従事者が、当該患者に対する
ハイリスク妊産婦連携指導料を算定する期間中、少なくとも１回は直接対面で実施するカンファレンスに参加している場合、
関係者のうちいずれかがICTを用いてカンファレンスに参加することができる。

在宅患者緊急時等カンファ
レンス料
［算定要件］

①、②のいずれも満たす場合、関係者のいずれかがICTを用いてカンファレンスに参加することができる。
① 当該カンファレンスに３者以上が参加するとき
② 当該３者のうち２者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っているとき

【関係者のうちいずれかが医療資源の少ない地域に属する場合】
①から③のいずれも満たす場合、関係者のいずれかがICTを用いてカンファレンスに参加することができる。
① 当該カンファレンスを当該月に２回実施する場合の２回目のカンファレンスのとき
② 当該２回目のカンファレンスに３者以上が参加するとき
③ ②において、当該３者のうち１者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っているとき

在宅患者訪問褥瘡管理指
導料
［算定要件］

①、②のいずれも満たす場合、当該医療機関の在宅褥瘡対策チーム構成員は、ICTを用いてカンファレンスに参加することができ
る。
① 当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構成員として複数名参加するとき
② 当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、１名以上は患家に赴きカンファレンスを行っているとき

精神科在宅患者支援管理
料２のイ
［算定要件］

関係者のいずれかがICTを用いてカンファレンスに参加することができる。
①チームの構成員全員が、月１回以上当該患者に対するカンファレンスに対面で参加しているとき
②保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を行う時に、チームの関係者全員が一堂に会すること

【関係者のうちいずれかが医療資源の少ない地域に属する場合】
関係者全員が一堂に会し該当患者に関するカンファレンスを１回以上実施した後は、
関係者のうちいずれかがICTを用いてカンファレンスに参加することができる。

精神科在宅患者支援管理
料２のロ ［算定要件］

関係者全員が６月に１回以上の頻度で一堂に会し対面で当該患者に対するカンファレンスを実施している場合、
その間の月のカンファレンスについて、関係者のうちいずれかがICTを用いて参加することができる。
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○ 他の関係機関の職員との情報共有・連携のためにICTを活用している医療機関は、病院の43.2％、診療所の
37.0％であった。

○ 活用しているICTをみると、メールの場合と、地域医療連携ネットワーク等の情報連携システムを利用してい
る場合がそれぞれ約５～６割であった。

55【出典】平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査」

43.2%

37.0%

48.6%

58.3%

8.1%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

（n=37）

診療所

（n=679）

ICTを活用している ICTを活用していない 無回答

他の関係機関との情報共有・連携のためのICTの活用状況

64.9%

40.6%

7.6%

7.2%

6.0%

13.1%

10.8%

0% 50% 100%

n=251
【診療所】

50.0%

43.8%

18.8%

12.5%

6.3%

6.3%

18.8%

0% 50% 100%

メール

地域医療情報連携ﾈｯﾄﾜｰｸ

自院を中心とした専用の

情報連携システム

ビデオ通話(オンライン会議

システムを含む)

電子掲示板

グループチャット

その他

n=16
【病院】【病院】

＜他の関係機関の職員との情報共有・連携のためのＩＣＴ活用の有無＞ ＜活用しているICT（複数回答）＞



電子掲示板等を活用した情報共有・連携のイメージ
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○ 医療機関間や医療機関内の医療関係職種間で、電子掲示板機能を活用した情報共有・連携が行われて
いる場合があり、患者サマリ等の電子ファイルを添付・閲覧できるシステムも存在する。

※株式会社インターネットイニシアティブHP資料を用いて医療課作成

情報連携システム
全体のイメージ

電子掲示板のイメージ
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診療報酬で要件としているカンファレンス等について

患者が同席することが想定されるもの
（患者に対する指導等）

患者が同席することが基本的に想定されないもの
（定例報告、症例相談等）

医療機関間で連携
して実施するもの

・退院時共同指導料
（医療資源が少ない地域に限る）
・在宅患者緊急時等カンファレンス料
・在宅患者訪問褥瘡管理指導料 等

・感染防止対策加算
・入退院支援加算
・ハイリスク妊産婦連携指導料 等

医療機関内で実施
するもの

（通常の患者説明や指導等が該当）

・院内感染防止対策委員会（入院基本料等）
・安全管理に係る委員会（入院基本料等）
・総合入院体制加算
・医療安全対策加算
・栄養サポートチーム加算
・入退院支援加算
・認知症ケア加算 等

ICT活用可
（ビデオ通話に限る）

○ 診療報酬で要件としているカンファレンス等については、患者が同席することが想定されるもの（患者に対す
る指導等）と、患者が同席することが基本的に想定されないもの（定例報告、症例相談等）があり、また、医療
機関間で連携して行うものと、医療機関内で行うものがある。

○ 診療報酬においては、医療機関間で連携して実施するカンファレンス等について、一定の条件のもとで、リ
アルタイムの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）を用いることを認めている。



（回）

Ｂ００５ 退院時共同指導料２ ４００点（入院中１回）※

多機関共同指導加算 ２,０００点

2,501 2,638 2,618
3,259

3,714

5,229

530 539 541 722 766
1,315

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

退院時共同指導料２

多機関共同指導加算

＜算定回数＞

58出典︓社会医療診療⾏為別統計（平成27年より）
社会医療診療⾏為別調査（平成26年まで）（各年６月審査分）

※別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、要件を満たす場合に入院中２回

退院時共同指導料２

○ 退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保
険医療機関の保険医⼜は看護師等、薬剤師、管理栄養⼠、理学療法⼠、作業療法
⼠、⾔語聴覚⼠若しくは社会福祉⼠と在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当
該保険医の指⽰を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養⼠、理学療法⼠、作業療法
士、言語聴覚⼠若しくは社会福祉⼠⼜は在宅療養担当医療機関の保険医の指⽰を
受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法⼠、作業療法
⼠若しくは⾔語聴覚士が共同して⾏った場合に算定する。

○ 当該患者の在宅療養担当医療機関、在宅療養担当医療機関の保険医の指⽰を
受けた訪問看護ステーション又は⼊院中の保険医療機関のいずれかが、医療を提
供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関（特定機能病院、許可
病床数400床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び急性期⼀般⼊院料１のみを届け出
ている病院を除く）又は訪問看護ステーションであって、やむを得ない事情によ
り、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、薬剤師、管理栄養⼠、理
学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機
関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理
学療法⼠、作業療法⼠若しくは⾔語聴覚⼠が⼊院中の保険医療機関に赴くことが
できないときは、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通
話）が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。

多機関共同指導加算

○ 退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者
が⼊院している保険医療機関の保険医⼜は看護師等が、在宅療
養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である⻭科
医師若しくはその指⽰を受けた⻭科衛生士、保険薬局の保険薬
剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学
療法⼠、作業療法⼠若しくは⾔語聴覚⼠、介護⽀援専⾨員⼜は
相談支援専門員のいずれかのうち３者以上と共同して⾏った場
合に算定する。

○ 当該患者が⼊院している保険医療機関と在宅療養担当医療
機関等の関係者全員が、患者が⼊院している保険医療機関にお
いて共同指導することが原則であるが、やむを得ない事情によ
り在宅療養担当医療機関等の関係者のいずれかが、患者が入院
している保険医療機関に赴くことができない場合に限り、ビデ
オ通話が可能な機器を用いて参加したときでも算定可能であ
る。ただし、この場合であっても、在宅療養担当医療機関等の
うち２者以上は、患者が⼊院している保険医療機関に赴き共同

指導していること。

＜主な算定要件＞

（多機関共同指導加算の名称は平成30年〜）

退院時共同指導に係る評価（医療機関） 診 調 組 入 － １

元． １ ０ ． ３ （改 ）



退院時共同指導に係る評価（訪問看護ステーション）
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（回）

退院時共同指導加算 ８,０００円（退院又は退所につき１回）※

918

1,758
2,355

3,459

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ２３ Ｈ２５ Ｈ２７ Ｈ２９

退院時共同指導加算

＜算定回数＞

出典︓訪問看護療養費実態調査より保険局医療課にて作成

※別に厚⽣労働⼤⾂が定める疾病等の利⽤者については２回
※別に厚⽣労働⼤⾂が定める状態等にある場合（別表第８）は特別管理指導加算（2,000円）を加算

退院時共同指導加算

○ 指定訪問看護を受けようとする者が主治医の所属する保険医療機関⼜は介護⽼⼈保健施設若しくは介護医療院に⼊院中⼜は⼊所中である場合にお
いて、その退院又は退所に当たって、当該訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く）が、当該主治医⼜はその所属する保険医療機関、介護
⽼⼈保健施設⼜は介護医療院の職員とともに、当該指定訪問看護を受けようとする者⼜はその看護に当たっている者に対して、在宅での療養上必要な
指導を⾏い、その内容を⽂書により提供した場合に、初⽇の指定訪問看護の実施時に１回に限り訪問看護管理療養費の１の所定額に加算する。

○ 当該利⽤者が⼊院中の保険医療機関⼜は訪問看護ステーションのいずれかが、医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関
（特定機能病院、許可病床400床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び急性期⼀般⼊院料１のみを届け出ている病院を除く）⼜は訪問看護ステーションで
あって、やむを得ない事情により、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く）が⼊院中の保険医療機関に赴くことができないときは、リア
ルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。

○ 退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該利⽤者が⼊院している保険医療機関の保険医⼜は看護職員が、在宅療養を担う保険医療機関
の保険医⼜は看護職員、保険医である⻭科医師⼜はその指⽰を受けた⻭科衛⽣⼠、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護
師を除く）、介護支援専門員又は相談支援専門員のいずれかのうち３者以上が共同して⾏った場合においては、当該利⽤者が⼊院している保険医療機
関と在宅療養を担う保険医療機関等の関係者全員が、利⽤者が⼊院している保険医療機関において共同指導することが原則であるが、やむを得ない事
情により訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く）が利⽤者が⼊院している保険医療機関に赴くことができない場合であって、ビデオ通話
が可能な機器を用いて参加したときでも算定可能である。ただし、この場合であっても、在宅療養を担う保険医療機関等のうち２者以上は、利⽤者が
⼊院している保険医療機関に赴き共同指導していること。

＜主な算定要件＞



退院時共同指導料２及び多機関共同指導加算の算定状況
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○ 退院時共同指導料２を算定していた施設の算定患者数は、平均3.1人／３か月であった。
○ 多機関共同指導加算を算定していた施設の算定患者数は、平均1.8人／３か月であり、うち、
ビデオ通話を用いた共同指導が１件あった。

退院時共同指導料２及び多機関共同指導加算の算定状況

出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

81.6%

81.4%

14.1%

14.1%

3.8%

4.0%

0.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

算定患者数

算定回数

１～５件未満 ５件～ 10件～ 20件～

94.9%

95.1%

4.3%

4.1%

0.8%

0.8%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

算定患者数

算定回数

１～５件未満 ５件～ 10件～ 20件～

＜退院時共同指導料２＞ ＜多機関共同指導加算＞

平均 3.1人／3.1回（n=1,620） 平均 1.8人／1.7回（n=632）

ビデオ通話を用いた共同指導とは、医療資源が少ない地域でやむを得ない事情等がある場合（退院時共同指導料２）、もしくは、
やむを得ない事情により関係者のいずれかが患者が入院している医療機関に赴けない場合（多機関共同指導加算）に、リアルタイム
での画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて共同指導を行うことを指す。

※平成31年１～３月の３か月における算定状況

うち、ビデオ通話を
用いた共同指導： ０件

うち、ビデオ通話を
用いた共同指導： １件

診 調 組 入 － １

元 ． １ ０ ． ３



ビデオ通話を用いた共同指導を行っていない理由
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○ 退院時共同指導料２を算定したがビデオ通話を用いた共同指導を行っていない病棟において、
その理由をみると、「ビデオ通話に対応できる環境がないため」「ビデオ通話を用いた共同指導を
行う必要性がないため」が多かった。

ビデオ通話を用いた共同指導を行っていない理由

出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

60.4%

43.6%

34.5%

62.8%

35.2%

9.7%

1.1%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ビデオ通話を用いた共同指導を行う必要性がないため

医療資源の少ない地域ではないため

（対面ではなく、ビデオ通話でもよいとされる）やむを得ない事情がないため

ビデオ通話に対応できる環境がないため

先方にビデオ通話に対応できる環境がないため

ビデオ通話での共同指導を行えるほどの関係性を先方との間で構築できていないため

その他

無回答

（複数回答、 n=1,566）

診 調 組 入 － １

元． １ ０ ． ３ （改 ）

（問） 感染防止対策加算、入退院支援加算１、退院時共同指導料１の注１、退院時共同指導料２の注１及び注３、ハイリスク妊産婦連携指導料１及び２、
在宅患者緊急時等カンファレンス料、在宅患者褥瘡管理指導料、精神科在宅患者⽀援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カ
ンファレンス加算、精神科重症患者⽀援管理連携加算における、カンファレンスや⾯会、共同指導について、やむを得ない事情により対⾯が難しい場合、
「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いた場合、とあるが、
① やむを得ない事情とはどのような場合か。
② 携帯電話による画像通信でもよいか。

（答）① 天候不良により会場への⼿段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定⽇等の対応が必要となる⽇までに関係者全
員の予定確保が難しい場合などをいう。

② リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個⼈情報を画⾯上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」に準拠した機器を⽤いること。

参考︓やむを得ない場合の解釈（平成30年３⽉30日疑義解釈（その１）問212抜粋）



退院時共同指導料２を算定していない理由
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○ 退院時共同指導料２を算定していない理由をみると、「病棟で対応できる職員がいない」や
「在宅療養担当の医療機関の職員、訪問看護ステーションの看護師等との共同が困難」と回答した
施設がいずれも２割程度みられた。

退院時共同指導料２を算定していない理由

出典：令和元年度入院医療等の調査（病棟票）

（n=1,993）

58.1%

1.5%

19.4%

23.3%

17.2%

8.5%

9.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

対象者がいないため

患者の同意が得られないため

病棟で対応できる職員がいないため

在宅療養担当の医療機関の職員の共同が困

難であるため

訪問看護ステーションの保健師、助産師、

看護師との共同が困難であるため

患者からのニーズがないため

その他

無回答

54.3%

0.4%

12.6%

13.4%

5.3%

2.0%

7.2%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80%

対象者がいないため

患者の同意が得られないため

病棟で対応できる職員がいないため

在宅療養担当の医療機関の職員の共同が困

難であるため

訪問看護ステーションの保健師、助産師、

看護師との共同が困難であるため

患者からのニーズがないため

その他

無回答

該当するものすべて（複数回答） 最も該当するもの

診 調 組 入 － １

元． １ ０ ． ３ （改 ）



訪問看護ステーションにおける退院時共同指導の状況
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○ 訪問看護ステーションにおいては、退院した利用者のうち半分以上で退院時共同指導を実施し
ており、要する時間は、指導には１時間、移動には30分未満が多かった。

〇 退院時共同指導を実施しなかった理由をみると、約１割が「スケジュール調整できなかった」「医
療機関が遠かった」と回答した。

■退院時共同指導の実施状況と退院時共同指導加算の算定状況

実施あり 50.2%

算定あり 87.6%

実施なし 49.8%

算定なし 10.3%

無回答 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

退院時共同指導を実施した利用者

退院時共同指導加算を算定した利用者

実施した利用者のうち、

6.4%

65.4%

56.5%

15.6%

29.8%

2.6%

5.4%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指導に要した時間

指導を実施した場所への移動時間

30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間半未満 1時間半以上 無回答

■退院時共同指導と移動に要した時間

（n=13,285）

（n=6,671）

（退院時共同指導加算を算定した利用者 n=5,841）

14.4%

12.6%

8.8%

1.9%

1.8%

0.7%

23.1%

36.7%

0% 10% 20% 30% 40%

急な退院だった

退院の連絡がなかった

スケジュール調整できなかった

医療機関が遠かった

医療機関に断られた

手間と報酬が見合わない

その他

無回答

■退院時共同指導を実施しなかった理由
（退院時共同指導を実施しなかった利用者 n=6,613、最も当てはまるものを回答）

※その他の自由記載は、短期入院であり必要がなかったため、
入院前と状態が変わらなかったため、本人・家族が希望しなったため 等

【出典】全国訪問看護事業協会 平成31年調査（対象：全国訪問看護事業協会会員の訪問看護ステーション5,678か所、回収数：1,901か所（33.5％）、平成31年１～３月の実績を回答）
※グラフは、３か月の間に退院した利用者がいたと回答した1,598か所、利用者13,285人について集計（介護保険の利用者を含む）
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ICTを用いたカンファレンス等の要件について

医療資源が少ない地域に
該当する場合の要件

その他の地域の場合の要件

・感染防止対策加算（※）
・入退院支援加算（※）
・ハイリスク任産婦連携指導料
・在宅患者緊急時等カンファレンス料（※）
・在宅患者訪問褥瘡管理指導料
・精神科在宅患者支援管理料２のイ（※）
・精神科在宅患者支援管理料２のロ
・多機関共同指導加算

・退院時共同指導料

○ カンファレンス等におけるICTの活用は、いずれの場合も「やむを得ない場合」に限り認められている。

○ ICTの活用については、医療資源が少ない地域の場合とその他の地域の場合で要件に差を設けている。
また、退院時共同指導料は医療資源が少ない地域における活用しか認められていない。

いずれの場合も「やむを得ない場合」に限り
ICT（ビデオ通話に限る）を活用可能

※ 医療資源が少ない地域とその他の地域でともに活用可能だが、
前者の要件をより緩和している

（問） 感染防止対策加算、入退院支援加算１、退院時共同指導料１の注１、退院時共同指導料２の注１及び注３、ハイリスク妊産婦連携指導料１及び２、
在宅患者緊急時等カンファレンス料、在宅患者褥瘡管理指導料、精神科在宅患者⽀援管理料、訪問看護療養費の退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カ
ンファレンス加算、精神科重症患者⽀援管理連携加算における、カンファレンスや⾯会、共同指導について、やむを得ない事情により対⾯が難しい場合、
「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いた場合、とあるが、
① やむを得ない事情とはどのような場合か。
② 携帯電話による画像通信でもよいか。

（答）① 天候不良により会場への⼿段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定⽇等の対応が必要となる⽇までに関係者全
員の予定確保が難しい場合などをいう。

② リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個⼈情報を画⾯上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」に準拠した機器を⽤いること。

参考︓やむを得ない場合の解釈（平成30年３⽉30日疑義解釈（その１）問212抜粋）

再掲

実施不可



カンファレンス等における利活用に係る現状及び課題と論点

【電子掲示板等の情報連携システムの活用について】

○ 他の関係機関の職員との情報共有・連携のためにICTを活用している医療機関は、病院の43.2％、診療所の37.0％であった。活用している
ICTをみると、メールの場合と、地域医療連携ネットワーク等の情報連携システムを利用している場合がそれぞれ約５～６割であった。

○ 診療報酬で要件としているカンファレンス等については、患者が同席することが想定されるもの（患者に対する指導等）と、患者が同席するこ
とが基本的に想定されないもの（定例報告や症例相談等）があり、また、医療機関間で連携して行うものと医療機関内で行うものがある。診療
報酬においては、医療機関間で連携して実施するカンファレンス等について、一定の条件のもとで、リアルタイムの画像を介したコミュニケー
ション（ビデオ通話）を用いることを認めている。

【退院時共同指導等におけるICTの活用について】

○ 退院時共同指導料２や多機関共同指導加算を算定した病院のうち、ビデオ通話を用いた共同指導は３か月で１件であり、ビデオ通話を用い
た共同指導を実施していない理由は、「ビデオ通話に対応できる環境がないため」「ビデオ通話を用いた共同指導を行う必要性がないため」が
多かった。

○ 病院において退院時共同指導料２を算定していない理由として、約２割が「病棟で対応できる職員がいない」や「在宅療養担当の医療機関の
職員、訪問看護ステーションの看護師等との共同が困難」と回答した。また、訪問看護ステーションにおいて退院時共同指導を実施していな
い理由として、約１割が「スケジュール調整できなかった」「医療機関が遠かった」と回答した。

○ カンファレンス等におけるICTの活用は、いずれの場合も「やむを得ない場合」に限り認められている。ICTの活用については、医療資源が少
ない地域の場合とその他の地域の場合で要件に差を設けている。また、退院時共同指導料は医療資源が少ない地域における活用しか認め
られていない。

【現状及び課題】

【論点】

○ 現在、医療機関間で連携して行うカンファレンス等において、ビデオ通話に限りICTの活用が認められているが、例え

ば、患者の同席が想定されない、医療機関間又は医療機関内のカンファレンス等において、現在行われている電子掲
示板等を活用した情報共有・連携をどのように考えるか。

○ 退院時共同指導の実施にあたって、職員のスケジュール調整や指導への移動時間等に課題がみられることを踏まえ、
ビデオ通話を活用する場合の評価や要件等についてどのように考えるか。また、その他の加算等においても、「やむをえ
ない場合」に限りICTの活用を認めていることについて、どのように考えるか。

65



横断的事項（その２）
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１．医療におけるICTの利活用について

○ 患者の診療等における利活⽤

○ カンファレンス等における利活⽤

２．情報共有・連携について

○ 栄養管理に関する退院時の情報提供



入院栄養食事指導料の要件について

【入院栄養食事指導料１】

イ 初回 （概ね３０分以上）

２６０点

ロ ２回目 （概ね２０分以上）

２００点

対象患者

厚生労働大臣が定める特別食※２を必要
とする患者、がん患者、摂食機能若しくは
嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態
にある患者

※２ 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニール
ケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレル
ギー食（外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。）、特別な場合の検査食（単なる流動食及
び軟食を除く。）

【入院栄養食事指導料２※１】

イ 初回 （概ね３０分以上）

２５０点

ロ ２回目 （概ね２０分以上）

１９０点

※１ 有床診療所において、栄養ケア・ステーション
及び他の保険医療機関の管理栄養士が指示
を受け指導する場合

算定要件

管理栄養士が医師の指示に基づき、患者
ごとにその生活条件、し好を勘案した食事
計画案等を必要に応じて交付し、初回に
あっては概ね30 分以上、２回目にあっては
概ね20 分以上、療養のため必要な栄養の

指導を行う
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出典：社会医療診療行為別統計をもとに作成
（毎年の推定金額及び推定回数は、６月審査分に12を乗じて算出）

○ 入院栄養食事指導の推定回数は、多少の増減はあるものの、この20年で約3倍増加
○ 平成25年度以降、算定回数が増加していなかったが、平成28年度改正において、対象患者の拡大及び増点したこ
とにより、近年は増加傾向である。

推定回数（万回）
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入院栄養食事指導の回数の推移

41.5

123.2

138.9

167.5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

対象患者の
拡大、増点

算定要件の
見直し、増点



転院先等への栄養管理の情報提供

○ 退院・転院むけ、栄養情報提供書を作成している病院は約３割である。

○ 栄養情報提供書の提供先は、病院、介護老人保健施設等が約8割であるが、かかりつけ医は、約2割で
あった。

○ 転院先等への栄養管理の情報提供として多いのは、摂食嚥下機能低下、経管栄養等の患者の栄養管理
に関するものである。

図 退院・転院にむけ、栄養情報提供書を
作成しているか

対象： 日本栄養士会会員が勤務する全国2,903病院

出典：「平成30年度全国病院栄養部門実態調査」（公益社団法人日本栄養士会：平成30年）

（％）

図 どのような患者の栄養情報を転院先等に提供しているか

対象： 左図で「提供している」と回答した887病院のうち、
本設問に無回答であった56病院を除く831病院

複数回答

（％）

複数回答

図 栄養情報提供書をどこに提供しているか

対象： 左図で「作成している」と回答した887病院のうち、
本設問に無回答であった57病院を除く830病院

30.6％

69.4％

作成あり 作成なし

22.6
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81.4
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19.0

30.2
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その他
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表 栄養管理に関する情報提供書の送付先の転院後
の食形態及びとろみ調整食品の変更対応の有無

栄養管理に関する情報提供の効果について

○ 栄養情報提供書を提供している場合、提供していない場合と比較して、栄養管理計画・栄養ケアプ
ランの作成に係る時間が有意に減少している。

○ 栄養管理に関する情報提供を行った施設において、転帰直後より転院前の食形態やとろみに関す
る情報を参考に食形態の変更を行っていた。

出典：宮崎ら、日本栄養士会雑誌60（6）、327-335（2017）

出典：田中ら、日本栄養士会雑誌62（9）、479-487（2019）

対応 送付時から
の変更

転帰直後 1～6か月
以内

有意差
（転帰直後 VS
1～6か月以内）

食形態 あり 36 8 n.s

なし 118 38

とろみ調整
食品

あり 12 6 n.s

なし 144 41
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○ 入院栄養食事指導料は、患者に合わせた食事計画書案等を必要に応じて交付することが要件と
なっているが、入院中の栄養管理に関する情報は、提供されていない。

○ 退院・転院向けに栄養情報提供書を作成している病院が約３割あり、病院、介護老人保健施設等に摂
食嚥下機能低下、経管栄養等の患者に関する栄養情報を提供している。

○ 栄養管理に関する情報提供をした場合、転院先において栄養管理計画書等の作成時間が減少す
るとともに、転帰直後から食形態、とろみ調整食品等の対応が可能となるという報告がある。

○ 入院栄養食事指導を受けた患者に関して、退院後の後方病床等を担う保険医療機関等に適切

に情報を共有する観点から、栄養情報提供する場合を評価してはどうか。

栄養管理に関する退院時の情報提供に係る現状及び課題と論点

【現状及び課題】

【論点】
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